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社 援 発 111 1 第 ２ 号 

平成 28 年 11 月 11 日 

 

 

都道府県知事 

各 指定都市市長 殿 

中核市市長 

 

 

厚生労働省社会・援護局長 

                     （ 公 印 省 略 ） 

 

 

社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の 

整備等及び経過措置に関する政令等の公布について（通知） 

 

 

社会福祉法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 21 号。以下「改正法」

という。）が平成 29 年４月１日に施行されることに伴い、社会福祉法等の一部

を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令（平

成 28 年政令第 349 号。以下「改正政令」という。)及び社会福祉法等の一部を

改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（平成 28

年厚生労働省令第 168 号。以下「改正省令」という。)が本日公布されたところ、

今回の改正の趣旨及び主な内容等は、下記のとおりですので、十分御了知の上、

管内関係機関及び関係団体等へ周知をお願いいたします。 

また、都道府県におかれては、貴管内の市（指定都市及び中核市を除き、特

別区を含む。）に対して周知いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

第一 改正政令関係 

一 社会福祉法施行令（昭和 33 年政令第 185 号）の一部改正について（改正

政令第１条関係） 

１ 会計監査人を置かなければならない社会福祉法人の事業の規模の基準 

  事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人（以下「特定社会

福祉法人」という。）については、会計監査人を置かなければならないも

のとしている（改正法第２条による改正後の社会福祉法（以下「新法」と

いう。）第 37 条）。 
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  当該基準については、最終会計年度における収益（法人単位事業活動計

算書におけるサービス活動収益。以下同じ。）が 30 億円を超える法人又は

負債（法人単位貸借対照表における負債。以下同じ。）が 60 億円を超える

法人とする（改正政令第１条による改正後の社会福祉法施行令（以下「新

令」という。）第 13 条の３）。 

  また、この特定社会福祉法人の基準については、 

(1) 平成 29 年度、平成 30 年度は、収益 30 億円を超える法人又は負債 60

億円を超える法人 

(2) 平成 31 年度、平成 32 年度は、収益 20 億円を超える法人又は負債 40

億円を超える法人 

(3) 平成 33 年度以降は、収益 10 億円を超える法人又は負債 20 億円を超

える法人 

 と段階的に対象範囲を拡大していくことを予定している。 

  ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成 29 年度以

降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討すること

にしている。 

 

２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法律第 48 号）

の規定を準用する場合における必要な技術的読替え 
  新法では、社会福祉法人の機関について、一部、一般社団法人及び一般

財団法人に関する法律（以下「法人法」という。）の規定を準用すること

としているが、準用に伴い必要な技術的読替えを規定することとする（新

令第 13 条の４から第 13 条の 19 まで）。 

 

二 組合等登記令（昭和 39 年政令第 29 号）の一部改正について（改正政令第

２条関係） 

１ 社会福祉法人等の資産の総額の変更に係る登記の期限の変更 

  改正法第２条による改正前の社会福祉法（以下「旧法」という。）にお

いて、社会福祉法人は、毎会計年度終了後二月以内に計算書類を作成し、

毎会計年度終了後三月以内に所轄庁に届け出なければならないものとさ

れていたが（旧法第 44 条第５項及び第 59 条）、新法においては、毎会計

年度終了後「三月」以内に計算書類等を作成し、かつ、所轄庁に届け出な

ければならないものとされている（新法第 45 条の 27 第２項、第 45 条の

34 第１項及び第 59 条）。 

  社会福祉法人等の資産の総額の変更の登記については、組合等登記令上、

毎事業年度末日から「二月」以内とされていたが、新法の手続に併せ、こ

れを「三月」以内とする（改正政令第２条による改正後の組合等登記令（以

下「新組登令」という。）第３条第３項）。 
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２ 社会福祉法人の登記事項の一部削除について 

  旧法では、すべての理事が社会福祉法人の業務の代表権を持つとともに、

当該代表権は定款をもって制限することができるものとされ（旧法第 38

条）、定款で代表権を有しない理事を定めることを許容しており、定款に

このような定めを置いた場合には、理事の代表権の範囲又は制限について

登記することとされていた（改正政令第２条による改正前の組合等登記令

（以下「旧組登令」という。）第２条第２項第６号及び別表）。 

  新法では、理事長が、社会福祉法人の業務に関する代表権を有する機関

と位置付けられ、定款をもって理事の代表権を制限できる旨の規定は削除

されたほか、同条第２項において、理事長の代表権に加えた制限は、善意

の第三者に対抗できないこととなる（新法第 45 条の 17 第１項）。 

  これにより、理事の代表権の範囲又は制限に関する定めを登記事項とし

て公示する必要がなくなることから、組合等登記令の別表に規定する社会

福祉法人の登記事項から、これを削除することとする（新組登令別表）。 

 

三 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令（昭和

47 年政令第 108 号）の改正について（改正政令第３条関係） 
  社会福祉法人の役員の欠格事由に関する規定が、新法第 44 条第１項（新

法第 40 条第１項を準用）に改正されたほか、新法第 46 条の６第６項（法第

40 条第１項を準用）に清算人の欠格事由に関する規定が追加されたことに

伴い、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に

ついて、所要の規定の整備を行う。 

 

四 経過措置について（改正政令第４条並びに附則第２項及び第３項関係） 

１ 評議員定数の特例の対象とする社会福祉法人の基準 

新法では、社会福祉法人の評議員は７人以上選任することが必要である

が（新法第 40 条第３項及び第 44 条第３項）、改正法附則第 10 条におい

て、その事業の規模が政令で定める基準を超えない社会福祉法人について

は、改正法の施行日から３年を経過する日までの間、評議員の定数を４人

以上とする経過措置が定められている。 

  この評議員定数の特例の対象とする社会福祉法人の基準については、平

成 27 年度決算の事業活動計算書におけるサービス活動収益を基準とし、

当該収益の額については、全社会福祉法人の収益の平均額である４億円と

することとする（改正政令第４条第１項）。  

  なお、平成 28 年４月１日から平成 29 年３月 31 日までの間に設立され

た社会福祉法人については、全て評議員の員数の経過措置の対象とし、平
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成 27 年度会計年度のサービス活動収益は０とみなすこととする（改正政

令第４条第２項）。 

 

２ 組合等登記令改正に伴う経過措置 

  新組登令第３条第３項による社会福祉法人等の資産の総額の変更の登

記は、計算書類等の作成及び所轄庁への届出の期限を毎会計年度終了後

「三月」以内とする新法の規定が、平成 28 年４月１日以後に開始する会

計年度に係る計算書類等について適用されることに併せ、平成 28 年４月

１日以後に開始する事業年度末日現在に行う資産の総額の変更の登記か

ら適用することとする（改正政令附則第２項）。 

  また、旧組登令別表に規定する理事の代表権の範囲又は制限に関する登

記については、改正法附則第 15 条において、この法律の施行の際現に在

任する社会福祉法人の理事の代表権については、施行日以後に選定された

理事長が就任するまでの間は、なお従前の例によることとされている。こ

のため、新法の施行日以後に選定された理事長が就任するまでの間は、特

段、登記は不要である（改正政令附則第３項）。 

 

第二 改正省令について 

一 社会福祉法施行規則（昭和 26 年厚生労働省令第 28 号）の一部改正につい

て（改正省令第１条関係） 

１ 評議員、理事及び監事の親族等の特殊関係者の制限 

(1) 評議員の特殊関係者 

  評議員は、評議員会を通じて役員を監督する役割を担うことから、役

員や他の評議員から独立した地位を確保する必要がある。評議員には、

各評議員又は各役員の配偶者又は三等親以内の親族のほか、以下の特殊

関係者が含まれてはならないものとする（新法第 40 条第４項及び第５

項、改正省令第１条による改正後の社会福祉法施行規則（以下「新規則」

という。）第２条の７及び第２条の８）。 

ア 各評議員と特殊の関係がある者 

(ｱ) 評議員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

(ｲ) 当該評議員の使用人（秘書、執事など、評議員が個人的に雇って

いる者） 

(ｳ) 当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持し

ている者 

(ｴ) (ｲ)及び(ｳ)に掲げる者の配偶者 

(ｵ) (ｱ)から(ｳ)までに掲げる者の三親等以内の親族であって、これら

の者と生計を一にするもの 

(ｶ) 当該評議員が役員・業務を執行する社員（主に社団の社員を指す。）
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である他の同一の団体（社会福祉法人を除く。）の役員、業務を執

行する社員又は職員（「当該評議員」及び「当該他の同一の団体の

役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の評議

員」の合計数が、当該社会福祉法人の評議員の総数の１／３を超え

る場合に限る。） 

(ｷ) 他の社会福祉法人の役員又は職員（当該他の社会福祉法人の評議

員となっている当該社会福祉法人の「評議員」及び「役員」の合計

数が、当該他の社会福祉法人の評議員の総数の１／２を超える場合

に限る。） 

(ｸ) 次に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会

の議員でない者（「当該団体の職員である当該社会福祉法人の評議

員」の総数が、「当該社会福祉法人の評議員」の総数の１／３を超

える場合に限る。） 

i 国の機関 

ii 地方公共団体 

iii 独立行政法人 

iv 国立大学法人又は大学共同利用機関法人 

v 地方独立行政法人 

vi 特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって設立され

た法人であって、総務省設置法（平成 11 年法律第 91 号）第４条

第１項第９号の規定の適用を受けるものをいう。）又は認可法人

（特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の

認可を要する法人をいう。） 

イ 各役員と特殊の関係がある者 

(ｱ) 役員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

(ｲ) 当該役員の使用人 

(ｳ) 当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持して

いる者 

(ｴ) (ｲ)及び(ｳ)に掲げる者の配偶者 

(ｵ) (ｱ)から(ｳ)に掲げる者の三親等以内の親族であって、これらの者

と生計を一にするもの 

(ｶ) 当該役員が役員・業務を執行する社員（主に社団の社員を指す。）

である他の同一の団体（社会福祉法人を除く。）の役員、業務を執

行する社員又は職員（「当該他の同一の団体の役員、業務を執行す

る社員又は職員である当該社会福祉法人の評議員」の総数が、「当

該社会福祉法人の評議員」の総数の１／３を超える場合に限る。） 

(ｷ) 他の社会福祉法人の役員又は職員（当該他の社会福祉法人の評議

員となっている当該社会福祉法人の「評議員」及び「役員」の合計
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数が、「当該他の社会福祉法人の評議員」の総数の１／２を超える

場合に限る。） 

(2) 理事の特殊関係者 

  理事には、理事本人を含め、その配偶者及び三親等以内の親族その他

以下の各理事と特殊の関係にある者が理事総数の１／３を超えて含ま

れてはならないこととする。ただし、各理事の配偶者及び三親等以内の

親族その他以下の各理事と特殊の関係にある者の上限は、３人である

（新法第 44 条第６項及び新規則第２条の 10）。 

ア 理事と事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

イ 理事の使用人（秘書、執事など、評議員が個人的に雇っている者） 

ウ 理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者 

エ イ及びウに掲げる者の配偶者 

オ アからウまでに掲げる者の３親等以内の親族であって、これらの者

と生計を一にするもの 

カ 理事が役員・業務を執行する社員（主に社団の社員を指す。）であ

る他の同一の団体（社会福祉法人を除く。）の役員、業務を執行する

社員又は職員（「当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又

は職員である当該社会福祉法人の理事」の総数が、「当該社会福祉法

人の理事」の総数の１／３を超える場合に限る。） 

キ 第２条の７第８号に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公

共団体の議会の議員でない者 

※ 「当該団体の職員である当該社会福祉法人の理事」の総数が、

「当該社会福祉法人の理事」の総数の１／３を超える場合に限る。 

(3) 監事について 

  監事は、その業務の性質上、法人の業務執行から独立した地位を保証

する必要があることから、各役員の配偶者又は三親等以内の親族その他

以下の各役員と特殊の関係がある者が含まれてはならないものとする

（新法第 44 条第７項及び新規則第２条の 11）。 

ア 役員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

イ 役員の使用人（秘書、執事など、評議員が個人的に雇っている者） 

ウ 役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者 

エ イ及びウに掲げる者の配偶者 

オ アからウまでに掲げる者の３親等以内の親族であって、これらの者

と生計を一にするもの 

カ 理事が役員・業務を執行する社員（主に社団の社員を指す。）であ

る他の同一の団体（社会福祉法人を除く。）の役員、業務を執行する

社員又は職員（「当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又

は職員である当該社会福祉法人の監事」の総数が、「当該社会福祉法
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人の監事」の総数の１／３を超える場合に限る。） 

キ 当該監事が役員若しくは業務を執行する社員である他の同一の団

体（社会福祉法人を除く。）の役員、業務を執行する社員又は職員（「当

該監事」及び「当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は

職員である当該社会福祉法人の監事」の合計数が、「当該社会福祉法

人の監事」の総数の１／３を超える場合に限る。） 

ク 他の社会福祉法人の理事又は職員（当該他の社会福祉法人の評議員

となつている当該社会福祉法人の「評議員」及び「役員」の合計数が、

「当該他の社会福祉法人の評議員」の総数の１／２を超える場合に限

る。） 

ケ (1)ア(ｸ)の団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の

議員でない者（「当該団体の職員である当該社会福祉法人の監事」の

総数が、「当該社会福祉法人の監事」の総数の１／３を超える場合に

限る。） 

 

２ 計算に関する事項について 

  新法では、計算書類の作成や決算の手続について、一般財団法人等の規

定を参考に、「計算」の節を設け、会計の原則、会計帳簿、計算書類等に

関する規定を整備している。社会福祉法人における会計処理や、会計帳簿、

計算書類、その附属明細書及び財産目録の記載事項等については、社会福

祉法人会計基準（平成 28 年厚生労働省令第 79 号）に規定しているが、そ

の他の計算書類の作成や決算の手続については、新規則に規定することと

している（新規則第 2条の 26 から第 2条の 42 まで）。 

(1) 計算関係書類（計算書類及びその附属明細書をいう。以下同じ。）の

監査 

ア 会計監査人設置社会福祉法人以外の社会福祉法人における監査 

  監事は、計算関係書類が当該社会福祉法人の財産、収支及び純資産

の増減の状況の重要な点を適正に表示しているかどうか等について

監査報告を作成し、理事に通知する（新規則第２条の 27 及び第２条

の 28）。 

イ 会計監査人設置社会福祉法人における監査 

  会計監査人による監査証明の対象となる計算関係書類及び財産目

録の範囲については、以下のとおりである。 

(ｱ) 法人単位の計算書類（法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計

算書及び法人単位事業活動計算書）（新規則第２条の 30 第１項第２

号） 

(ｲ) (ｱ)に対応する附属明細書（借入金明細書、寄附金収益明細書、

補助金事業等収益明細書、基本金明細書及び国庫補助金等特別積立
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金明細書に限る。）の項目（新規則第２条の 30 第１項第２号） 

(ｳ) 法人単位貸借対照表に対応する財産目録の項目（新規則第２条の

22） 

  会計監査報告の内容については、一定の期限内に監事及び理事に通

知する（新規則第第２条の 32）。 

  監事は、会計監査人の監査の方法又は結果等について監査報告を作

成し、理事及び会計監査人に通知する（新規則第２条の 31 及び第２

条の 34）。 

(2) 事業報告及びその附属明細書の作成及び監査 

  監事は、事業報告及びその附属明細書について、当該社会福祉法人の

状況を正しく示しているか、理事の職務遂行に不正行為や法令又は定款

への違反がないか等を監査し、理事に通知する（新規則第２条の 36、第

２条の 37）。 

(3) 財産目録の監査 

  計算書類等に係る新法第 45条の 28から第 45条の 31まで及び新規則

第２条の26から第２条の39までの規定を準用する（新規則第２条の40）。 

 

３ 社会福祉充実計画に関する事項について 

(1) 事業継続に必要な財産について 

  社会福祉法人は、毎会計年度、前会計年度の末日（以下「基準日」と

いう。）に保有する純資産から、基準日において現に行っている事業を

継続するために必要な以下の財産の合計額を控除し、社会福祉充実残額

を算出する（新法第 55 条の２第１項、新規則第６条の 14）。 

ア 社会福祉事業、公益事業及び収益事業の実施に必要な財産 

イ アの財産のうち固定資産の再取得等に必要な額に相当する財産 

ウ 当該会計年度において、アの事業の実施のため最低限必要となる運

転資金 

  ただし、アの財産の算定に当たっては、法第 55 条の２第１項第１号

に規定する貸借対照表の負債の部に計上した額のうちアの財産に相当

する額（対応負債）を控除しなければならないものとする。（新規則第

６条の 14 第２項） 

(2) 社会福祉充実計画の策定について 

  (1)で社会福祉充実残額が生じた社会福祉法人は、既存事業の拡充又

は新規事業に活用するため、①社会福祉事業又はそれに類する事業（社

会福祉事業の定員に満たない公益事業をいう。）、②地域公益事業（公益

事業のうち、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする事業区域の住

民に対し、無料又は低額な料金で、その需要に応じた福祉サービスを提

供するものをいう。）、③その他の公益事業の順に実施を検討の上（新法
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第 55 条の２第４項）、社会福祉充実計画を策定し、所轄庁の承認を受け

なければならない。 

  社会福祉充実計画の策定に当たっては、社会福祉法人は、事業費及び

社会福祉充実残額について、その算定過程を中心に、財務に関する専門

的な知識経験を有する公認会計士、税理士、監査法人又は税理士法人に

意見を聴くとともに、地域公益事業を行う場合には、当該事業の内容及

び事業区域における需要について、関係機関との連携等も視野に、当該

事業区域の住民その他の関係者の意見を聴き、これらの意見を聴取した

ことを証する書類を添付して、社会福祉充実計画の承認申請を行うこと

となる（新法第 55 条の２第５項及び第６項、新規則第６条の 13 及び６

条の 17）。 

(3) 社会福祉充実計画の変更 

  社会福祉法人は、所轄庁の承認を受けた社会福祉充実計画の変更をし

ようとするときは、当該変更がアからエまでに該当しない軽微な変更で

ある場合を除き、所轄庁の承認を受けなければならない（新法第 55 条

の３、新規則第６条の 19）。 

ア 社会福祉充実事業の種類の変更 

イ 社会福祉充実事業の実施区域の変更（変更前後の実施区域が同一の

市町村の区域内である場合を除く。） 

ウ 社会福祉充実事業の実施期間の変更（変更前後の実施年度が同一で

ある場合を除く。） 

エ アからウまでの変更のほか、社会福祉充実計画の重要な変更 

(4) その他 

  社会福祉充実計画に関する詳細については、後日通知することとして

いる。 

 

４ 情報の公開等について 

(1) 社会福祉法人の運営の状況について、公益財団法人等と同等以上の

事業運営の透明性を確保するため、閲覧対象者を利害関係者から国民に

拡大することとしているが、インターネットの利用により公表する書類

は、定款、役員報酬基準、計算書類、役員等名簿のほか、事業の概要そ

の他新法第45条の34第１項に規定する毎会計年度終了後３月以内に備

え置くものとされている書類（法人の運営に係る重要な部分に限り、個

人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。）とする（新法第 59

条の２並びに新規則第 10 条第１項及び第３項）。 

  なお、社会福祉法人が、行政機関（厚生労働大臣、都道府県知事及び

市長をいう。）及び独立行政法人福祉医療機構の使用に係る電子計算機

と接続された財務諸表等開示システムを利用し、所轄庁に計算書類等の
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届出を行い、行政機関等がその公表を行うときは、社会福祉法人におい

て公表を行ったものとみなすことができるものとする（新規則第９条第

３号及び第 10 条第２項）。 

 

(2) 社会福祉法人が、毎会計年度終了後三月以内に作成し、備え置く書

類は、財産目録、役員等名簿、報酬等の支給の基準を記載した書類のほ

か、以下の事項等を記載した書類とする（新法第 45 条の 34 第１項第４

号、新規則第２条の 41）。 

ア 社会福祉法人に関する基本情報 

イ 終了した会計年度（以下「前会計年度」という。）の翌会計年度（以

下「当会計年度」という。）の初日における評議員、役員及び職員の

状況並びに前会計年度及び当会計年度の会計監査人の状況 

ウ 前会計年度における評議員会、理事会、監事の監査及び会計監査の

状況並びに事業等の概要 

エ 前会計年度末における社会福祉充実残額及びその算定の根拠並び

に社会福祉充実計画の策定及び進捗の状況 

 

５ 福祉人材センターの業務の見直しに関する事項について 

(1) 介護福祉士が離職した場合、社会福祉事業等に従事しなくなった場

合又は介護福祉士の登録を受けた後、社会福祉事業等に直ちに従事する

見込みがない場合は、以下の事項を都道府県福祉人材センター（以下「都

道府県センター」という。）に届け出るよう努めなければならないこと

とする（新法第 95 条の３第１項、新規則第 29 条の３）。 

ア 氏名、生年月日及び住所 

イ 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報 

ウ 介護福祉士登録簿の登録番号及び登録年月日 

エ 就業に関する状況 

 

(2) 介護福祉士が離職した場合の届出及び離職した際に届け出た事項の

変更の届出は、電子情報処理組織（都道府県センターの使用に係る電子

計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接

続したものをいう。）を使用する方法により行うことができる。この場

合においては、新法第 99 条に規定する中央福祉人材センターを経由し

て行うものとする（新法第 95 条の３第１項及び第２項、新規則第 29 条

の４）。 

 

(3) (1)及び(2)の届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うように

努める者について、社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62 年法律第 30
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号）第 40 条第２項第１号から第３号まで及び第５号に規定する文部科

学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校及び都道府県知事の指定した

養成施設並びに同条第４号に規定する学校教育法（昭和 22 年法律第 26

号）に基づく高等学校及び中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生

労働大臣の指定したものの設置者とする（新法第 95 条の３第３項、新

規則第 29 条の５）。 

 

(4) 都道府県センターが新法第 94 条各号（第６号を除く。）に掲げる業

務の一部を委託することができる者について、当該業務を適切、公正か

つ中立に実施できる者として都道府県センターが認めるものとする（新

法第 95 条の５第１項、新規則第 26 条の９）。 

 

二 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部改正等について 

  社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律（平成19年法律第

125号）の施行により、平成29年度から、養成施設卒業者も介護福祉士の資

格を取得するために介護福祉士試験の合格が必要となるが、平成29年度から

平成33年度までに養成施設を卒業した者（以下「特例対象者」という。）に

ついては、国家試験に合格しなくても、卒業年度の翌年度から５年の間は介

護福祉士となる資格を有する者とする経過措置を設けている。 

  この経過措置について、特例対象者であって、育児休業、介護休業その他

これらに準ずる次の休業をしたものについては、５年に休業の期間を加えた

期間は、介護福祉士の資格を有する者とする（社会福祉士及び介護福祉士法

施行規則等の一部を改正する省令（平成23年厚生労働省令第132号）による

改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和62年厚生省令第49号）

附則第２条）。 

ア 育児休業に後続する休業 

イ 介護休業に後続する休業 

ウ 災害、疾病その他やむを得ない理由による休業 

 

三 その他所要の規定の整備 

  社会福祉法人会計基準その他関係省令について、所要の規定の整備を行う。 
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す
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す
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。
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八
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す
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す
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す
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。
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あ
つ
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
定
時
評
議
員
会

に
報
告
さ
れ
た
収
支
計
算
書
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終

会
計
年
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お
け
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社
会
福
祉
事
業
並
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十
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働
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よ
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計
算
し
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三
十
億
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五
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を
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対
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法
第
四

十
五
条
の
三
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す
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つ
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債
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条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
通
知
の
承
諾
等
）

第
十
三
条
の
六

法
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
（
法
第

四
十
六
条
の
二
十
一
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合

を
含
む
。）及
び
次
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法

律
第
百
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
方

法
（
同
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
及
び
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
よ
り
通

知
を
発
し
よ
う
と
す
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
通
知

発
出
者
」
と
い
う
。）は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
通
知
の
相
手

方
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び

内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾

を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
通
知
発
出
者

は
、
同
項
の
相
手
方
か
ら
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に

よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
通
知
を
受
け
な
い
旨
の
申

出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
相
手
方
に
対
し
、
当
該

通
知
を
電
磁
的
方
法
に
よ
つ
て
発
し
て
は
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
当
該
相
手
方
が
再
び
同
項
の
規
定
に

よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
評
議
員
会
の
招
集
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
七

法
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
（
法
第

四
十
六
条
の
二
十
一
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合

を
含
む
。）に
お
い
て
評
議
員
会
の
招
集
に
つ
い
て
一

般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第

百
八
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第
百
八
十
二
条
第
一
項

及
び
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
同
法
第
百
八
十
一
条
第
二
項
中「
前
条
第
二
項
」

と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
四
十
五
号
）
第
四
十
五
条
の
九
第
五
項
」
と
、
同

法
第
百
八
十
二
条
第
一
項
中「
第
百
八
十
条
第
二
項
」

と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
第
四
十
五
条
の
九
第
五

項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
電
磁
的
方
法
」
と
あ
る

の
は
「
電
磁
的
方
法
（
社
会
福
祉
法
第
三
十
四
条
の

二
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
を
い

う
。）」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
清
算
人
の
清
算
法
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
に

関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十
四

法
第
四
十
六
条
の
十
四
第
四
項
に

お
い
て
清
算
人
の
法
第
四
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る

清
算
法
人
（
第
十
三
条
の
十
七
に
お
い
て
「
清
算
法

人
」
と
い
う
。）に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

第
百
十
六
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
同
項
中
「
第
八
十
四
条
第
一
項
第
二
号
」

と
あ
る
の
は
、「
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
四
十
五
号
）
第
四
十
六
条
の
十
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
八
十
四
条
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

（
清
算
人
会
設
置
法
人
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十
五

法
第
四
十
六
条
の
十
七
第
十
項
に

お
い
て
法
第
四
十
六
条
の
六
第
七
項
に
規
定
す
る
清

算
人
会
設
置
法
人
（
次
条
に
お
い
て
「
清
算
人
会
設

置
法
人
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び

一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十
二
条
の
規
定

を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
の
見
出
し
中

「
理
事
会
設
置
一
般
社
団
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
清

算
人
会
設
置
法
人
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
理
事
会

設
置
一
般
社
団
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
清
算
人
会
設

置
法
人
（
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四

十
五
号
）
第
四
十
六
条
の
六
第
七
項
に
規
定
す
る
清

算
人
会
設
置
法
人
を
い
う
。次
項
に
お
い
て
同
じ
。）」

と
、「
第
八
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
四
十
六

条
の
十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
四
条
」

と
、
同
条
第
二
項
中「
理
事
会
設
置
一
般
社
団
法
人
」

と
あ
る
の
は
「
清
算
人
会
設
置
法
人
」
と
、「
第
八
十

四
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
第

四
十
六
条
の
十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十

四
条
第
一
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
評
議
員
会
の
決
議
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確

認
又
は
取
消
し
の
訴
え
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
八

法
第
四
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
評

議
員
会
の
決
議
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又

は
取
消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
百
六
十
六
条
第
一

項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中

「
第
七
十
五
条
第
一
項
（
第
百
七
十
七
条
及
び
第
二

百
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

又
は
」
と
あ
る
の
は
、「
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
若
し
く

は
第
四
十
五
条
の
六
第
一
項
又
は
同
法
第
四
十
六
条

の
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
五
条
第
一

項
若
し
く
は
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
理
事
会
へ
の
報
告
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
九

法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
九
項
に
お

い
て
理
事
会
へ
の
報
告
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及

び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十
八
条
第
二

項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中

「
第
九
十
一
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、「
社
会
福
祉

法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
五

条
の
十
六
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
監
事
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お

い
て
監
事
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団

法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
一
条
第
二
項
及
び
第
百
四

条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

同
法
第
百
一
条
第
二
項
中
「
第
九
十
三
条
第
一
項
た

だ
し
書
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十

六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
五
条
の
十
四
第
一

項
た
だ
し
書
」
と
、「
招
集
権
者
」
と
あ
る
の
は
「
同

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
理
事
」と
、

同
法
第
百
四
条
第
一
項
中
「
第
七
十
七
条
第
四
項
及

び
第
八
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
第
四

十
五
条
の
十
七
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
会
計
監
査
人
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十
一

法
第
四
十
五
条
の
十
九
第
六
項
に

お
い
て
会
計
監
査
人
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び

一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
第
一
項
の

規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第

百
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、「
社
会
福
祉
法
（
昭

和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
五
条
の
十

九
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
役
員
等
又
は
評
議
員
の
社
会
福
祉
法
人
に
対
す
る

損
害
賠
償
責
任
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十
二

法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
四
項
に

お
い
て
役
員
等
又
は
評
議
員
の
社
会
福
祉
法
人
に
対

す
る
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び

一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
十
五
条
第
四
項

第
三
号
及
び
第
百
十
六
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
号
中
「
第
百
十
一
条
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年

法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
五
条
の
二
十
第
一
項
」

と
、
同
項
中
「
第
八
十
四
条
第
一
項
第
二
号
」
と
あ

る
の
は
「
社
会
福
祉
法
第
四
十
五
条
の
十
六
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
四
条
第
一
項
第
二
号
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
清
算
人
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十
三

法
第
四
十
六
条
の
十
第
四
項
に
お

い
て
清
算
人
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財

団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
八
十
一
条
、
第
八
十
五
条

及
び
第
八
十
八
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
同
法
第
八
十
一
条
中
「
第
七
十
七
条

第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十

六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
六
条
の
十
一
第
七

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
七
条
第
四
項
」
と
、

同
法
第
八
十
五
条
中
「
監
事
設
置
一
般
社
団
法
人
」

と
あ
る
の
は
「
監
事
設
置
清
算
法
人
（
社
会
福
祉
法

第
四
十
六
条
の
十
一
第
六
項
に
規
定
す
る
監
事
設
置

清
算
法
人
を
い
う
。
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て

同
じ
。）」
と
、
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
中
「
監
事

設
置
一
般
社
団
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
監
事
設
置
清

算
法
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
清
算
人
会
の
運
営
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十
六

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
五
項
に

お
い
て
清
算
人
会
設
置
法
人
に
お
け
る
清
算
人
会
の

決
議
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人

に
関
す
る
法
律
第
九
十
六
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
同
条
中
「
理
事
会
設
置
一
般
社
団

法
人
」
と
あ
る
の
は
、「
清
算
人
会
設
置
法
人
（
社
会

福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四

十
六
条
の
六
第
七
項
に
規
定
す
る
清
算
人
会
設
置
法

人
を
い
う
。）」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
六
項
に
お
い
て
清
算
人

会
設
置
法
人
に
お
け
る
清
算
人
会
へ
の
報
告
に
つ
い

て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法

律
第
九
十
八
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
九
十
一
条
第
二
項
」
と
あ

る
の
は
、「
社
会
福
祉
法
第
四
十
六
条
の
十
七
第
九

項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
清
算
人
又
は
清
算
人
会
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十
七

法
第
四
十
六
条
の
二
十
一
の
規
定

に
よ
り
清
算
人
又
は
清
算
人
会
に
つ
い
て
法
第
四
十

五
条
の
十
八
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
同
項
中
「
第
百
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

百
条
中
「
理
事
会
設
置
一
般
社
団
法
人
」
と
あ
る
の

は
「
清
算
人
会
設
置
法
人
（
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
六
条
の
六
第
七

項
に
規
定
す
る
清
算
人
会
設
置
法
人
を
い
う
。）」と
、

同
法
第
百
一
条
第
二
項
中
「
第
九
十
三
条
第
一
項
た

だ
し
書
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
第
四
十
六
条

の
十
八
第
一
項
た
だ
し
書
」
と
、「
招
集
権
者
」
と
あ

る
の
は
「
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
清
算
人
」
と
、
同
法
第
百
二
条
」
と
、「
第
百
五
条

中
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
条
第
一
項
中
「
監
事
設

置
一
般
社
団
法
人
の
」
と
あ
る
の
は
「
監
事
設
置
清

算
法
人
（
社
会
福
祉
法
第
四
十
六
条
の
十
一
第
六
項

に
規
定
す
る
監
事
設
置
清
算
法
人
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
及
び
第
百
六
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
」
と
、「
監

事
設
置
一
般
社
団
法
人
に
」
と
あ
る
の
は
「
監
事
設

置
清
算
法
人
に
」
と
、
同
法
第
百
五
条
中
」
と
、「
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替

え
は
、
政
令
で
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
法
第

百
六
条
中
「
監
事
設
置
一
般
社
団
法
人
」
と
あ
る
の

は
「
監
事
設
置
清
算
法
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
」
と
す
る
。

（
社
会
福
祉
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
関
す
る
読
替

え
）

第
十
三
条
の
十
八

法
第
四
十
七
条
の
七
に
お
い
て
社

会
福
祉
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
一
般
社
団

法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
百
八

十
九
条
第
二
号
及
び
第
二
百
九
十
三
条
第
一
号
の
規

定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
二
百
八

十
九
条
第
二
号
中
「
第
七
十
五
条
第
二
項
（
第
百
七

十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
七

十
九
条
第
二
項
（
第
百
九
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）若
し
く
は
第
百
七
十
五
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
一
時
理
事
、
監
事
、
代

表
理
事
若
し
く
は
評
議
員
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
、

清
算
人
、
第
二
百
十
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
清

算
人
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十

五
号
）
第
四
十
六
条
の
七
第
三
項
」
と
、「
若
し
く
は

第
二
百
十
四
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十

九
条
第
二
項
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
の
規
定
」と
、

「
代
表
清
算
人
」
と
あ
る
の
は
「
監
事
の
職
務
を
行

う
べ
き
者
、
同
法
第
四
十
六
条
の
七
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
百
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

選
任
さ
れ
た
一
時
評
議
員
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
、

同
法
第
四
十
六
条
の
十
一
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た

一
時
代
表
清
算
人
」
と
、「
、
検
査
役
又
は
第
二
百
六

十
二
条
第
二
項
の
管
理
人
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
検

査
役
」
と
、
同
法
第
二
百
九
十
三
条
第
一
号
中
「
第

二
百
八
十
九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
一
時
理
事
、
監

事
、
代
表
理
事
若
し
く
は
評
議
員
の
職
務
を
行
う
べ

き
者
、
清
算
人
」
と
あ
る
の
は
「
清
算
人
」
と
、「
同

号
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
第
四
十
七
条
の
七

に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
八
十
九
条
第
二
号
」と
、

「
若
し
く
は
代
表
清
算
人
」
と
あ
る
の
は「
、
監
事
、

評
議
員
若
し
く
は
代
表
清
算
人
」
と
、「
第
二
百
三
十

五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
四
十
六
条
の

三
十
二
第
一
項
」
と
、「
第
二
百
四
十
一
条
第
二
項
」

と
あ
る
の
は
「
同
法
第
四
十
七
条
の
三
第
二
項
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
社
会
福
祉
法
人
の
合
併
の
無
効
の
訴
え
に
関
す
る

読
替
え
）

第
十
三
条
の
十
九

法
第
五
十
五
条
に
お
い
て
社
会
福

祉
法
人
の
合
併
の
無
効
の
訴
え
に
つ
い
て
一
般
社
団

法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
百
六

十
四
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
百
六
十

九
条
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
百
七
十
五
条

第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
二
百
六
十
四
条
第
二
項
第

二
号
中
「
吸
収
合
併
存
続
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
吸

収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
（
社
会
福
祉
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
九
条
に
規
定

す
る
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
第
二

百
六
十
九
条
第
二
号
及
び
第
二
百
七
十
五
条
第
一
項

第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）」
と
、同
項
第
三
号
中「
新

設
合
併
設
立
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
新
設
合
併
設
立

社
会
福
祉
法
人
（
社
会
福
祉
法
第
五
十
四
条
の
五
第

二
号
に
規
定
す
る
新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人
を

い
う
。
第
二
百
六
十
九
条
第
三
号
及
び
第
二
百
七
十

五
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）」
と
、
同
法

第
二
百
六
十
九
条
第
二
号
中「
吸
収
合
併
存
続
法
人
」

と
あ
る
の
は
「
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
」と
、

同
条
第
三
号
中
「
新
設
合
併
設
立
法
人
」
と
あ
る
の

は
「
新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人
」
と
、
同
法
第

二
百
七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
吸
収
合
併
存
続

法
人
」
と
あ
る
の
は
「
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法

人
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
新
設
合
併
設
立
法
人
」

と
あ
る
の
は
「
新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
同
項
前
段
に
規
定
す
る
方
法

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」と
い
う
。）」

を
「
電
磁
的
方
法
」
に
改
め
る
。

（
組
合
等
登
記
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

組
合
等
登
記
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
二
月
」
を
「
三
月
」に
改
め
る
。

別
表
社
会
福
祉
法
人
の
項
登
記
事
項
欄
中
「
代
表
権

の
範
囲
又
は
制
限
に
関
す
る
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
定
め
」
を
削
る
。

（
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
厚
生
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特

別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
厚
生
省
関
係
法
令
の
適
用

の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令

第
百
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
条
第
三
項
第
二
十
三
号
中
「
第
三
十
六
条
第

四
項
」
を
「
第
四
十
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
四
条
第

一
項
及
び
第
四
十
六
条
の
六
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）」
に
改
め
る
。

第
二
章

経
過
措
置

第
四
条

社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則

第
十
条
の
政
令
で
定
め
る
基
準
を
超
え
な
い
社
会
福
祉

法
人
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
会
計
年
度
に

係
る
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
社
会
福
祉

法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
五
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
所
轄
庁
に
届
け
出
た
収
支
計
算
書
に
基

づ
い
て
当
該
会
計
年
度
に
お
け
る
社
会
福
祉
事
業
並
び

に
社
会
福
祉
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
益

事
業
及
び
同
項
に
規
定
す
る
収
益
事
業
に
よ
る
経
常
的

な
収
益
の
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
計
算
し
た
額
（
次
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七

年
度
社
会
福
祉
事
業
等
関
連
経
常
収
益
額
」
と
い
う
。）

が
四
億
円
を
超
え
な
い
社
会
福
祉
法
人
と
す
る
。

２

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
設
立
さ
れ
た
社
会
福
祉
法
人
に

つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
度
社
会
福
祉
事
業
等
関
連

経
常
収
益
額
は
零
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
前
項
の
規
定

を
適
用
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
組
合
等
登
記
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
組
合
等
登
記
令
第

三
条
第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
以

後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
末
日
現
在
に
よ
り
す
る
資
産

の
総
額
の
変
更
の
登
記
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
月
一
日

前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
末
日
現
在
に
よ
り
す
る
資
産

の
総
額
の
変
更
の
登
記
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

３

社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十

五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
た
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
の
代
表
権
の
範
囲
又
は
制

限
に
関
す
る
定
め
に
係
る
登
記
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

法
務
大
臣

金
田

勝
年

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三





社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
九
号
）
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○

社
会
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
八
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
社
会
福
祉
法
人
の
収
益
を
充
て
る
こ
と
の
で
き
る
公
益
事
業
）

（
略
）

第
十
三
条

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
で

あ
つ
て
社
会
福
祉
事
業
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一

法
第
二
条
第
四
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業

二

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業

、
同
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
支
援
事
業
、
同
法
第
八
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
又
は
同
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
介
護

予
防
支
援
事
業

三

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
を
経
営
す

る
事
業

四

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
七
条

第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
三
十
九
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
若
し
く
は

第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
の
指
定
し
た
養
成
施
設
を

経
営
す
る
事
業

五

精
神
保
健
福
祉
士
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
七
条
第
二
号
又
は

第
三
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
の
指
定
し
た
養
成
施
設
を
経
営
す
る
事
業

六

児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
六
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
保
育
士
養
成
施
設
を
経
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営
す
る
事
業

七

前
各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
準
ず
る
事
業
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も

の

（
特
別
の
利
益
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
社
会
福
祉
法
人
の
関
係
者
）

（
特
別
の
利
益
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
社
会
福
祉
法
人
の
関
係
者
）

第
十
三
条
の
二

法
第
二
十
七
条
の
政
令
で
定
め
る
社
会
福
祉
法
人
の
関
係
者
は
、
次

第
十
三
条
の
二

法
第
二
十
六
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
社
会
福
祉
法
人
の
関
係
者
は

に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
設
立
者
、
評
議
員
、
理
事
、
監
事
又
は
職
員

一

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
設
立
者
、
理
事
、
監
事
、
評
議
員
又
は
職
員

二
～
五

（
略
）

二

前
号
に
掲
げ
る
者
の
配
偶
者
又
は
三
親
等
内
の
親
族

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情
に
あ
る
者

四

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
第
一
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他

の
財
産
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
す
る
者

五

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
設
立
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
法
人

が
事
業
活
動
を
支
配
す
る
法
人
又
は
そ
の
法
人
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者
と
し

て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

（
特
定
社
会
福
祉
法
人
等
の
基
準
）

第
十
三
条
の
三

法
第
三
十
七
条
及
び
第
四
十
五
条
の
十
三
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る

（
新
設
）

基
準
を
超
え
る
社
会
福
祉
法
人
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
社
会
福
祉

法
人
と
す
る
。

一

最
終
会
計
年
度
（
各
会
計
年
度
に
係
る
法
第
四
十
五
条
の
二
十
七
第
二
項
に
規

定
す
る
計
算
書
類
に
つ
き
法
第
四
十
五
条
の
三
十
第
二
項
の
承
認
（
法
第
四
十
五
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条
の
三
十
一
前
段
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
四
十
五
条
の
二
十
八
第

三
項
の
承
認
）
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
各
会
計
年
度
の
う
ち
最
も
遅
い
も

の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
法
第
四
十
五
条
の
三
十
第

二
項
の
承
認
を
受
け
た
収
支
計
算
書
（
法
第
四
十
五
条
の
三
十
一
前
段
に
規
定
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
定
時
評
議
員
会
に
報
告
さ
れ
た
収
支

計
算
書
）
に
基
づ
い
て
最
終
会
計
年
度
に
お
け
る
社
会
福
祉
事
業
並
び
に
法
第
二

十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
益
事
業
及
び
同
項
に
規
定
す
る
収
益
事
業
に
よ
る

経
常
的
な
収
益
の
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た

額
が
三
十
億
円
を
超
え
る
こ
と
。

二

最
終
会
計
年
度
に
係
る
法
第
四
十
五
条
の
三
十
第
二
項
の
承
認
を
受
け
た
貸
借

対
照
表
（
法
第
四
十
五
条
の
三
十
一
前
段
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条

の
規
定
に
よ
り
定
時
評
議
員
会
に
報
告
さ
れ
た
貸
借
対
照
表
と
し
、
社
会
福
祉
法

人
の
成
立
後
最
初
の
定
時
評
議
員
会
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
法
第
四
十
五
条
の

二
十
七
第
一
項
の
貸
借
対
照
表
と
す
る
。
）
の
負
債
の
部
に
計
上
し
た
額
の
合
計

額
が
六
十
億
円
を
超
え
る
こ
と
。

（
社
会
福
祉
法
人
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
四

法
第
四
十
三
条
第
三
項
（
法
第
四
十
六
条
の
二
十
一
の
規
定
に
よ
り

（
新
設
）

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
社
会
福
祉
法
人
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及

び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
七
十
四
条

第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
三
項
中
「
第

三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

四
十
五
号
）
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
八
十
一
条
第
一
項



- 4 -

第
一
号
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
七
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉

法
第
四
十
五
条
の
五
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
評
議
員
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
五

法
第
四
十
五
条
の
八
第
四
項
（
法
第
四
十
六
条
の
二
十
一
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
評
議
員
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び

一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
百
八
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
社
会
福
祉
法
（

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
百
八
十
二
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
通
知
の
承
諾
等
）

第
十
三
条
の
六

法
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
（
法
第
四
十
六
条
の
二
十
一
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
次
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
一
般

社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
電
磁
的
方
法
（
同
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十

四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
通
知
を
発
し
よ
う
と
す
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「

通
知
発
出
者
」
と
い
う
。
）
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら

か
じ
め
、
当
該
通
知
の
相
手
方
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内

容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
通
知
発
出
者
は
、
同
項
の
相
手
方
か
ら
書
面
又

は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
通
知
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
つ
た

と
き
は
、
当
該
相
手
方
に
対
し
、
当
該
通
知
を
電
磁
的
方
法
に
よ
つ
て
発
し
て
は
な
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ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
相
手
方
が
再
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
評
議
員
会
の
招
集
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
七

法
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
（
法
第
四
十
六
条
の
二
十
一
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
評
議
員
会
の
招
集
に
つ
い
て
一
般
社
団

法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
八
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第
百
八
十

二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
百
八
十

一
条
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
五
条
の
九
第
五
項
」
と
、
同
法
第
百
八
十
二
条
第
一
項
中

「
第
百
八
十
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
第
四
十
五
条
の
九
第
五
項
」

と
、
同
条
第
二
項
中
「
電
磁
的
方
法
」
と
あ
る
の
は
「
電
磁
的
方
法
（
社
会
福
祉
法

第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
を
い
う
。
）
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
評
議
員
会
の
決
議
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取
消
し
の
訴
え
に
関
す

る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
八

法
第
四
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
評
議
員
会
の
決
議
の
不
存
在
若
し

（
新
設
）

く
は
無
効
の
確
認
又
は
取
消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法

人
に
関
す
る
法
律
第
二
百
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は

、
同
項
中
「
第
七
十
五
条
第
一
項
（
第
百
七
十
七
条
及
び
第
二
百
十
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
」
と
あ
る
の
は
、
「
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
五
条
の
六
第
一
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項
又
は
同
法
第
四
十
六
条
の
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
五
条
第
一
項
若

し
く
は
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
理
事
会
へ
の
報
告
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
九

法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
九
項
に
お
い
て
理
事
会
へ
の
報
告
に
つ
い

（
新
設
）

て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十
八
条
第
二
項
の
規
定

を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
九
十
一
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、

「
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
五
条
の
十
六
第
三
項

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
監
事
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
監
事
に
つ
い
て
一
般
社
団

（
新
設
）

法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
一
条
第
二
項
及
び
第
百
四
条
第
一
項

の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
百
一
条
第
二
項
中
「
第
九
十
三
条

第
一
項
た
だ
し
書
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五

号
）
第
四
十
五
条
の
十
四
第
一
項
た
だ
し
書
」
と
、
「
招
集
権
者
」
と
あ
る
の
は
「

同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
理
事
」
と
、
同
法
第
百
四
条
第
一
項
中

「
第
七
十
七
条
第
四
項
及
び
第
八
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
第
四
十
五

条
の
十
七
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
会
計
監
査
人
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十
一

法
第
四
十
五
条
の
十
九
第
六
項
に
お
い
て
会
計
監
査
人
に
つ
い
て

（
新
設
）

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
第
一
項
の
規
定
を
準
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用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
百
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
社
会

福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
五
条
の
十
九
第
一
項
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
役
員
等
又
は
評
議
員
の
社
会
福
祉
法
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
に
関
す
る
読
替

え
）

第
十
三
条
の
十
二

法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
四
項
に
お
い
て
役
員
等
又
は
評
議
員
の

（
新
設
）

社
会
福
祉
法
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団

法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
十
五
条
第
四
項
第
三
号
及
び
第
百
十
六
条
第
一
項
の
規
定

を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
号
中
「
第
百
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
五
条
の
二
十
第
一
項
」

と
、
同
項
中
「
第
八
十
四
条
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
第
四
十

五
条
の
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
四
条
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

（
清
算
人
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十
三

法
第
四
十
六
条
の
十
第
四
項
に
お
い
て
清
算
人
に
つ
い
て
一
般
社

（
新
設
）

団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
八
十
一
条
、
第
八
十
五
条
及
び
第
八

十
八
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
八
十
一
条
中
「
第

七
十
七
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五

号
）
第
四
十
六
条
の
十
一
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
七
条
第
四
項
」
と
、

同
法
第
八
十
五
条
中
「
監
事
設
置
一
般
社
団
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
監
事
設
置
清
算

法
人
（
社
会
福
祉
法
第
四
十
六
条
の
十
一
第
六
項
に
規
定
す
る
監
事
設
置
清
算
法
人
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を
い
う
。
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
法
第
八
十
八
条
第
二

項
中
「
監
事
設
置
一
般
社
団
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
監
事
設
置
清
算
法
人
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
清
算
人
の
清
算
法
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十
四

法
第
四
十
六
条
の
十
四
第
四
項
に
お
い
て
清
算
人
の
法
第
四
十
六

（
新
設
）

条
の
四
に
規
定
す
る
清
算
法
人
（
第
十
三
条
の
十
七
に
お
い
て
「
清
算
法
人
」
と
い

う
。
）
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に

関
す
る
法
律
第
百
十
六
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中

「
第
八
十
四
条
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年

法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
六
条
の
十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
四
条
第

一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
清
算
人
会
設
置
法
人
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十
五

法
第
四
十
六
条
の
十
七
第
十
項
に
お
い
て
法
第
四
十
六
条
の
六
第

（
新
設
）

七
項
に
規
定
す
る
清
算
人
会
設
置
法
人
（
次
条
に
お
い
て
「
清
算
人
会
設
置
法
人
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十

二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
の
見
出
し
中
「
理
事
会
設
置
一

般
社
団
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
清
算
人
会
設
置
法
人
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
理
事

会
設
置
一
般
社
団
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
清
算
人
会
設
置
法
人
（
社
会
福
祉
法
（
昭

和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
六
条
の
六
第
七
項
に
規
定
す
る
清
算
人
会

設
置
法
人
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
第
八
十
四
条
」
と
あ
る
の

は
「
同
法
第
四
十
六
条
の
十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
四
条
」
と
、
同
条
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第
二
項
中
「
理
事
会
設
置
一
般
社
団
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
清
算
人
会
設
置
法
人
」

と
、
「
第
八
十
四
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
第
四
十
六
条
の
十

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
四
条
第
一
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
清
算
人
会
の
運
営
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十
六

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
五
項
に
お
い
て
清
算
人
会
設
置
法
人
に

（
新
設
）

お
け
る
清
算
人
会
の
決
議
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る

法
律
第
九
十
六
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
中
「
理
事
会
設
置

一
般
社
団
法
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
清
算
人
会
設
置
法
人
（
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
六
条
の
六
第
七
項
に
規
定
す
る
清
算
人
会
設
置

法
人
を
い
う
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
六
項
に
お
い
て
清
算
人
会
設
置
法
人
に
お
け
る
清
算
人

会
へ
の
報
告
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十

八
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
九
十
一
条
第
二

項
」
と
あ
る
の
は
、
「
社
会
福
祉
法
第
四
十
六
条
の
十
七
第
九
項
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

（
清
算
人
又
は
清
算
人
会
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十
七

法
第
四
十
六
条
の
二
十
一
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
又
は
清
算
人
会

（
新
設
）

に
つ
い
て
法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

同
項
中
「
第
百
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
条
中
「
理
事
会
設
置
一
般
社
団
法
人
」

と
あ
る
の
は
「
清
算
人
会
設
置
法
人
（
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
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五
号
）
第
四
十
六
条
の
六
第
七
項
に
規
定
す
る
清
算
人
会
設
置
法
人
を
い
う
。
）
」

と
、
同
法
第
百
一
条
第
二
項
中
「
第
九
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
と
あ
る
の
は
「

社
会
福
祉
法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
一
項
た
だ
し
書
」
と
、
「
招
集
権
者
」
と
あ
る

の
は
「
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
清
算
人
」
と
、
同
法
第
百
二
条

」
と
、
「
第
百
五
条
中
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
条
第
一
項
中
「
監
事
設
置
一
般
社

団
法
人
の
」
と
あ
る
の
は
「
監
事
設
置
清
算
法
人
（
社
会
福
祉
法
第
四
十
六
条
の
十

一
第
六
項
に
規
定
す
る
監
事
設
置
清
算
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
百
六
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
」
と
、
「
監
事
設
置
一
般
社
団
法
人
に
」
と
あ
る
の
は
「
監

事
設
置
清
算
法
人
に
」
と
、
同
法
第
百
五
条
中
」
と
、
「
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
法
第
百

六
条
中
「
監
事
設
置
一
般
社
団
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
監
事
設
置
清
算
法
人
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
」
と
す
る
。

（
社
会
福
祉
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十
八

法
第
四
十
七
条
の
七
に
お
い
て
社
会
福
祉
法
人
の
解
散
及
び
清
算

（
新
設
）

に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
百
八
十
九
条
第

二
号
及
び
第
二
百
九
十
三
条
第
一
号
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法

第
二
百
八
十
九
条
第
二
号
中
「
第
七
十
五
条
第
二
項
（
第
百
七
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
九
条
第
二
項
（
第
百
九
十
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
百
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ

た
一
時
理
事
、
監
事
、
代
表
理
事
若
し
く
は
評
議
員
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
、
清
算

人
、
第
二
百
十
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
清
算
人
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
六
条
の
七
第
三
項
」
と
、
「
若
し
く
は
第
二
百
十
四
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条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
の
規

定
」
と
、
「
代
表
清
算
人
」
と
あ
る
の
は
「
監
事
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
、
同
法
第

四
十
六
条
の
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

選
任
さ
れ
た
一
時
評
議
員
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
、
同
法
第
四
十
六
条
の
十
一
第
七

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
一
時
代
表

清
算
人
」
と
、
「
、
検
査
役
又
は
第
二
百
六
十
二
条
第
二
項
の
管
理
人
」
と
あ
る
の

は
「
又
は
検
査
役
」
と
、
同
法
第
二
百
九
十
三
条
第
一
号
中
「
第
二
百
八
十
九
条
第

二
号
に
規
定
す
る
一
時
理
事
、
監
事
、
代
表
理
事
若
し
く
は
評
議
員
の
職
務
を
行
う

べ
き
者
、
清
算
人
」
と
あ
る
の
は
「
清
算
人
」
と
、
「
同
号
」
と
あ
る
の
は
「
社
会

福
祉
法
第
四
十
七
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
八
十
九
条
第
二
号
」
と
、
「

若
し
く
は
代
表
清
算
人
」
と
あ
る
の
は
「
、
監
事
、
評
議
員
若
し
く
は
代
表
清
算
人

」
と
、
「
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
四
十
六
条
の
三
十
二

第
一
項
」
と
、
「
第
二
百
四
十
一
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
四
十
七
条
の

三
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
社
会
福
祉
法
人
の
合
併
の
無
効
の
訴
え
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十
九

法
第
五
十
五
条
に
お
い
て
社
会
福
祉
法
人
の
合
併
の
無
効
の
訴
え

（
新
設
）

に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
百
六
十
四
条
第

二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
百
六
十
九
条
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
百

七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同

法
第
二
百
六
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
吸
収
合
併
存
続
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
吸

収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
（
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）

第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
第
二
百
六
十
九
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条
第
二
号
及
び
第
二
百
七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
項

第
三
号
中
「
新
設
合
併
設
立
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人

（
社
会
福
祉
法
第
五
十
四
条
の
五
第
二
号
に
規
定
す
る
新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法

人
を
い
う
。
第
二
百
六
十
九
条
第
三
号
及
び
第
二
百
七
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
法
第
二
百
六
十
九
条
第
二
号
中
「
吸
収
合
併
存
続
法
人
」

と
あ
る
の
は
「
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
新
設
合
併

設
立
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人
」
と
、
同
法
第
二
百
七

十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
吸
収
合
併
存
続
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
吸
収
合
併
存
続

社
会
福
祉
法
人
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
新
設
合
併
設
立
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
新

設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
四
条

社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
は
、
法
第
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同

第
十
四
条

社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
は
、
法
第
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同

項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
電
磁
的
方
法
の

こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
同
項
前
段
に
規

種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

定
す
る
方
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び

な
い
。

内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
は
、
当
該
利
用
者
か

ら
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出

が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
法
第
七
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事

項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
つ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
者
が

再
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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（
運
営
適
正
化
委
員
会
の
委
員
の
定
数
及
び
選
任
）

（
略
）

第
十
五
条

法
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
運
営
適
正
化
委
員
会
（
以
下
「
運
営
適
正
化

委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
委
員
（
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
二
十
四
条
を
除
き

、
以
下
単
に
「
委
員
」
と
い
う
。
）
の
定
数
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
援
助
事
業
に

関
す
る
助
言
又
は
勧
告
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
苦
情
の
解
決
の
相
談
、
助
言

、
調
査
又
は
あ
つ
せ
ん
の
事
務
を
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
議
体
が
適
切
に

行
う
た
め
に
必
要
か
つ
十
分
な
も
の
と
し
て
、
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
が
定
め

る
数
と
す
る
。

２

都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
定
数
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
運
営
適
正
化
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

委
員
は
、
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
に
置
か
れ
る
選
考
委
員
会
の
同
意
を
得
て

、
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
の
代
表
者
が
選
任
す
る
。

４

前
項
の
選
考
委
員
会
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
を
代
表
す
る
委
員
、
社
会
福

祉
事
業
を
経
営
す
る
者
を
代
表
す
る
委
員
及
び
公
益
を
代
表
す
る
委
員
各
同
数
を
も

つ
て
組
織
す
る
。

５

第
三
項
の
選
考
委
員
会
の
委
員
は
、
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
の
代
表
者
が
選

任
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
住
民
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
、
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
そ

の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
選
考
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
。
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○

組
合
等
登
記
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
変
更
の
登
記
）

（
変
更
の
登
記
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

組
合
等
に
お
い
て
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き

は
、
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
変
更
の
登
記
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
出
資
若
し
く
は
払
い
込
ん
だ
出
資
の
総
額
又
は
出

資
の
総
口
数
の
変
更
の
登
記
は
、
毎
事
業
年
度
末
日
現
在
に
よ
り
、
当
該
末
日
か
ら

四
週
間
以
内
に
す
れ
ば
足
り
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
資
産
の
総
額
の
変
更
の
登
記
は
、
毎
事
業
年
度

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
資
産
の
総
額
の
変
更
の
登
記
は
、
毎
事
業
年
度

末
日
現
在
に
よ
り
、
当
該
末
日
か
ら
三
月
以
内
に
す
れ
ば
足
り
る
。

末
日
現
在
に
よ
り
、
当
該
末
日
か
ら
二
月
以
内
に
す
れ
ば
足
り
る
。

別
表
（
第
一
条
、
第
二
条
、
第
六
条
、
第
七
条
の
二
、
第
八
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十

別
表
（
第
一
条
、
第
二
条
、
第
六
条
、
第
七
条
の
二
、
第
八
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十

条
、
第
二
十
一
条
の
三
関
係
）

条
、
第
二
十
一
条
の
三
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

社
会
福
祉
法
人

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二

（
削
る
）

社
会
福
祉
法
人

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二

代
表
権
の
範
囲
又
は
制
限
に
関
す

十
六
年
法
律
第
四
十
五

十
六
年
法
律
第
四
十
五

る
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
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号
）

号
）

め

資
産
の
総
額

資
産
の
総
額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
厚
生
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
百
八
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
沖
縄
法
令
に
よ
る
処
分
等
の
効
力
の
承
継
等
）

（
沖
縄
法
令
に
よ
る
処
分
等
の
効
力
の
承
継
等
）

第
七
十
条

（
略
）

第
七
十
条

前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ

く
政
令
の
規
定
に
相
当
す
る
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
又
は
手
続
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
又

は
手
続
と
み
な
す
。
当
該
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
相
当
す
る
沖
縄

法
令
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
、
許
可
証
、
名
簿
、
手
帳
、
診
療
録
、
譲
渡
証
、
調
剤

録
、
処
方
せ
ん
そ
の
他
の
書
類
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

一
か
ら
三
ま
で

削
除

四

栄
養
士
法

五

予
防
接
種
法

六

削
除

七

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律

八

削
除

九

検
疫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）

十
及
び
十
一

削
除

十
二

調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）

十
三

食
品
衛
生
法

十
四

理
容
師
法
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十
五

墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）

十
六

興
行
場
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）

十
七

旅
館
業
法

十
八

公
衆
浴
場
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）

十
九

化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）

二
十

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）

二
十
一

狂
犬
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
四
十
七
号
）

二
十
二

と
畜
場
法

二
十
三

美
容
師
法

二
十
四

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）

二
十
五

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法

二
十
六

歯
科
衛
生
士
法

二
十
七

医
療
法

二
十
八

診
療
放
射
線
技
師
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

二
十
八
の
二

行
政
事
務
の
簡
素
合
理
化
及
び
整
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八

年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
診
療
放
射
線
技
師

及
び
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
次
項

第
十
四
号
の
二
に
お
い
て
「
旧
診
療
放
射
線
技
師
及
び
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
法

」
と
い
う
。
）
（
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

二
十
九

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律

三
十

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）

三
十
一

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）

三
十
二

民
生
委
員
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
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三
十
三

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）

三
十
四

生
活
保
護
法

三
十
五

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）

三
十
六

老
人
福
祉
法

三
十
七

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

三
十
八

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）

三
十
九

児
童
扶
養
手
当
法

四
十

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

三
十
四
号
）

四
十
一

母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

四
十
二

社
会
保
険
審
査
官
及
び
社
会
保
険
審
査
会
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二

百
六
号
）

四
十
三

旧
厚
生
年
金
保
険
法

四
十
四

旧
国
民
年
金
法

四
十
五

昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止

前
の
通
算
年
金
通
則
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）

２

（
略
）

２

こ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
次
の
各
号
の
法
律
に
よ
る
免
許
、
許
可
等
の
処
分
を
受

け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
沖
縄
法
令
に
お
い
て
免
許
の
取
消
し
、

営
業
の
停
止
そ
の
他
の
不
利
益
な
処
分
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
事
実
で
こ
れ
に
相
当

す
る
事
実
が
当
該
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
不
利
益
な
処
分
の
理

由
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
法
の
施
行
前
に
あ
つ
た
と
き
（
法
第
二
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
沖
縄
法
令
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
こ
と
が
沖
縄
法
令
に
お
い
て
不
利

益
な
処
分
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
事
実
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
の
施
行
後
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に
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
沖
縄
法
令
の
規

定
の
適
用
を
受
け
た
と
き
を
含
む
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
規
定
に
お
い
て
不
利
益

な
処
分
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
事
実
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
規
定
を
適

用
す
る
。

一

栄
養
士
法
第
五
条

二

削
除

三

調
理
師
法
第
六
条

四

食
品
衛
生
法
第
五
十
四
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
（
同
法
第
六
十
二
条
に
お
い

て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

五

理
容
師
法
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項

六

旅
館
業
法
第
八
条

七

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
第
十
二
条

八

美
容
師
法
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項

九

医
師
法
第
七
条
第
二
項

十

歯
科
医
師
法
第
七
条
第
二
項

十
一

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項

十
二

歯
科
衛
生
士
法
第
八
条
第
一
項

十
三

医
療
法
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
六
十
六
条

十
四

診
療
放
射
線
技
師
法
第
九
条
第
一
項

十
四
の
二

行
政
事
務
の
簡
素
合
理
化
及
び
整
理
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
六

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
旧
診
療
放
射
線
技
師
及
び
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
法
（
次
項
第
十
号
に
お
い
て

「
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
二
項
（
診
療
エ
ツ
ク
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ス
線
技
師
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

十
五

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項

十
六

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
第
十
九
条
第
四
項

十
七

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
五
十
一
条
第
一
項

十
八

薬
事
法
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

十
九

薬
剤
師
法
第
八
条
第
二
項

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
お
い
て
欠
格
事
由
と
さ
れ
て
い
る
事
実
に
相
当
す
る

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
お
い
て
欠
格
事
由
と
さ
れ
て
い
る
事
実
に
相
当
す
る

事
実
が
法
の
施
行
前
に
沖
縄
に
お
い
て
あ
つ
た
と
き
（
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規

事
実
が
法
の
施
行
前
に
沖
縄
に
お
い
て
あ
つ
た
と
き
（
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
沖
縄
法
令
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
こ
と
が
当
該
事
実
に
該
当
す
る
場
合
に

定
す
る
沖
縄
法
令
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
こ
と
が
当
該
事
実
に
該
当
す
る
場
合
に

お
い
て
、
法
の
施
行
後
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と

お
い
て
、
法
の
施
行
後
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と

さ
れ
る
沖
縄
法
令
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
と
き
を
含
む
。
）
は
、
当
該
規
定
に
お

さ
れ
る
沖
縄
法
令
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
と
き
を
含
む
。
）
は
、
当
該
規
定
に
お

い
て
当
該
欠
格
事
由
と
さ
れ
て
い
る
事
実
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
各
号

い
て
当
該
欠
格
事
由
と
さ
れ
て
い
る
事
実
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
各
号

の
法
律
を
適
用
す
る
。

の
法
律
を
適
用
す
る
。

一
～
二
十
二

（
略
）

一

栄
養
士
法
第
三
条

二

理
容
師
法
第
七
条
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）

三

旅
館
業
法
第
三
条
第
二
項

四

美
容
師
法
第
三
条
第
二
項
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。

）
五

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条

六

医
師
法
第
四
条

七

歯
科
医
師
法
第
四
条

八

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
九
条

九

歯
科
衛
生
士
法
第
四
条
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十

診
療
放
射
線
技
師
法
第
四
条
（
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
旧
法
第
九
条
第
四
項

に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

十
一

歯
科
技
工
士
法
第
四
条

十
二

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条

十
三

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
第
四
条

十
四

柔
道
整
復
師
法
第
四
条

十
五

視
能
訓
練
士
法
第
四
条

十
六

大
麻
取
締
法
第
五
条
第
二
項

十
七

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
第
五
条
及
び
第
六
条
の
二
第
三
項

十
八

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
三
条
第
三
項

十
九

あ
へ
ん
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
十
四
条

二
十

削
除

二
十
一

薬
事
法
第
六
条
第
一
項
（
同
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
第
二
項
（
同
法
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
八
条
第
三
項
及
び
第
三
十
条
第
二
項

二
十
二

薬
剤
師
法
第
五
条

二
十
三

社
会
福
祉
法
第
四
十
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四
十

二
十
三

社
会
福
祉
法
第
三
十
六
条
第
四
項

六
条
の
六
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）



平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)

〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
八
号

社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
二
十
一
号
）
及
び
社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十

九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

目
次第

一
章

関
係
省
令
の
整
備
（
第
一
条

第
四
条
）

第
二
章

経
過
措
置
（
第
五
条
）

附
則

第
一
章

関
係
省
令
の
整
備

（
社
会
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

社
会
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中「（
第
二
十
四
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
三
十
七
条
第
二
項
第
二
号
を
除
き
、
以

下
「
法
人
」
と
い
う
。）」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
法
人
」
を
「
社
会
福
祉
法
人
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
を
削

り
、
同
項
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。

四

評
議
員
と
な
る
べ
き
者
及
び
役
員（
法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
役
員
を
い
う
。以
下
同
じ
。）

と
な
る
べ
き
者
の
氏
名

五

評
議
員
と
な
る
べ
き
者
の
う
ち
に
、
他
の
各
評
議
員
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て
、
第
二
条
の
七
第
六
号
に
規

定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。）、
同
条
第
七
号
に
規
定

す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
半
数
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。）又
は
同
条
第
八
号
に
規
定
す
る
者
（
同

号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。）が
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の
各
評
議
員

の
氏
名
及
び
当
該
他
の
各
評
議
員
と
の
関
係
を
説
明
す
る
事
項

六

評
議
員
と
な
る
べ
き
者
の
う
ち
に
、
他
の
各
役
員
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て
、
第
二
条
の
八
第
六
号
に
規
定

す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。）又
は
同
条
第
七
号
に
規
定

す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
半
数
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。）が
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の
各
役
員
の

氏
名
及
び
当
該
他
の
各
役
員
と
の
関
係
を
説
明
す
る
事
項

七

理
事
と
な
る
べ
き
者
の
う
ち
に
、
他
の
各
理
事
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て
、
第
二
条
の
十
各
号
に
規
定
す
る

者
（
第
六
号
又
は
第
七
号
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
号
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え

な
い
場
合
に
限
る
。）が
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の
各
理
事
の
氏
名
及
び
当
該
他
の
各
理
事
と
の
関
係
を
説
明
す

る
事
項

八

監
事
と
な
る
べ
き
者
の
う
ち
に
、
他
の
各
役
員
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て
、
第
二
条
の
十
一
第
六
号
に
規
定

す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。）、
同
条
第
七
号
に
規
定
す

る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。）、
同
条
第
八
号
に
規
定
す
る

者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
半
数
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。）又
は
同
条
第
九
号
に
規
定
す
る
者
（
同
号
括

弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。）が
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の
各
役
員
の
氏
名

及
び
当
該
他
の
各
役
員
と
の
関
係
を
説
明
す
る
事
項
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平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
電
磁
的
記
録
の
備
置
き
に
関
す
る
特
則
）

第
二
条
の
五

次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
社
会
福
祉
法
人
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
当
該
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
社
会
福
祉
法
人
の
従
た
る

事
務
所
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
も
の
に
よ
る
措

置
と
す
る
。

一

法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項

二

法
第
四
十
五
条
の
十
一
第
三
項

三

法
第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
二
項

四

法
第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
五
項

（
最
終
会
計
年
度
に
お
け
る
事
業
活
動
に
係
る
収
益
の
額
の
算
定
方
法
）

第
二
条
の
六

令
第
十
三
条
の
三
第
一
号
に
規
定
す
る
収
益
の
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

計
算
し
た
額
は
、
社
会
福
祉
法
人
会
計
基
準
（
平
成
二
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
九
号
）
第
七
条
の
二
第
一

項
第
二
号
ロ

に
規
定
す
る
法
人
単
位
事
業
活
動
計
算
書
の
当
年
度
決
算

の
項
サ
ー
ビ
ス
活
動
収
益
計

欄
に

計
上
し
た
額
と
す
る
。

（
評
議
員
の
う
ち
の
各
評
議
員
と
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
）

第
二
条
の
七

法
第
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
各
評
議
員
と
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

当
該
評
議
員
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者

二

当
該
評
議
員
の
使
用
人

三

当
該
評
議
員
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他
の
財
産
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
者

四

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
配
偶
者

五

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
三
親
等
以
内
の
親
族
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
者
と
生
計
を
一
に
す

る
も
の

六

当
該
評
議
員
が
役
員
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

代
表
者
又
は
管
理
人
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）若
し
く
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
で
あ
る
他

の
同
一
の
団
体
（
社
会
福
祉
法
人
を
除
く
。）の
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
（
当
該
評
議
員
及
び

当
該
他
の
同
一
の
団
体
の
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
で
あ
る
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
の

合
計
数
の
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
、
三
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
限

る
。）

七

他
の
社
会
福
祉
法
人
の
役
員
又
は
職
員
（
当
該
他
の
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
と
な
つ
て
い
る
当
該
社
会
福

祉
法
人
の
評
議
員
及
び
役
員
の
合
計
数
が
、
当
該
他
の
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
の
総
数
の
半
数
を
超
え
る
場

合
に
限
る
。）

八

次
に
掲
げ
る
団
体
の
職
員
の
う
ち
国
会
議
員
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
で
な
い
者
（
当
該
団
体
の

職
員
（
国
会
議
員
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
で
あ
る
者
を
除
く
。）で
あ
る
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
評

議
員
の
総
数
の
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
、
三
分
の
一
を
超
え
る
場
合

に
限
る
。）

イ

国
の
機
関

ロ

地
方
公
共
団
体

ハ

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人

ニ

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
又
は

同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人

ホ

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政

法
人

ヘ

特
殊
法
人
（
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
つ
て
、
総
務
省
設

置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
第
九
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
い
う
。）

又
は
認
可
法
人
（
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
設
立
に
関
し
行
政
官
庁
の
認
可
を
要
す
る

法
人
を
い
う
。）

第
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
法
人
」
を
「
社
会
福
祉
法
人
」
に
改
め
、「（
基
本
財
産
、
運
用
財
産
、
公
益
事
業
用

財
産
（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
益
事
業
を
行
う
場
合
に
限
る
。）及
び
収
益
事
業
用
財
産
（
同
項
に
規

定
す
る
収
益
事
業
を
行
う
場
合
に
限
る
。）を
そ
れ
ぞ
れ
区
分
し
て
記
載
し
た
も
の
と
す
る
。
以
下
同
じ
。）」を
削
り
、

同
項
第
二
号
中
「
法
人
」
を
「
社
会
福
祉
法
人
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
役
員
」
を
「
評
議
員
と
な
る
べ
き
者

及
び
役
員
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
法
人
」
を
「
社
会
福
祉
法
人
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
四
十
一
条
を
加
え
る
。

（
電
磁
的
記
録
）

第
二
条
の
二

法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ

れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ

ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
）

第
二
条
の
三

次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
規
定
の
電
磁
的
記

録
（
法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は

映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

一

法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
三
号

二

法
第
三
十
四
条
の
二
第
三
項
第
二
号

三

法
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
百
九
十
四
条
第
三
項
第
二
号

四

法
第
四
十
五
条
の
十
一
第
四
項
第
二
号

五

法
第
四
十
五
条
の
十
五
第
二
項
第
二
号

六

法
第
四
十
五
条
の
十
九
第
三
項
第
二
号

七

法
第
四
十
五
条
の
二
十
五
第
二
号

八

法
第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
三
項
第
三
号

九

法
第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
四
項
第
二
号

十

法
第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
三
項
第
二
号

十
一

法
第
四
十
六
条
の
二
十
第
二
項
第
二
号

十
二

法
第
四
十
六
条
の
二
十
六
第
二
項
第
三
号

十
三

法
第
五
十
一
条
第
二
項
第
三
号

十
四

法
第
五
十
四
条
第
二
項
第
三
号

十
五

法
第
五
十
四
条
の
四
第
三
項
第
三
号

十
六

法
第
五
十
四
条
の
七
第
二
項
第
三
号

十
七

法
第
五
十
四
条
の
十
一
第
三
項
第
三
号

（
電
磁
的
方
法
）

第
二
条
の
四

法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の

情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回

線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る

物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
評
議
員
の
う
ち
の
各
役
員
と
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
）

第
二
条
の
八

法
第
四
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
各
役
員
と
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
は
、

次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

当
該
役
員
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者

二

当
該
役
員
の
使
用
人

三

当
該
役
員
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他
の
財
産
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
者

四

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
配
偶
者

五

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
三
親
等
以
内
の
親
族
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
者
と
生
計
を
一
に
す

る
も
の

六

当
該
役
員
が
役
員
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代

表
者
又
は
管
理
人
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）若
し
く
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
で
あ
る
他
の

同
一
の
団
体
（
社
会
福
祉
法
人
を
除
く
。）の
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
（
当
該
他
の
同
一
の
団

体
の
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
で
あ
る
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
の
総
数
の
当
該
社
会
福

祉
法
人
の
評
議
員
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
、
三
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。）

七

他
の
社
会
福
祉
法
人
の
役
員
又
は
職
員
（
当
該
他
の
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
と
な
つ
て
い
る
当
該
社
会
福

祉
法
人
の
評
議
員
及
び
役
員
の
合
計
数
が
、
当
該
他
の
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
の
総
数
の
半
数
を
超
え
る
場

合
に
限
る
。）

（
補
欠
の
役
員
の
選
任
）

第
二
条
の
九

法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
補
欠
の
役
員
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

２

法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
補
欠
の
役
員
を
選
任
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
も
併
せ
て
決

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
候
補
者
が
補
欠
の
役
員
で
あ
る
旨

二

当
該
候
補
者
を
一
人
又
は
二
人
以
上
の
特
定
の
役
員
の
補
欠
の
役
員
と
し
て
選
任
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及

び
当
該
特
定
の
役
員
の
氏
名

三

同
一
の
役
員
（
二
人
以
上
の
役
員
の
補
欠
と
し
て
選
任
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
二
人
以
上
の
役
員
）

に
つ
き
二
人
以
上
の
補
欠
の
役
員
を
選
任
す
る
と
き
は
、
当
該
補
欠
の
役
員
相
互
間
の
優
先
順
位

四

補
欠
の
役
員
に
つ
い
て
、
就
任
前
に
そ
の
選
任
の
取
消
し
を
行
う
場
合
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
取
消

し
を
行
う
た
め
の
手
続

３

補
欠
の
役
員
の
選
任
に
係
る
決
議
が
効
力
を
有
す
る
期
間
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当

該
決
議
後
最
初
に
開
催
す
る
定
時
評
議
員
会
の
開
始
の
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
つ
て

そ
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
理
事
の
う
ち
の
各
理
事
と
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
）

第
二
条
の
十

法
第
四
十
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
各
理
事
と
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

当
該
理
事
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者

二

当
該
理
事
の
使
用
人

三

当
該
理
事
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他
の
財
産
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
者

四

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
配
偶
者

五

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
三
親
等
以
内
の
親
族
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
者
と
生
計
を
一
に
す

る
も
の

六

当
該
理
事
が
役
員
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代

表
者
又
は
管
理
人
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）若
し
く
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
で
あ
る
他
の
同
一
の
団

体
（
社
会
福
祉
法
人
を
除
く
。）の
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員（
当
該
他
の
同
一
の
団
体
の
役
員
、

業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
で
あ
る
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
の
総
数
の
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
理
事

の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
、
三
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。）

七

第
二
条
の
七
第
八
号
に
掲
げ
る
団
体
の
職
員
の
う
ち
国
会
議
員
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
で
な
い

者
（
当
該
団
体
の
職
員
（
国
会
議
員
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
で
あ
る
者
を
除
く
。）で
あ
る
当
該
社

会
福
祉
法
人
の
理
事
の
総
数
の
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
、
三
分
の
一
を

超
え
る
場
合
に
限
る
。）

（
監
事
の
う
ち
の
各
役
員
と
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
）

第
二
条
の
十
一

法
第
四
十
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
各
役
員
と
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

当
該
役
員
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者

二

当
該
役
員
の
使
用
人

三

当
該
役
員
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他
の
財
産
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
者

四

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
配
偶
者

五

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
三
親
等
以
内
の
親
族
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
者
と
生
計
を
一
に
す

る
も
の

六

当
該
理
事
が
役
員
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代

表
者
又
は
管
理
人
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）若
し
く
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
で
あ
る
他
の

同
一
の
団
体
（
社
会
福
祉
法
人
を
除
く
。）の
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
（
当
該
他
の
同
一
の
団

体
の
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
で
あ
る
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
監
事
の
総
数
の
当
該
社
会
福
祉

法
人
の
監
事
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
、
三
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。）

七

当
該
監
事
が
役
員
若
し
く
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
で
あ
る
他
の
同
一
の
団
体
（
社
会
福
祉
法
人
を
除
く
。）

の
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
（
当
該
監
事
及
び
当
該
他
の
同
一
の
団
体
の
役
員
、
業
務
を
執
行

す
る
社
員
又
は
職
員
で
あ
る
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
監
事
の
合
計
数
の
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
監
事
の
総
数
の

う
ち
に
占
め
る
割
合
が
、
三
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。）

八

他
の
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
又
は
職
員
（
当
該
他
の
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
と
な
つ
て
い
る
当
該
社
会
福

祉
法
人
の
評
議
員
及
び
役
員
の
合
計
数
が
、
当
該
他
の
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
の
総
数
の
半
数
を
超
え
る
場

合
に
限
る
。）

九

第
二
条
の
七
第
八
号
に
掲
げ
る
団
体
の
職
員
の
う
ち
国
会
議
員
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
で
な
い

者
（
当
該
団
体
の
職
員
（
国
会
議
員
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
で
あ
る
者
を
除
く
。）で
あ
る
当
該
社

会
福
祉
法
人
の
監
事
の
総
数
の
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
監
事
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
、
三
分
の
一
を

超
え
る
場
合
に
限
る
。）

（
招
集
の
決
定
事
項
）

第
二
条
の
十
二

法
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る

法
律
第
百
八
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
評
議
員
会
の
目
的
で
あ
る

事
項
に
係
る
議
案
（
当
該
目
的
で
あ
る
事
項
が
議
案
と
な
る
も
の
を
除
く
。）の
概
要
（
議
案
が
確
定
し
て
い
な
い

場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
）
と
す
る
。

（
社
会
福
祉
法
施
行
令
に
係
る
電
磁
的
方
法
）

第
二
条
の
十
三

令
第
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
送
信
者
が
使
用
す
る
も
の

イ

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方

法
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

ロ

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き

る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式
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（
理
事
等
の
説
明
義
務
）

第
二
条
の
十
四

法
第
四
十
五
条
の
十
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

評
議
員
が
説
明
を
求
め
た
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
た
め
に
調
査
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
場
合
（
次

に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。）

イ

当
該
評
議
員
が
評
議
員
会
の
日
よ
り
相
当
の
期
間
前
に
当
該
事
項
を
社
会
福
祉
法
人
に
対
し
て
通
知
し
た

場
合

ロ

当
該
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
た
め
に
必
要
な
調
査
が
著
し
く
容
易
で
あ
る
場
合

二

評
議
員
が
説
明
を
求
め
た
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
に
よ
り
社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
の
者
（
当
該
評

議
員
を
除
く
。）の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
と
な
る
場
合

三

評
議
員
が
当
該
評
議
員
会
に
お
い
て
実
質
的
に
同
一
の
事
項
に
つ
い
て
繰
り
返
し
て
説
明
を
求
め
る
場
合

四

前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
評
議
員
が
説
明
を
求
め
た
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
し
な
い
こ
と
に
つ
き
正

当
な
理
由
が
あ
る
場
合

（
評
議
員
会
の
議
事
録
）

第
二
条
の
十
五

法
第
四
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
議
員
会
の
議
事
録
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の

条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

評
議
員
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

評
議
員
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

評
議
員
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
評
議
員
、
理
事
、
監
事
又
は
会
計
監
査

人
が
評
議
員
会
に
出
席
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
を
含
む
。）

二

評
議
員
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

三

決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
評
議
員
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
評
議
員
の
氏
名

四

次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
評
議
員
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
又
は
発
言
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
又

は
発
言
の
内
容
の
概
要

イ

法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
七
十

四
条
第
一
項
（
法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る

法
律
第
七
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

ロ

法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
七
十

四
条
第
二
項
（
法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る

法
律
第
七
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

ハ

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

第
百
二
条

ニ

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

第
百
五
条
第
三
項

ホ

法
第
四
十
五
条
の
十
九
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

第
百
九
条
第
一
項

ヘ

法
第
四
十
五
条
の
十
九
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

第
百
九
条
第
二
項

五

評
議
員
会
に
出
席
し
た
評
議
員
、
理
事
、
監
事
又
は
会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称

六

評
議
員
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

七

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
つ
た
者
の
氏
名

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
評
議
員
会
の
議
事
録
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
と

す
る
。

一

法
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百

九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
評
議
員
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

評
議
員
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
項
の
内
容

ロ

イ
の
事
項
の
提
案
を
し
た
者
の
氏
名

ハ

評
議
員
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日

ニ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
つ
た
者
の
氏
名

二

法
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百

九
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
評
議
員
会
へ
の
報
告
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

評
議
員
会
へ
の
報
告
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
項
の
内
容

ロ

評
議
員
会
へ
の
報
告
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日

ハ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
つ
た
者
の
氏
名

（
社
会
福
祉
法
人
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
）

第
二
条
の
十
六

法
第
四
十
五
条
の
十
三
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
制
は
、
次
に
掲

げ
る
体
制
と
す
る
。

一

理
事
の
職
務
の
執
行
に
係
る
情
報
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
体
制

二

損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程
そ
の
他
の
体
制

三

理
事
の
職
務
の
執
行
が
効
率
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

四

職
員
の
職
務
の
執
行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

五

監
事
が
そ
の
職
務
を
補
助
す
べ
き
職
員
を
置
く
こ
と
を
求
め
た
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
に
関
す
る
事
項

六

前
号
の
職
員
の
理
事
か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
事
項

七

監
事
の
第
五
号
の
職
員
に
対
す
る
指
示
の
実
効
性
の
確
保
に
関
す
る
事
項

八

理
事
及
び
職
員
が
監
事
に
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制
そ
の
他
の
監
事
へ
の
報
告
に
関
す
る
体
制

九

前
号
の
報
告
を
し
た
者
が
当
該
報
告
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
な
取
扱
い
を
受
け
な
い
こ
と
を
確
保

す
る
た
め
の
体
制

十

監
事
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
の
前
払
又
は
償
還
の
手
続
そ
の
他
の
当
該
職
務
の
執
行
に
つ
い

て
生
ず
る
費
用
又
は
債
務
の
処
理
に
係
る
方
針
に
関
す
る
事
項

十
一

そ
の
他
監
事
の
監
査
が
実
効
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

（
理
事
会
の
議
事
録
）

第
二
条
の
十
七

法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
理
事
会
の
議
事
録
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

理
事
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

理
事
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

理
事
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
理
事
、
監
事
又
は
会
計
監
査
人
が
理
事
会

に
出
席
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
を
含
む
。）

二

理
事
会
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
も
の
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

イ

法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
理
事
の
請
求
を
受
け
て
招
集
さ
れ
た
も
の

ロ

法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
理
事
が
招
集
し
た
も
の

ハ

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

第
百
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
監
事
の
請
求
を
受
け
て
招
集
さ
れ
た
も
の

ニ

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

第
百
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
監
事
が
招
集
し
た
も
の

三

理
事
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

四

決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
理
事
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
理
事
の
氏
名
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五

次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
理
事
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
又
は
発
言
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
又
は

発
言
の
内
容
の
概
要

イ

法
第
四
十
五
条
の
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

第
九
十
二
条
第
二
項

ロ

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

第
百
条

ハ

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

第
百
一
条
第
一
項

六

法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
六
項
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
理
事
長
以
外
の
理
事
で
あ
つ
て
、
理
事
会

に
出
席
し
た
も
の
の
氏
名

七

理
事
会
に
出
席
し
た
会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称

八

理
事
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
理
事
会
の
議
事
録
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
と
す

る
。

一

法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第

九
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
理
事
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

理
事
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
項
の
内
容

ロ

イ
の
事
項
の
提
案
を
し
た
理
事
の
氏
名

ハ

理
事
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日

ニ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
つ
た
理
事
の
氏
名

二

法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第

九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
理
事
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

理
事
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
事
項
の
内
容

ロ

理
事
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
日

ハ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
つ
た
理
事
の
氏
名

（
電
子
署
名
）

第
二
条
の
十
八

次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
署
名
又
は
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
置

は
、
電
子
署
名
と
す
る
。

一

法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
七
項

二

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第

九
十
五
条
第
四
項

２

前
項
に
規
定
す
る
「
電
子
署
名
」
と
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
に
つ
い
て
行
わ
れ
る

措
置
で
あ
つ
て
、
次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

一

当
該
情
報
が
当
該
措
置
を
行
つ
た
者
の
作
成
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
情
報
に
つ
い
て
改
変
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
監
査
報
告
の
作
成
）

第
二
条
の
十
九

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

監
事
は
、
そ
の
職
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
者
と
の
意
思
疎
通
を
図
り
、
情
報
の
収
集
及
び

監
査
の
環
境
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
理
事
又
は
理
事
会
は
、
監
事
の
職
務

の
執
行
の
た
め
の
必
要
な
体
制
の
整
備
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
及
び
職
員

二

そ
の
他
監
事
が
適
切
に
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
意
思
疎
通
を
図
る
べ
き
者

３

前
項
の
規
定
は
、
監
事
が
公
正
不
偏
の
態
度
及
び
独
立
の
立
場
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
の

あ
る
関
係
の
創
設
及
び
維
持
を
認
め
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

監
事
は
、
そ
の
職
務
の
遂
行
に
当
た
り
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
他
の
監
事
と
の
意
思
疎
通
及

び
情
報
の
交
換
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
監
事
の
調
査
の
対
象
）

第
二
条
の
二
十

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す

る
法
律
第
百
二
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
電
磁
的
記
録
そ
の
他
の
資
料
と
す
る
。

（
会
計
監
査
報
告
の
作
成
）

第
二
条
の
二
十
一

法
第
四
十
五
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

会
計
監
査
人
は
、
そ
の
職
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
者
と
の
意
思
疎
通
を
図
り
、
情
報
の
収

集
及
び
監
査
の
環
境
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
会
計
監
査
人
が
公
正
不
偏
の
態
度
及
び
独

立
の
立
場
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
関
係
の
創
設
及
び
維
持
を
認
め
る
も
の
と
解
し
て

は
な
ら
な
い
。

一

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
及
び
職
員

二

そ
の
他
会
計
監
査
人
が
適
切
に
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
意
思
疎
通
を
図
る
べ
き
者

（
会
計
監
査
人
が
監
査
す
る
書
類
）

第
二
条
の
二
十
二

法
第
四
十
五
条
の
十
九
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
財
産
目
録
（
社
会
福
祉

法
人
会
計
基
準
第
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
に
対
応
す
る
項
目
に
限
る
。）

と
す
る
。

（
責
任
の
一
部
免
除
に
係
る
報
酬
等
の
額
の
算
定
方
法
）

第
二
条
の
二
十
三

法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関

す
る
法
律
第
百
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
は
、

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

役
員
等
（
法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
一
項
に
規
定
す
る
役
員
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）が
そ
の
在
職
中
に
報

酬
、
賞
与
そ
の
他
の
職
務
執
行
の
対
価
（
当
該
役
員
等
の
う
ち
理
事
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
職
員
を
兼
ね
て

い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
の
報
酬
、
賞
与
そ
の
他
の
職
務
執
行
の
対
価
を
含
む
。）と
し
て
社
会
福
祉
法
人

か
ら
受
け
、
又
は
受
け
る
べ
き
財
産
上
の
利
益
（
次
号
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。）の
額
の
会
計
年
度
（
次
の
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
日
を
含
む
会
計
年
度
及
び
そ
の

前
の
各
会
計
年
度
に
限
る
。）ご
と
の
合
計
額
（
当
該
会
計
年
度
の
期
間
が
一
年
で
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

該
合
計
額
を
一
年
当
た
り
の
額
に
換
算
し
た
額
）
の
う
ち
最
も
高
い
額

イ

法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

第
百
十
三
条
第
一
項
の
評
議
員
会
の
決
議
を
行
つ
た
場
合

当
該
評
議
員
会
の
決
議
の
日

ロ

法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

第
百
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
定
款
の
定
め
に
基
づ
い
て
責
任
を
免
除
す
る
旨
の
理
事
会
の
決
議
を
行

つ
た
場
合

当
該
決
議
の
あ
つ
た
日

ハ

法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

第
百
十
五
条
第
一
項
の
契
約
を
締
結
し
た
場
合

責
任
の
原
因
と
な
る
事
実
が
生
じ
た
日
（
二
以
上
の
日
が

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
最
も
遅
い
日
）

二

イ
に
掲
げ
る
額
を
ロ
に
掲
げ
る
数
で
除
し
て
得
た
額

イ

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

当
該
役
員
等
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
か
ら
受
け
た
退
職
慰
労
金
の
額

当
該
役
員
等
の
う
ち
理
事
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
職
員
を
兼
ね
て
い
た
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
と

し
て
の
退
職
手
当
の
う
ち
当
該
役
員
等
の
う
ち
理
事
を
兼
ね
て
い
た
期
間
の
職
務
執
行
の
対
価
で
あ
る
部

分
の
額又

は

に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
財
産
上
の
利
益
の
額
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ロ

当
該
役
員
等
が
そ
の
職
に
就
い
て
い
た
年
数
（
当
該
役
員
等
が
次
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お

け
る
次
に
定
め
る
数
が
当
該
年
数
を
超
え
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
数
）

理
事
長

六

理
事
長
以
外
の
理
事
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
者

四

理
事
会
の
決
議
に
よ
つ
て
社
会
福
祉
法
人
の
業
務
を
執
行
す
る
理
事
と
し
て
選
定
さ
れ
た
も
の

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
業
務
を
執
行
し
た
理
事
（

に
掲
げ
る
理
事
を
除
く
。）

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
職
員

理
事
（

及
び

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）、
監
事
又
は
会
計
監
査
人

二

（
責
任
の
免
除
の
決
議
後
に
受
け
る
退
職
慰
労
金
等
）

第
二
条
の
二
十
四

法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関

す
る
法
律
第
百
十
三
条
第
四
項
（
法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般

財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
十
四
条
第
五
項
及
び
第
百
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に

規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
財
産
上
の
利
益
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

退
職
慰
労
金

二

当
該
役
員
等
の
う
ち
理
事
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
職
員
を
兼
ね
て
い
た
と
き
は
、
当
該
職
員
と
し
て
の
退

職
手
当
の
う
ち
当
該
役
員
等
の
う
ち
理
事
を
兼
ね
て
い
た
期
間
の
職
務
執
行
の
対
価
で
あ
る
部
分

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
財
産
上
の
利
益

（
事
業
報
告
）

第
二
条
の
二
十
五

法
第
四
十
五
条
の
二
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
の
作
成
に

つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
他
の
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

２

事
業
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
状
況
に
関
す
る
重
要
な
事
項
（
計
算
関
係
書
類
（
計
算
書
類
（
法
第
四
十
五
条
の
二

十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
そ
の
附
属
明
細
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の

内
容
と
な
る
事
項
を
除
く
。）

二

法
第
四
十
五
条
の
十
三
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
決
定
又
は
決
議
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
決
定
又
は
決
議
の
内
容
の
概
要
及
び
当
該
体
制
の
運
用
状
況
の
概
要

３

事
業
報
告
の
附
属
明
細
書
は
、
事
業
報
告
の
内
容
を
補
足
す
る
重
要
な
事
項
を
そ
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
計
算
関
係
書
類
の
監
査
）

第
二
条
の
二
十
六

法
第
四
十
五
条
の
二
十
八
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
（
計
算
関
係
書
類
（
各
事

業
年
度
に
係
る
も
の
に
限
る
。以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
条
の
三
十
四
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
も
の
に
限
る
。

以
下
同
じ
。）に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
か
ら
第
二
条
の
三
十
四
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
監
査
に
は
、
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
監
査
の
ほ
か
、
計
算
関
係
書
類
に
表
示
さ
れ
た
情
報
と
計
算
関
係
書
類
に
表
示
す
べ
き
情
報
と
の
合
致
の
程
度

を
確
か
め
、
か
つ
、
そ
の
結
果
を
利
害
関
係
者
に
伝
達
す
る
た
め
の
手
続
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
監
査
報
告
の
内
容
）

第
二
条
の
二
十
七

監
事
（
会
計
監
査
人
設
置
社
会
福
祉
法
人
（
法
第
三
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
会
計
監
査
人

設
置
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
監
事
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
計

算
関
係
書
類
を
受
領
し
た
と
き
は
、次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

監
事
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容

二

計
算
関
係
書
類
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
財
産
、
収
支
及
び
純
資
産
の
増
減
の
状
況
を
全
て
の
重
要
な
点
に

お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見

三

監
査
の
た
め
必
要
な
調
査
が
で
き
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

四

追
記
情
報

五

監
査
報
告
を
作
成
し
た
日

２

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
追
記
情
報
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
事
項
の
う
ち
、
監
事
の
判
断
に

関
し
て
説
明
を
付
す
必
要
が
あ
る
事
項
又
は
計
算
関
係
書
類
の
内
容
の
う
ち
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
事
項
と
す

る
。

一

会
計
方
針
の
変
更

二

重
要
な
偶
発
事
象

三

重
要
な
後
発
事
象

（
監
査
報
告
の
通
知
期
限
等
）

第
二
条
の
二
十
八

特
定
監
事
は
、
次
に
掲
げ
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
、
特
定
理
事
に
対
し
、
計
算
関
係

書
類
に
つ
い
て
の
監
査
報
告
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
計
算
関
係
書
類
の
う
ち
計
算
書
類
の
全
部
を
受
領
し
た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日

二

当
該
計
算
関
係
書
類
の
う
ち
計
算
書
類
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
日
か
ら
一
週
間
を
経
過
し
た
日

三

特
定
理
事
及
び
特
定
監
事
が
合
意
に
よ
り
定
め
た
日
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日

２

計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
特
定
理
事
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
た
日
に
、

監
事
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
監
事
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
べ
き
日
ま
で
に
同
項
の
規
定
に

よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
す
べ
き
日
に
、計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、

監
事
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
特
定
理
事
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
者
を
い
う
。

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
理
事
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を
受
け
る
理
事
と
し
て
定
め
ら
れ

た
理
事

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

監
査
を
受
け
る
べ
き
計
算
関
係
書
類
の
作
成
に
関
す
る
職
務
を
行
つ
た

理
事

５

第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
「
特
定
監
事
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
者
を
い
う
。

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
す
べ
き
監
事
を
定
め
た
と
き

当
該
通
知
を
す
べ
き
監

事
と
し
て
定
め
ら
れ
た
監
事

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

全
て
の
監
事

（
計
算
関
係
書
類
の
提
供
）

第
二
条
の
二
十
九

計
算
関
係
書
類
を
作
成
し
た
理
事
は
、
会
計
監
査
人
に
対
し
て
計
算
関
係
書
類
を
提
供
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
監
事
に
対
し
て
も
計
算
関
係
書
類
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
会
計
監
査
報
告
の
内
容
）

第
二
条
の
三
十

会
計
監
査
人
は
、
計
算
関
係
書
類
を
受
領
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
会
計

監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

会
計
監
査
人
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容

二

計
算
関
係
書
類
（
社
会
福
祉
法
人
会
計
基
準
第
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
法
人
単
位
貸
借
対

照
表
、
同
項
第
二
号
イ

に
規
定
す
る
法
人
単
位
資
金
収
支
計
算
書
及
び
同
号
ロ

に
規
定
す
る
法
人
単
位
事

業
活
動
計
算
書
並
び
に
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
附
属
明
細
書
（
同
省
令
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
及
び
第
六
号
並
び
に
第
七
号
に
規
定
す
る
書
類
に
限
る
。）の
項
目
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
条
の
三

十
二
に
お
い
て
同
じ
。）が
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
財
産
、
収
支
及
び
純
資
産
の
増
減
の
状
況
を
全
て
の
重
要
な

点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見
が
あ
る
と
き
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲

げ
る
意
見
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ

無
限
定
適
正
意
見

監
査
の
対
象
と
な
つ
た
計
算
関
係
書
類
が
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
社
会
福

祉
法
人
会
計
の
慣
行
に
準
拠
し
て
、
当
該
計
算
関
係
書
類
に
係
る
期
間
の
財
産
、
収
支
及
び
純
資
産
の
増
減

の
状
況
を
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
旨
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ロ

除
外
事
項
を
付
し
た
限
定
付
適
正
意
見

監
査
の
対
象
と
な
つ
た
計
算
関
係
書
類
が
除
外
事
項
を
除
き
一

般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
社
会
福
祉
法
人
会
計
の
慣
行
に
準
拠
し
て
、
当
該
計
算
関
係
書
類
に
係
る
期

間
の
財
産
、
収
支
及
び
純
資
産
の
増
減
の
状
況
を
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
と
認

め
ら
れ
る
旨
並
び
に
除
外
事
項

ハ

不
適
正
意
見

監
査
の
対
象
と
な
つ
た
計
算
関
係
書
類
が
不
適
正
で
あ
る
旨
及
び
そ
の
理
由

三

前
号
の
意
見
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

四

追
記
情
報

五

会
計
監
査
報
告
を
作
成
し
た
日

２

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
追
記
情
報
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
事
項
の
う
ち
、
会
計
監
査
人
の

判
断
に
関
し
て
説
明
を
付
す
必
要
が
あ
る
事
項
又
は
計
算
関
係
書
類
の
内
容
の
う
ち
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
事
項

と
す
る
。

一

継
続
事
業
の
前
提
に
関
す
る
事
項
の
注
記
に
係
る
事
項

二

会
計
方
針
の
変
更

三

重
要
な
偶
発
事
象

四

重
要
な
後
発
事
象

（
会
計
監
査
人
設
置
社
会
福
祉
法
人
の
監
事
の
監
査
報
告
の
内
容
）

第
二
条
の
三
十
一

会
計
監
査
人
設
置
社
会
福
祉
法
人
の
監
事
は
、
計
算
関
係
書
類
及
び
会
計
監
査
報
告
（
次
条
第

三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
計
算
関
係
書
類
）
を
受
領
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す

る
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

監
事
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容

二

会
計
監
査
人
の
監
査
の
方
法
又
は
結
果
を
相
当
で
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
（
次
条

第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
会
計
監
査
報
告
を
受
領
し
て
い
な
い
旨
）

三

重
要
な
後
発
事
象
（
会
計
監
査
報
告
の
内
容
と
な
つ
て
い
る
も
の
を
除
く
。）

四

会
計
監
査
人
の
職
務
の
遂
行
が
適
正
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
に
関
す
る
事
項

五

監
査
の
た
め
必
要
な
調
査
が
で
き
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

六

監
査
報
告
を
作
成
し
た
日

（
事
業
報
告
等
の
監
査
）

第
二
条
の
三
十
五

法
第
四
十
五
条
の
二
十
八
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
（
事
業
報
告
及
び
そ
の
附

属
明
細
書
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
条
及
び
第
二
条
の
三
十
七
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い
て
は
、
次
条
及
び
第
二

条
の
三
十
七
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
監
査
報
告
の
内
容
）

第
二
条
の
三
十
六

監
事
は
、
事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容

と
す
る
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

監
事
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容

二

事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
が
法
令
又
は
定
款
に
従
い
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
状
況
を
正
し
く
示
し
て

い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見

三

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
の
職
務
の
遂
行
に
関
し
、
不
正
の
行
為
又
は
法
令
若
し
く
は
定
款
に
違
反
す
る

重
大
な
事
実
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実

四

監
査
の
た
め
必
要
な
調
査
が
で
き
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

五

第
二
条
の
二
十
五
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
（
監
査
の
範
囲
に
属
さ
な
い
も
の
を
除
く
。）が
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
事
項
の
内
容
が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

六

監
査
報
告
を
作
成
し
た
日

（
監
査
報
告
の
通
知
期
限
等
）

第
二
条
の
三
十
七

特
定
監
事
は
、
次
に
掲
げ
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
、
特
定
理
事
に
対
し
、
事
業
報
告

及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
の
監
査
報
告
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
事
業
報
告
を
受
領
し
た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日

二

当
該
事
業
報
告
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
日
か
ら
一
週
間
を
経
過
し
た
日

三

特
定
理
事
及
び
特
定
監
事
の
間
で
合
意
に
よ
り
定
め
た
日
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日

（
会
計
監
査
報
告
の
通
知
期
限
等
）

第
二
条
の
三
十
二

会
計
監
査
人
は
、
次
に
掲
げ
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
、
特
定
監
事
及
び
特
定
理
事
に

対
し
、
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
の
会
計
監
査
報
告
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
計
算
関
係
書
類
の
う
ち
計
算
書
類
の
全
部
を
受
領
し
た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日

二

当
該
計
算
関
係
書
類
の
う
ち
計
算
書
類
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
日
か
ら
一
週
間
を
経
過
し
た
日

三

特
定
理
事
、
特
定
監
事
及
び
会
計
監
査
人
の
間
で
合
意
に
よ
り
定
め
た
日
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日

２

計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
特
定
監
事
及
び
特
定
理
事
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通

知
を
受
け
た
日
に
、
会
計
監
査
人
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
計
監
査
人
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
べ
き
日
ま
で
に
同
項
の
規
定

に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
す
べ
き
日
に
、
計
算
関
係
書
類
に
つ

い
て
は
、
会
計
監
査
人
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
特
定
理
事
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
者
を
い
う
（
第
二
条
の
三
十
四
に
お
い
て
同
じ
。）。

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
理
事
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を
受
け
る
理
事
と
し
て
定
め
ら
れ

た
理
事

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

監
査
を
受
け
る
べ
き
計
算
関
係
書
類
の
作
成
に
関
す
る
職
務
を
行
つ
た

理
事

５

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
特
定
監
事
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
者
を
い
う
（
次
条
及
び
第
二
条
の
三
十
四
に
お
い
て
同
じ
。）。

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
る
監
事
を
定
め
た
と
き

当
該
通
知
を
受
け

る
監
事
と
し
て
定
め
ら
れ
た
監
事

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

全
て
の
監
事

（
会
計
監
査
人
の
職
務
の
遂
行
に
関
す
る
事
項
）

第
二
条
の
三
十
三

会
計
監
査
人
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
監
事
に
対
す
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の

通
知
に
際
し
て
、
当
該
会
計
監
査
人
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
事
項
に
係
る
定
め
が
な
い
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
事
項
を
定
め
て
い
な
い
旨
）
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
全
て
の
監
事
が
既
に
当

該
事
項
を
知
つ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

独
立
性
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
監
査
に
関
す
る
法
令
及
び
規
程
の
遵
守
に
関
す
る
事
項

二

監
査
、
監
査
に
準
ず
る
業
務
及
び
こ
れ
ら
に
関
す
る
業
務
の
契
約
の
受
任
及
び
継
続
の
方
針
に
関
す
る
事
項

三

会
計
監
査
人
の
職
務
の
遂
行
が
適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項

（
会
計
監
査
人
設
置
社
会
福
祉
法
人
の
監
事
の
監
査
報
告
の
通
知
期
限
）

第
二
条
の
三
十
四

会
計
監
査
人
設
置
社
会
福
祉
法
人
の
特
定
監
事
は
、
次
に
掲
げ
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で

に
、
特
定
理
事
及
び
会
計
監
査
人
に
対
し
、
計
算
関
係
書
類
に
係
る
監
査
報
告
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

会
計
監
査
報
告
を
受
領
し
た
日
（
第
二
条
の
三
十
二
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
規
定

に
よ
り
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
）
か
ら
一
週
間
を
経
過
し
た
日

二

特
定
理
事
及
び
特
定
監
事
の
間
で
合
意
に
よ
り
定
め
た
日
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日

２

計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
特
定
理
事
及
び
会
計
監
査
人
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知

を
受
け
た
日
に
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
監
事
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
べ
き
日
ま
で
に
同
項
の
規
定
に

よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
す
べ
き
日
に
、計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、

監
事
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
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２

事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
特
定
理
事
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知

を
受
け
た
日
に
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
監
事
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
べ
き
日
ま
で
に
同
項
の
規
定
に

よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
す
べ
き
日
に
、
事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明

細
書
に
つ
い
て
は
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
特
定
理
事
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
者
を
い
う
。

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
理
事
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を
受
け
る
理
事
と
し
て
定
め
ら
れ

た
理
事

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
の
作
成
に
関
す
る
職
務
を
行
つ
た
理

事

５

第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
「
特
定
監
事
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
者
を
い
う
。

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
す
べ
き
監
事
を
定
め
た
と
き

当
該
通
知
を
す
べ
き
監

事
と
し
て
定
め
ら
れ
た
監
事

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

全
て
の
監
事

（
計
算
書
類
等
の
評
議
員
へ
の
提
供
）

第
二
条
の
三
十
八

法
第
四
十
五
条
の
二
十
九
の
規
定
に
よ
る
計
算
書
類
及
び
事
業
報
告
並
び
に
監
査
報
告
（
会
計

監
査
人
設
置
社
会
福
祉
法
人
に
あ
つ
て
は
、
会
計
監
査
報
告
を
含
む
。
以
下
「
提
供
計
算
書
類
等
」
と
い
う
。）の

提
供
に
関
し
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

定
時
評
議
員
会
の
招
集
通
知
（
法
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財

団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
八
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。）を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
提
供
計
算
書
類
等
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

方
法
に
よ
り
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

書
面
の
提
供

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
方
法

イ

提
供
計
算
書
類
等
が
書
面
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し

た
書
面
の
提
供

ロ

提
供
計
算
書
類
等
が
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た

事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
供

二

電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
方

法イ

提
供
計
算
書
類
等
が
書
面
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的

方
法
に
よ
る
提
供

ロ

提
供
計
算
書
類
等
が
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た

事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

３

理
事
は
、
計
算
書
類
又
は
事
業
報
告
の
内
容
と
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
定
時
評
議
員
会
の
招
集
通
知
を
発
出

し
た
日
か
ら
定
時
評
議
員
会
の
前
日
ま
で
の
間
に
修
正
を
す
べ
き
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
修
正
後
の
事
項

を
評
議
員
に
周
知
さ
せ
る
方
法
を
当
該
招
集
通
知
と
併
せ
て
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
計
算
書
類
の
承
認
の
特
則
に
関
す
る
要
件
）

第
二
条
の
三
十
九

法
第
四
十
五
条
の
三
十
一
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

法
第
四
十
五
条
の
三
十
一
に
規
定
す
る
計
算
書
類
に
つ
い
て
の
会
計
監
査
報
告
の
内
容
に
第
二
条
の
三
十
第

一
項
第
二
号
イ
に
定
め
る
事
項
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

二

前
号
の
会
計
監
査
報
告
に
係
る
監
査
報
告
の
内
容
と
し
て
会
計
監
査
人
の
監
査
の
方
法
又
は
結
果
を
相
当
で

な
い
と
認
め
る
意
見
が
な
い
こ
と
。

三

法
第
四
十
五
条
の
三
十
一
に
規
定
す
る
計
算
書
類
が
第
二
条
の
三
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
を
受
け

た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。

（
財
産
目
録
）

第
二
条
の
四
十

法
第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
財
産
目
録
は
、
定
時
評
議
員
会
（
法
第
四
十

五
条
の
三
十
一
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
理
事
会
）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
四
十
五
条
の
二
十
八
か
ら
第
四
十
五
条
の
三
十
一
ま
で
及
び
第
二
条
の
二
十
六
か
ら
第
二
条
の
三
十
九
ま

で
の
規
定
は
、
社
会
福
祉
法
人
が
前
項
の
財
産
目
録
に
係
る
同
項
の
承
認
を
受
け
る
た
め
の
手
続
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
事
業
の
概
要
等
）

第
二
条
の
四
十
一

法
第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
当
該
社
会
福
祉
法
人
に
関
す
る
基

本
情
報

二

当
該
終
了
し
た
会
計
年
度
の
翌
会
計
年
度
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
当
会
計
年
度
」
と
い
う
。）の
初
日
に

お
け
る
評
議
員
の
状
況

三

当
会
計
年
度
の
初
日
に
お
け
る
理
事
の
状
況

四

当
会
計
年
度
の
初
日
に
お
け
る
監
事
の
状
況

五

当
該
終
了
し
た
会
計
年
度
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
前
会
計
年
度
」
と
い
う
。）及
び
当
会
計
年
度
に
お
け

る
会
計
監
査
人
の
状
況

六

当
会
計
年
度
の
初
日
に
お
け
る
職
員
の
状
況

七

前
会
計
年
度
に
お
け
る
評
議
員
会
の
状
況

八

前
会
計
年
度
に
お
け
る
理
事
会
の
状
況

九

前
会
計
年
度
に
お
け
る
監
事
の
監
査
の
状
況

十

前
会
計
年
度
に
お
け
る
会
計
監
査
の
状
況

十
一

前
会
計
年
度
に
お
け
る
事
業
等
の
概
要

十
二

前
会
計
年
度
末
に
お
け
る
社
会
福
祉
充
実
残
額
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
社
会

福
祉
充
実
残
額
を
い
う
。）並
び
に
社
会
福
祉
充
実
計
画
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
充
実
計
画
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）の
策
定
の
状
況
及
び
そ
の
進
捗
の
状
況

十
三

当
該
社
会
福
祉
法
人
に
関
す
る
情
報
の
公
表
等
の
状
況

十
四

第
十
二
号
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
充
実
残
額
の
算
定
の
根
拠

十
五

事
業
計
画
を
作
成
す
る
旨
を
定
款
で
定
め
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
事
業
計
画

十
六

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
報
酬
等
の
支
給
の
基
準
に
定
め
る
事
項
）

第
二
条
の
四
十
二

法
第
四
十
五
条
の
三
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
理
事
、
監
事
及
び
評
議
員
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
理
事
等
」
と
い
う
。）に
対
す
る
報
酬
等
（
法
第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
報
酬
等

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
支
給
の
基
準
に
お
い
て
は
、
理
事
等
の
勤
務
形
態
に
応
じ
た
報
酬
等

の
区
分
及
び
そ
の
額
の
算
定
方
法
並
び
に
支
給
の
方
法
及
び
形
態
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
法
人
」
を
「
社
会
福
祉
法
人
」
に
、「
第
四
十
三
条
」
を
「
第
四
十
五
条
の
三
十
六
第
二
項
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
法
人
」
を
「
社
会
福
祉
法
人
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中「
前
条
第
三
項
」

を
「
第
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
五
条
の
三
十
六
第
二
項
」
に
改
め
、同
項
第
二
号
中「
第

三
十
一
条
第
一
項
第
七
号
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
第
九
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
三
十
一
条
第
一
項

第
十
四
号
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
四

十
五
条
の
三
十
六
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
法
人
」
を
「
社
会
福
祉
法
人
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
十
条
を
加
え
る
。
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（
清
算
人
会
設
置
法
人
以
外
の
清
算
法
人
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
）

第
五
条
の
二

法
第
四
十
六
条
の
十
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
制
は
、
次
に
掲
げ
る

体
制
と
す
る
。

一

清
算
人
の
職
務
の
執
行
に
係
る
情
報
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
体
制

二

損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程
そ
の
他
の
体
制

三

職
員
の
職
務
の
執
行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

２

清
算
人
が
二
人
以
上
あ
る
清
算
法
人
（
法
第
四
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
清
算
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）で

あ
る
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
体
制
に
は
、
業
務
の
決
定
が
適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体

制
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３

監
事
設
置
清
算
法
人（
法
第
四
十
六
条
の
十
一
第
六
項
に
規
定
す
る
監
事
設
置
清
算
法
人
を
い
う
。以
下
同
じ
。）

以
外
の
清
算
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
体
制
に
は
、
清
算
人
が
評
議
員
に
報
告
す
べ
き
事
項

の
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制
を
含
む
も
の
と
す
る
。

４

監
事
設
置
清
算
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
体
制
に
は
、
次
に
掲
げ
る
体
制
を
含
む
も
の
と

す
る
。

一

監
事
が
そ
の
職
務
を
補
助
す
べ
き
職
員
を
置
く
こ
と
を
求
め
た
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
に
関
す
る
体
制

二

前
号
の
職
員
の
清
算
人
か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
事
項

三

監
事
の
第
一
号
の
職
員
に
対
す
る
指
示
の
実
効
性
の
確
保
に
関
す
る
事
項

四

清
算
人
及
び
職
員
が
監
事
に
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制
そ
の
他
の
監
事
へ
の
報
告
に
関
す
る
体
制

五

前
号
の
報
告
を
し
た
者
が
当
該
報
告
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
な
取
扱
い
を
受
け
な
い
こ
と
を
確
保

す
る
た
め
の
体
制

六

監
事
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
の
前
払
又
は
償
還
の
手
続
そ
の
他
の
当
該
職
務
の
執
行
に
つ
い

て
生
ず
る
費
用
又
は
債
務
の
処
理
に
係
る
方
針
に
関
す
る
事
項

七

そ
の
他
監
事
の
監
査
が
実
効
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

（
清
算
人
会
設
置
法
人
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
）

第
五
条
の
三

法
第
四
十
六
条
の
十
七
第
六
項
第
五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
制
は
、
次
に
掲
げ

る
体
制
と
す
る
。

一

清
算
人
の
職
務
の
執
行
に
係
る
情
報
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
体
制

二

損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程
そ
の
他
の
体
制

三

職
員
の
職
務
の
執
行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

２

清
算
人
会
設
置
法
人
（
法
第
四
十
六
条
の
六
第
七
項
に
規
定
す
る
清
算
人
会
設
置
法
人
を
い
う
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。）が
、
監
事
設
置
清
算
法
人
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
体
制
に
は
、
清
算
人
が

評
議
員
に
報
告
す
べ
き
事
項
の
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３

清
算
人
会
設
置
法
人
が
、
監
事
設
置
清
算
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
体
制
に
は
、
次
に
掲

げ
る
体
制
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一

監
事
が
そ
の
職
務
を
補
助
す
べ
き
職
員
を
置
く
こ
と
を
求
め
た
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
に
関
す
る
体
制

二

前
号
の
職
員
の
清
算
人
か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
事
項

三

監
事
の
第
一
号
の
職
員
に
対
す
る
指
示
の
実
効
性
の
確
保
に
関
す
る
事
項

四

清
算
人
及
び
職
員
が
監
事
に
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制
そ
の
他
の
監
事
へ
の
報
告
に
関
す
る
体
制

五

前
号
の
報
告
を
し
た
者
が
当
該
報
告
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
な
取
扱
い
を
受
け
な
い
こ
と
を
確
保

す
る
た
め
の
体
制

六

監
事
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
の
前
払
又
は
償
還
の
手
続
そ
の
他
の
当
該
職
務
の
執
行
に
つ
い

て
生
ず
る
費
用
又
は
債
務
の
処
理
に
係
る
方
針
に
関
す
る
事
項

七

そ
の
他
監
事
の
監
査
が
実
効
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

（
清
算
人
会
の
議
事
録
）

第
五
条
の
四

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る

法
律
第
九
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
清
算
人
会
の
議
事
録
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

２

清
算
人
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

清
算
人
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

清
算
人
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
清
算
人
、
監
事
又
は
評
議
員
が
清
算
人

会
に
出
席
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
を
含
む
。）

二

清
算
人
会
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
も
の
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

イ

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
清
算
人
の
請
求
を
受
け
て
招
集
さ
れ
た
も
の

ロ

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
が
招
集
し
た
も
の

ハ

法
第
四
十
六
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
議
員
の
請
求
を
受
け
て
招
集
さ
れ
た
も
の

ニ

法
第
四
十
六
条
の
十
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
評
議

員
が
招
集
し
た
も
の

ホ

法
第
四
十
六
条
の
二
十
一
及
び
令
第
十
三
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
四
十
五

条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
監
事
の
請
求
を
受
け
て
招
集
さ
れ
た
も
の

ヘ

法
第
四
十
六
条
の
二
十
一
及
び
令
第
十
三
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
四
十
五

条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
一
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
監
事
が
招
集
し
た
も
の

三

清
算
人
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

四

決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
清
算
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
氏
名

五

次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
清
算
人
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
又
は
発
言
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
又

は
発
言
の
内
容
の
概
要

イ

法
第
四
十
六
条
の
二
十
一
及
び
令
第
十
三
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
四
十
五

条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
条

ロ

法
第
四
十
六
条
の
二
十
一
及
び
令
第
十
三
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
四
十
五

条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
一
条
第
一

項
ハ

法
第
四
十
六
条
の
十
七
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

第
九
十
二
条
第
二
項

ニ

法
第
四
十
六
条
の
十
九
第
四
項

六

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第

九
十
五
条
第
三
項
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
代
表
清
算
人
（
法
第
四
十
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す

る
代
表
清
算
人
を
い
う
。）以
外
の
清
算
人
で
あ
つ
て
、
清
算
人
会
に
出
席
し
た
も
の
の
氏
名

七

清
算
人
会
に
出
席
し
た
評
議
員
の
氏
名
又
は
名
称

八

清
算
人
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
清
算
人
会
の
議
事
録
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
と

す
る
。

一

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第

九
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

清
算
人
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
項
の
内
容

ロ

イ
の
事
項
の
提
案
を
し
た
清
算
人
の
氏
名

ハ

清
算
人
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日

ニ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
つ
た
清
算
人
の
氏
名

二

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第

九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

清
算
人
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
事
項
の
内
容

ロ

清
算
人
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
日

ハ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
つ
た
清
算
人
の
氏
名
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（
清
算
開
始
時
の
財
産
目
録
）

第
五
条
の
五

法
第
四
十
六
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
財
産
目
録
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

前
項
の
財
産
目
録
に
計
上
す
べ
き
財
産
に
つ
い
て
は
、
そ
の
処
分
価
格
を
付
す
こ
と
が
困
難
な
場
合
を
除
き
、

法
第
四
十
六
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
に
お
け
る
処
分
価
格
を
付
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
清
算
法
人
の
会
計
帳
簿
に
つ
い
て
は
、
財
産
目
録
に
付
さ
れ
た
価
格
を
取
得

価
額
と
み
な
す
。

３

第
一
項
の
財
産
目
録
は
、
次
に
掲
げ
る
部
に
区
分
し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
部
は
、
そ
の
内
容
を
示
す
適
当
な
名
称
を
付
し
た
項
目
に
細
分
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

資
産

二

負
債

三

正
味
資
産

（
清
算
開
始
時
の
貸
借
対
照
表
）

第
五
条
の
六

法
第
四
十
六
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
借
対
照
表
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

前
項
の
貸
借
対
照
表
は
、
法
第
四
十
六
条
の
二
十
二
第
一
項
の
財
産
目
録
に
基
づ
き
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

第
一
項
の
貸
借
対
照
表
は
、
次
に
掲
げ
る
部
に
区
分
し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
三
号
に
掲
げ
る
部
に
つ
い
て
は
、
純
資
産
を
示
す
適
当
な
名
称
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

資
産

二

負
債

三

純
資
産

４

前
項
各
号
に
掲
げ
る
部
は
、
適
当
な
項
目
に
細
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
項
目

に
つ
い
て
は
、
資
産
、
負
債
又
は
純
資
産
を
示
す
適
当
な
名
称
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

処
分
価
格
を
付
す
こ
と
が
困
難
な
資
産
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の
貸
借
対
照
表
に
は
、
当
該
資
産
に
係
る

財
産
評
価
の
方
針
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
各
清
算
事
務
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
）

第
五
条
の
七

法
第
四
十
六
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
は
、
各
清
算
事
務
年
度
（
同
項
に
規
定

す
る
各
清
算
事
務
年
度
を
い
う
。
第
五
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
会
計
帳
簿
に
基
づ
き
作
成
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
貸
借
対
照
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

法
第
四
十
六
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
の
附
属
明
細
書
は
、
貸
借
対
照
表
の
内
容
を
補
足

す
る
重
要
な
事
項
を
そ
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
各
清
算
事
務
年
度
に
係
る
事
務
報
告
）

第
五
条
の
八

法
第
四
十
六
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
報
告
は
、
清
算
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
状
況

に
係
る
重
要
な
事
項
を
そ
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
四
十
六
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
報
告
の
附
属
明
細
書
は
、
事
務
報
告
の
内
容
を
補
足
す
る

重
要
な
事
項
を
そ
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
法
人
の
監
査
報
告
）

第
五
条
の
九

法
第
四
十
六
条
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

２

清
算
法
人
の
監
事
は
、
各
清
算
事
務
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及
び
事
務
報
告
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書

を
受
領
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

監
事
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容

二

各
清
算
事
務
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
が
当
該
清
算
法
人
の
財
産
の
状
況
を
全
て
の

重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見

三

各
清
算
事
務
年
度
に
係
る
事
務
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
が
法
令
又
は
定
款
に
従
い
当
該
清
算
法
人
の
状

況
を
正
し
く
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見

四

清
算
人
の
職
務
の
遂
行
に
関
し
、
不
正
の
行
為
又
は
法
令
若
し
く
は
定
款
に
違
反
す
る
重
大
な
事
実
が
あ
つ

た
と
き
は
、
そ
の
事
実

五

監
査
の
た
め
必
要
な
調
査
が
で
き
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

六

監
査
報
告
を
作
成
し
た
日

３

特
定
監
事
は
、
第
五
条
の
七
第
一
項
の
貸
借
対
照
表
及
び
前
条
第
一
項
の
事
務
報
告
の
全
部
を
受
領
し
た
日
か

ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日
（
特
定
清
算
人
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
特
定
監
事
の
間
で
合
意
し
た
日
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

日
）
ま
で
に
、
特
定
清
算
人
に
対
し
て
、
監
査
報
告
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
清
算
人
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を
受
け
る
清
算
人
と
し
て
定
め

ら
れ
た
清
算
人

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

第
五
条
の
七
第
一
項
の
貸
借
対
照
表
及
び
前
条
第
一
項
の
事
務
報
告
並

び
に
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
の
作
成
に
関
す
る
職
務
を
行
つ
た
清
算
人

４

第
五
条
の
七
第
一
項
の
貸
借
対
照
表
及
び
前
条
第
一
項
の
事
務
報
告
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て

は
、
特
定
清
算
人
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
た
日
に
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た
も

の
と
す
る
。

５

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
監
事
が
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
べ
き
日
ま
で
に
同
項
の
規
定
に

よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
す
べ
き
日
に
、
第
五
条
の
七
第
一
項
の
貸
借

対
照
表
及
び
前
条
第
一
項
の
事
務
報
告
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た
も

の
と
み
な
す
。

６

第
三
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
「
特
定
監
事
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

二
人
以
上
の
監
事
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
す
べ
き

監
事
を
定
め
た
と
き

当
該
通
知
を
す
べ
き
監
事
と
し
て
定
め
ら
れ
た
監
事

二

二
人
以
上
の
監
事
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
す
べ
き

監
事
を
定
め
て
い
な
い
と
き

全
て
の
監
事

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

監
事

（
決
算
報
告
）

第
五
条
の
十

法
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
決
算
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容

と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

適
切
な
項
目
に
細
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

債
権
の
取
立
て
、
資
産
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
に
よ
つ
て
得
た
収
入
の
額

二

債
務
の
弁
済
、
清
算
に
係
る
費
用
の
支
払
そ
の
他
の
行
為
に
よ
る
費
用
の
額

三

残
余
財
産
の
額
（
支
払
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
税
額
及
び
当
該
税
額
を
控
除
し
た
後
の
財
産
の
額
）

２

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
残
余
財
産
の
引
渡
し
を
完
了
し
た
日
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
吸
収
合
併
契
約
）

第
五
条
の
十
一

法
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

吸
収
合
併
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
日

二

吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（
法
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）の
職
員
の
処
遇





平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報

第
六
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
法
人
」
を
「
社
会
福
祉
法
人
」
に
、「
第
四
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第

五
十
条
第
三
項
又
は
法
第
五
十
四
条
の
六
第
二
項
」
に
、「
合
併
の
認
可
」
を
「
吸
収
合
併
（
法
第
四
十
九
条
に
規
定

す
る
吸
収
合
併
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
新
設
合
併
（
法
第
五
十
四
条
の
五
に
規
定
す
る
新
設
合
併
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）の
認
可
」
に
、「
合
併
の
理
由
」
を
「
吸
収
合
併
又
は
新
設
合
併
の
理
由
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第

四
十
九
条
第
一
項
」
を
「
法
第
五
十
二
条
及
び
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
又
は
法
第
五
十
四
条
の
八
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
法
人
」
を
「
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人

（
法
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
新
設
合
併
設
立
社
会
福

祉
法
人
（
法
第
五
十
四
条
の
五
第
二
号
に
規
定
す
る
新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
に
改

め
、
同
項
第
三
号
中
「
合
併
す
る
各
法
人
」
を
「
吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（
法
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
吸

収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（
法
第
五
十
四
条
の
五
第

一
号
に
規
定
す
る
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
合
併
後
存

続
す
る
法
人
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
法
人
」
を
「
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
又
は
新
設
合
併
設
立
社
会
福

祉
法
人
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
役
員
と
な
る
べ
き
者
」
を
「
評
議
員
と
な
る
べ
き
者
及
び
役
員
と
な
る
べ
き
者
」

に
、「
合
併
後
存
続
す
る
法
人
」
を
「
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
」
に
、「
役
員
と
な
る
者
」
を
「
評
議
員
と
な
る

べ
き
者
又
は
引
き
続
き
役
員
と
な
る
べ
き
者
」
に
改
め
、
同
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ

評
議
員
と
な
る
べ
き
者
の
う
ち
に
、
他
の
各
評
議
員
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て
、
第
二
条
の
七
第
六
号
に

規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。）、
同
条
第
七
号
に

規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
半
数
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。）又
は
同
条
第
八
号
に
規
定
す
る

者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。）が
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の

各
評
議
員
の
氏
名
及
び
当
該
他
の
各
評
議
員
と
の
関
係
を
説
明
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

ホ

評
議
員
と
な
る
べ
き
者
の
う
ち
に
、
他
の
各
役
員
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て
、
第
二
条
の
八
第
六
号
に
規

定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。）又
は
同
条
第
七
号
に

規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
半
数
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。）が
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の
各

役
員
の
氏
名
及
び
当
該
他
の
各
役
員
と
の
関
係
を
説
明
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

ヘ

理
事
と
な
る
べ
き
者
の
う
ち
に
、
他
の
各
理
事
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て
、
第
二
条
の
十
各
号
に
規
定
す

る
者
（
第
六
号
又
は
第
七
号
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
号
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の
一
を

超
え
な
い
場
合
に
限
る
。）が
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の
各
理
事
の
氏
名
及
び
当
該
他
の
各
理
事
と
の
関
係
を

説
明
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

ト

監
事
と
な
る
べ
き
者
の
う
ち
に
、
他
の
各
役
員
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て
、
第
二
条
の
十
一
第
六
号
に
規

定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。）、
同
条
第
七
号
に
規

定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。）、
同
条
第
八
号
に
規

定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
半
数
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。）又
は
同
条
第
九
号
に
規
定
す
る
者

（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。）が
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の
各

役
員
の
氏
名
及
び
当
該
他
の
各
役
員
と
の
関
係
を
説
明
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

第
六
条
第
一
項
第
五
号
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
二
十
一
条
を
加
え
る
。

（
吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
事
前
開
示
事
項
）

第
六
条
の
二

法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
（
法
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）の
定
款
の
定
め

二

吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

最
終
会
計
年
度
（
各
会
計
年
度
に
係
る
法
第
四
十
五
条
の
二
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
に
つ
き

法
第
四
十
五
条
の
三
十
第
二
項
の
承
認
（
法
第
四
十
五
条
の
三
十
一
前
段
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

法
第
四
十
五
条
の
二
十
八
第
三
項
の
承
認
）
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
各
会
計
年
度
の
う
ち
最
も
遅
い

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
係
る
監
査
報
告
等
（
各
会
計
年
度
に
係
る
計
算
書
類
、
事
業
報
告
及
び
監
査

報
告
（
法
第
四
十
五
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
会
計
監
査
報
告
を
含

む
。）を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
内
容
（
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
吸
収
合
併
存
続
社
会
福

祉
法
人
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
の
内
容
）

ロ

最
終
会
計
年
度
の
末
日
（
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の

成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な
債
務
の
負
担
そ
の
他
の
法
人
財
産
（
社
会
福
祉
法
人
の
財

産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
法
第
五

十
二
条
の
評
議
員
会
の
日
の
二
週
間
前
の
日
（
法
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団

法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
九
十
四
条
第
一
項
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
提
案
が
あ

つ
た
日
。
以
下
同
じ
。）後
吸
収
合
併
の
登
記
の
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
会
計
年
度
が
存
す
る
こ
と
と
な

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
会
計
年
度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る
。）

三

吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（
清
算
法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い
て
の
次
に
掲

げ
る
事
項

イ

吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
最
終
会
計
年
度
の
末
日
（
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
つ

て
は
、
吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な
債
務
の
負
担
そ

の
他
の
法
人
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
法
第
五
十
二
条

の
評
議
員
会
の
日
の
二
週
間
前
の
日
後
吸
収
合
併
の
登
記
の
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
会
計
年
度
が
存
す

る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
会
計
年
度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限

る
。）

ロ

吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
最
終
会
計
年
度
が
な
い
と
き
は
、
吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法

人
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表

四

吸
収
合
併
の
登
記
の
日
以
後
に
お
け
る
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
債
務
（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第

四
号
の
規
定
に
よ
り
吸
収
合
併
に
つ
い
て
異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
に

限
る
。）の
履
行
の
見
込
み
に
関
す
る
事
項

五

法
第
五
十
二
条
の
評
議
員
会
の
日
の
二
週
間
前
の
日
後
、前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、

変
更
後
の
当
該
事
項

（
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
）

第
六
条
の
三

法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
よ

る
公
告
の
日
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
催
告
の
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

公
告
対
象
法
人
（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
及
び
吸
収
合
併
存
続
社

会
福
祉
法
人
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
き
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

二

公
告
対
象
法
人
が
清
算
法
人
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
会
計
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の
要
旨
の
内
容

２

前
項
第
三
号
の
貸
借
対
照
表
の
要
旨
に
係
る
事
項
の
金
額
は
、
百
万
円
単
位
又
は
十
億
円
単
位
を
も
つ
て
表
示

す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
福
祉
法
人
の
財
産
の
状
態
を
的
確
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
第
三
号
の
貸
借
対
照
表
の
要
旨
に
係
る
事
項
の
金
額
は
、
適
切
な
単
位
を
も
つ

て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
事
前
開
示
事
項
）

第
六
条
の
四

法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（
清
算
法
人
を
除
く
。）に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

最
終
会
計
年
度
に
係
る
監
査
報
告
等
の
内
容
（
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
吸
収
合
併
消

滅
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
の
内
容
）
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ロ

最
終
会
計
年
度
の
末
日
（
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の

成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な
債
務
の
負
担
そ
の
他
の
法
人
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響

を
与
え
る
事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
評
議
員
会
の
日
の
二
週
間

前
の
日
（
法
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る

法
律
第
百
九
十
四
条
第
一
項
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
提
案
が
あ
つ
た
日
。
以
下
同
じ
。）後
吸
収
合
併

の
登
記
の
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
会
計
年
度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
新
た
な

最
終
会
計
年
度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る
。）

二

吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（
清
算
法
人
に
限
る
。）が
法
第
四
十
六
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

作
成
し
た
貸
借
対
照
表

三

吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
最
終
会
計
年
度
の
末
日
（
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
つ

て
は
、
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な
債
務
の
負
担
そ

の
他
の
法
人
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
法
第
五
十
四
条

の
二
第
一
項
の
評
議
員
会
の
日
の
二
週
間
前
の
日
後
吸
収
合
併
の
登
記
の
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
会
計

年
度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
会
計
年
度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の

内
容
に
限
る
。）

ロ

吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
最
終
会
計
年
度
が
な
い
と
き
は
、
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法

人
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表

四

吸
収
合
併
の
登
記
の
日
以
後
に
お
け
る
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
債
務
（
法
第
五
十
四
条
の
三
第
一

項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
吸
収
合
併
に
つ
い
て
異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債

務
に
限
る
。）の
履
行
の
見
込
み
に
関
す
る
事
項

五

法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
評
議
員
会
の
日
の
二
週
間
前
の
日
後
吸
収
合
併
の
登
記
の
日
ま
で
の
間
に
、

前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
当
該
事
項

（
資
産
の
額
等
）

第
六
条
の
五

法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
債
務
の
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
は
、
第
一

号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

吸
収
合
併
の
直
後
に
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
貸
借
対
照
表
の
作
成
が
あ
つ
た
も
の
と
す
る
場
合
に

お
け
る
当
該
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
す
べ
き
額

二

吸
収
合
併
の
直
前
に
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
貸
借
対
照
表
の
作
成
が
あ
つ
た
も
の
と
す
る
場
合
に

お
け
る
当
該
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
す
べ
き
額

２

法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
資
産
の
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ

る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

吸
収
合
併
の
直
後
に
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
貸
借
対
照
表
の
作
成
が
あ
つ
た
も
の
と
す
る
場
合
に

お
け
る
当
該
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
す
べ
き
額

二

吸
収
合
併
の
直
前
に
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
貸
借
対
照
表
の
作
成
が
あ
つ
た
も
の
と
す
る
場
合
に

お
け
る
当
該
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
す
べ
き
額

（
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
）

第
六
条
の
六

法
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定

に
よ
る
公
告
の
日
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
催
告
の
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

公
告
対
象
法
人
（
法
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
第
三
号
の
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
及
び
吸
収
合
併
消

滅
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
き
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

二

公
告
対
象
法
人
が
清
算
法
人
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
会
計
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の
要
旨
の
内
容

２

第
六
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号
の
貸
借
対
照
表
の
要
旨
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
事
後
開
示
事
項
）

第
六
条
の
七

法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

吸
収
合
併
の
登
記
の
日

二

吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
に
お
け
る
法
第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

三

吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
に
お
け
る
法
第
五
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

四

吸
収
合
併
に
よ
り
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
が
吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
か
ら
承
継
し
た
重
要
な

権
利
義
務
に
関
す
る
事
項

五

法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
が
備
え
置
い
た
書
面
又
は
電
磁
的
記

録
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
事
項
（
吸
収
合
併
契
約
の
内
容
を
除
く
。）

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
吸
収
合
併
に
関
す
る
重
要
な
事
項

（
新
設
合
併
契
約
）

第
六
条
の
八

法
第
五
十
四
条
の
五
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

新
設
合
併
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
日

二

新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
職
員
の
処
遇

（
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
事
前
開
示
事
項
）

第
六
条
の
九

法
第
五
十
四
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

他
の
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（
清
算
法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い
て
の
次

に
掲
げ
る
事
項

イ

最
終
会
計
年
度
に
係
る
監
査
報
告
等
の
内
容
（
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
他
の
新
設
合

併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
の
内
容
）

ロ

他
の
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
最
終
会
計
年
度
の
末
日
（
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、
他
の
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な
債
務

の
負
担
そ
の
他
の
法
人
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
法
第

五
十
四
条
の
八
の
評
議
員
会
の
日
の
二
週
間
前
の
日
（
法
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一

般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
九
十
四
条
第
一
項
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
提

案
が
あ
つ
た
日
。
以
下
同
じ
。）後
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
会

計
年
度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
会
計
年
度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象

の
内
容
に
限
る
。）

二

他
の
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（
清
算
法
人
に
限
る
。）が
法
第
四
十
六
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
作
成
し
た
貸
借
対
照
表

三

当
該
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（
清
算
法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い
て
の
次

に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
最
終
会
計
年
度
の
末
日
（
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な
債
務

の
負
担
そ
の
他
の
法
人
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
法
第

五
十
四
条
の
八
の
評
議
員
会
の
日
の
二
週
間
前
の
日
後
新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
ま
で
の

間
に
新
た
な
最
終
会
計
年
度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
会
計
年
度
の
末

日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る
。）

ロ

当
該
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
最
終
会
計
年
度
が
な
い
と
き
は
、
当
該
新
設
合
併
消
滅
社

会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表

四

新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
以
後
に
お
け
る
新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人
の
債
務
（
他
の

新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
か
ら
承
継
す
る
債
務
を
除
き
、
法
第
五
十
四
条
の
九
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に

よ
り
新
設
合
併
に
つ
い
て
異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
に
限
る
。）の
履
行

の
見
込
み
に
関
す
る
事
項

五

法
第
五
十
四
条
の
八
の
評
議
員
会
の
日
の
二
週
間
前
の
日
後
、
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と

き
は
、
変
更
後
の
当
該
事
項
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（
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
）

第
六
条
の
十

法
第
五
十
四
条
の
九
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定

に
よ
る
公
告
の
日
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
催
告
の
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

公
告
対
象
法
人
（
法
第
五
十
四
条
の
九
第
一
項
第
三
号
の
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
次
号
に

お
い
て
同
じ
。）に
つ
き
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

二

公
告
対
象
法
人
が
清
算
法
人
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
会
計
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の
要
旨
の
内
容

２

第
六
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号
の
貸
借
対
照
表
の
要
旨
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
変
更
の
承
認
の
申
請
）

第
六
条
の
十
八

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
変
更
の
承
認
の
申
請
は
、

申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

変
更
後
の
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
を
記
載
し
た
書
類

二

第
六
条
の
十
三
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

（
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
に
お
け
る
軽
微
な
変
更
）

第
六
条
の
十
九

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以

外
の
も
の
と
す
る
。

一

社
会
福
祉
充
実
事
業
の
種
類
の
変
更

二

社
会
福
祉
充
実
事
業
の
事
業
区
域
の
変
更
（
変
更
前
の
事
業
区
域
と
変
更
後
の
事
業
区
域
と
が
同
一
の
市
町

村
（
特
別
区
を
含
む
。）の
区
域
内
で
あ
る
場
合
を
除
く
。）

三

社
会
福
祉
充
実
事
業
の
実
施
期
間
の
変
更
（
変
更
前
の
各
社
会
福
祉
充
実
事
業
を
実
施
す
る
年
度（
以
下「
実

施
年
度
」
と
い
う
。）と
変
更
後
の
実
施
年
度
と
が
同
一
で
あ
る
場
合
を
除
く
。）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
変
更
の
ほ
か
、
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
重
要
な
変
更

（
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
に
お
け
る
軽
微
な
変
更
に
関
す
る
届
出
）

第
六
条
の
二
十

法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
に
関
す
る
届
出
は
、
届
出
書
に
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

変
更
後
の
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
を
記
載
し
た
書
類

二

そ
の
他
必
要
な
書
類

（
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
終
了
の
承
認
の
申
請
）

第
六
条
の
二
十
一

法
第
五
十
五
条
の
四
に
規
定
す
る
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
終
了
の
承
認
の
申
請
は
、
申
請

書
に
、
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類
を
添

付
し
て
所
轄
庁
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
様
式
）

第
六
条
の
二
十
二

第
六
条
の
十
三
、
第
六
条
の
十
八
、
第
六
条
の
二
十
及
び
前
条
に
規
定
す
る
書
類
は
、
書
面
又

は
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
長
が
定
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
法
人
」
を
「
社
会
福
祉
法
人
」
に
、「
第
十
三
条
各
号
」
を
「
第
一
条
の
四
各
号
」に
改
め
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
届
出
）

第
九
条

法
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
計
算
書
類
等
及
び
財
産
目
録
等
（
以
下
「
届
出
計
算
書
類
等
」
と
い
う
。）

の
届
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

書
面
の
提
供
（
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
場

合
に
限
る
。）

イ

届
出
計
算
書
類
等
が
書
面
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し

た
書
面
二
通
の
提
供

ロ

届
出
計
算
書
類
等
が
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た

事
項
を
記
載
し
た
書
面
二
通
の
提
供

（
新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人
の
事
後
開
示
事
項
）

第
六
条
の
十
一

法
第
五
十
四
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一

新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日

二

法
第
五
十
四
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

三

新
設
合
併
に
よ
り
新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人
が
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
か
ら
承
継
し
た
重
要
な

権
利
義
務
に
関
す
る
事
項

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
新
設
合
併
に
関
す
る
重
要
な
事
項

第
六
条
の
十
二

法
第
五
十
四
条
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
法
第
五
十
四
条

の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
が
備
え
置
い
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
又
は

記
録
が
さ
れ
た
事
項
（
新
設
合
併
契
約
の
内
容
を
除
く
。）と
す
る
。

（
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
承
認
の
申
請
）

第
六
条
の
十
三

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
承
認
の
申
請
は
、
申
請
書
に
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

社
会
福
祉
充
実
計
画
を
記
載
し
た
書
類

二

法
第
五
十
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
者
の
意
見
を
聴
取
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

三

法
第
五
十
五
条
の
二
第
七
項
の
評
議
員
会
の
議
事
録

四

そ
の
他
必
要
な
書
類

（
控
除
対
象
財
産
額
等
）

第
六
条
の
十
四

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

し
た
額
は
、
社
会
福
祉
法
人
が
当
該
会
計
年
度
の
前
会
計
年
度
の
末
日
に
お
い
て
有
す
る
財
産
の
う
ち
次
に
掲
げ

る
財
産
の
合
計
額
を
い
う
。

一

社
会
福
祉
事
業
、
公
益
事
業
及
び
収
益
事
業
の
実
施
に
必
要
な
財
産

二

前
号
に
掲
げ
る
財
産
の
う
ち
固
定
資
産
の
再
取
得
等
に
必
要
な
額
に
相
当
す
る
財
産

三

当
該
会
計
年
度
に
お
い
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
の
実
施
の
た
め
最
低
限
必
要
と
な
る
運
転
資
金

２

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
産
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
貸

借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
し
た
額
の
う
ち
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
産
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

（
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
記
載
事
項
）

第
六
条
の
十
五

法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

二

社
会
福
祉
充
実
事
業
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
充
実
事
業
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）に
関
す
る
資
金
計
画

三

法
第
五
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
検
討
の
結
果

四

法
第
五
十
五
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
意
見
の
聴
取
の
結
果

五

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
実
施
す
る
事
業
の
検
討
の
結
果
）

第
六
条
の
十
六

法
第
五
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
は
、
社

会
福
祉
法
人
の
設
立
の
目
的
を
踏
ま
え
、同
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
順
に
そ
の
実
施
に
つ
い
て
検
討
し
、

そ
の
検
討
の
結
果
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
財
務
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
）

第
六
条
の
十
七

法
第
五
十
五
条
の
二
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
監
査
法
人
又
は
税
理
士
法
人
と

す
る
。
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（
法
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
二
十
九
条
の
三

法
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二

電
話
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
そ
の
他
の
連
絡
先
に
係
る
情
報

三

介
護
福
祉
士
登
録
簿
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

四

就
業
に
関
す
る
状
況

（
届
出
の
方
法
）

第
二
十
九
条
の
四

法
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
都

道
府
県
セ
ン
タ
ー
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
届
出
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回

線
で
接
続
し
た
も
の
を
い
う
。）を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第

九
十
九
条
に
規
定
す
る
中
央
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
中
央
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。）を
経
由
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。

（
法
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
二
十
九
条
の
五

法
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉

士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る

文
部
科
学
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
し
た
学
校
及
び
都
道
府
県
知
事
の
指
定
し
た
養
成
施
設
並
び
に
同
条

第
四
号
に
規
定
す
る
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学

校
で
あ
つ
て
文
部
科
学
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
し
た
も
の
の
設
置
者
と
す
る
。

（
法
第
九
十
五
条
の
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
二
十
九
条
の
六

法
第
九
十
五
条
の
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
法
第
九
十
四
条
各
号
（
第
六

号
を
除
く
。）に
掲
げ
る
業
務
を
適
切
、
公
正
か
つ
中
立
に
実
施
で
き
る
者
と
し
て
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
が
認
め
る

者
と
す
る
。

第
三
十
一
条
中
「
前
三
条
」
を
「
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
及
び
前
条
」
に
、「
中
央
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
」
を

「
中
央
セ
ン
タ
ー
」
に
、「
第
九
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
九
十
三
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
中
「
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
」
を
「
第
二
十
八
条
、第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
条
」に
、「
第

九
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
九
十
三
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
理
事
（
定
款
を
も
つ
て
理
事
の
代
表
権
を
制
限
し
て
い
る
と
き
は
、
代
表
権
を
有
す
る

理
事
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
「
理
事
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
理
事
」
を「
理
事
長
」

に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
十
五
号
中
「
第
六
条
第
一
項
第
四
号
ニ
」
を
「
第
六
条
第
一
項
第
四
号
ニ
か
ら
ト
ま
で
」に
改
め
、

同
条
第
二
十
一
号
を
削
る
。

附
則
第
七
項
中
「
法
人
」
を
「
社
会
福
祉
法
人
」
に
、「
第
十
号
」
を
「
第
十
一
号
」
に
改
め
る
。

二

電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
（
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
方

法
に
よ
る
場
合
に
限
る
。）

イ

届
出
計
算
書
類
等
が
書
面
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的

方
法
に
よ
る
提
供

ロ

届
出
計
算
書
類
等
が
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た

事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

三

届
出
計
算
書
類
等
の
内
容
を
当
該
届
出
に
係
る
行
政
機
関
（
厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
及
び
市
長
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
に
規
定
す

る
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
接
続
さ
れ
た
届
出
計
算
書
類
等
の
管
理
等
に

関
す
る
統
一
的
な
支
援
の
た
め
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
す
る
方
法

第
十
条
第
一
項
中
「
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削

り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
福
祉
法
人
が
前
条
第
三
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
届
出
を
行
い
、
行
政

機
関
等
が
当
該
届
出
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
届
出
計
算
書
類
等
の
内
容
の
公
表
を
行
う
と
き
は
、
当
該
社
会
福
祉
法

人
が
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
公
表
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
法

人
の
運
営
に
係
る
重
要
な
部
分
に
限
り
、個
人
の
権
利
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
を
除
く
。）と
す
る
。

一

法
第
四
十
五
条
の
二
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類

二

法
第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
役
員
等
名
簿
及
び
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
書
類

（
第
二
条
の
四
十
一
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
規
定
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
部
分
を
除
く
。）

第
十
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
調
査
事
項
）

第
十
条
の
二

法
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
、第
三
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
（
個
人
の
権
利
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
を
除
く
。）と
す
る
。

一

法
第
四
十
五
条
の
二
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
の
内
容

二

法
第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
附
属
明
細
書
の
う
ち
社
会
福
祉
法
人
会
計
基
準
第
三
十
条
第

一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
拠
点
区
分
資
金
収
支
明
細
書
及
び
同
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
拠
点
区
分
事
業
活
動

明
細
書
の
内
容

三

法
第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
産
目
録
の
内
容

四

法
第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
書
類
（
第
二
条
の
四
十
一
第
十
五
号
に
規
定
す
る
事

項
が
記
載
さ
れ
た
部
分
を
除
く
。）の
内
容

五

承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
内
容

六

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
報
告
方
法
）

第
十
条
の
三

法
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲

げ
る
方
法
と
す
る
。

一

電
磁
的
方
法

二

第
九
条
第
三
号
に
規
定
す
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
す
る
方
法

第
十
一
条
第
二
項
第
三
号
中
「
代
表
者
」
を
「
理
事
長
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
役
員
」
を
「
評
議
員
又
は

役
員
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
削
り
、
同
項
第
九
号
を
第
八
号
と
す
る
。

第
十
三
条
中
「
第
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
六
条
の
十
三
、
第
六
条
の
二
十
、
第
六
条
の
二
十
一
」を
加
え
、

同
条
各
号
を
削
る
。

第
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
七
条

削
除

第
十
八
条
第
一
号
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
第
二
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
法
人
」
を
「
社
会
福
祉
法
人
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
代
表
者
」
を
「
理
事
長
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
役
員
」
を
「
評
議
員
及
び
役
員
」
に
、「
住
所
及
び
略
歴
」
を
「
住
所
並
び
に
略

歴
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
中
「
第
九
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
九
十
三
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え

る
。（

法
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
十
九
条
の
二

法
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

社
会
福
祉
事
業
等
に
従
事
し
な
く
な
つ
た
場
合

二

介
護
福
祉
士
の
登
録
を
受
け
た
後
、
社
会
福
祉
事
業
等
に
直
ち
に
従
事
す
る
見
込
み
が
な
い
場
合





別
記
様
式
の
裏
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通

信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
表
一
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）

第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
定
款
の
備

置
き

第
四
十
五
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
議
事
録

の
備
置
き

第
四
十
五
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
議
事
録

の
写
し
の
備
置
き

第
四
十
五
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
会
計

帳
簿
及
び
資
料
の
保
存

第
四
十
五
条
の
二
十
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
計
算

書
類
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
を
い

う
。）及
び
そ
の
附
属
明
細
書
の
保
存

第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
計
算

書
類
等
（
同
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
等
を
い
う
。）

の
備
置
き

第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
計
算

書
類
等
の
写
し
の
備
置
き

第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
財
産

目
録
等
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
財
産
目
録
等
を

い
う
。）及
び
そ
の
写
し
の
備
置
き

第
四
十
六
条
の
二
十
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
財
産

目
録
等
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産
目
録
等
を

い
う
。）の
保
存

第
四
十
六
条
の
二
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
貸
借

対
照
表
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
の
保
存

第
四
十
六
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
借

対
照
表
等
（
同
項
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
等
を
い

う
。）の
備
置
き

第
四
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
帳
簿
資
料
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
帳
簿
資
料

を
い
う
。）の
保
存

別
表
第
二
社
会
福
祉
法
の
項
を
削
る
。

別
表
第
三
社
会
福
祉
法
の
項
を
削
る
。

別
表
第
四
社
会
福
祉
法
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

社
会
福
祉
法

第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
定

款
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付

第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ

る
計
算
書
類
等
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
計
算
書

類
等
を
い
う
。）の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付

第
四
十
六
条
の
二
十
六
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ

る
貸
借
対
照
表
等
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貸
借

対
照
表
を
い
う
。）の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付

第
五
十
一
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
同
条
第

一
項
の
書
面
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報



第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
同
条
第

一
項
の
書
面
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付

第
五
十
四
条
の
四
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
同

条
第
一
項
の
書
面
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付

第
五
十
四
条
の
七
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
同

条
第
一
項
の
書
面
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付

第
五
十
四
条
の
十
一
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る

同
条
第
二
項
の
書
面
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令

第
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
う
ち
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
九
号
）
第
二
十

六
条
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
基
本
研
修
又
は
医
療
的
ケ
ア
を
修
了
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、」を
削

る
。第

一
条
の
う
ち
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
十
九
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
若
し
く
は
第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
」

を
「
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
若
し
く
は
第
五
号
」
に
、「
同
項
第
一
号
」
を
「
同
項
第
四
号
」
に

改
め
る
。

第
五
条
の
う
ち
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
第
七
百
十
二
条
の
改
正
規
定
中

「
同
条
第
二
十
二
条
の
四
」
を
「
同
条
第
二
十
二
号
の
四
」
に
改
め
る
。

附
則
を
附
則
第
一
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て「（
施
行
期
日
）」を
付
し
、
附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
附
則
第
六
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
休
業
）

第
二
条

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
附

則
第
六
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
休
業
は
、
次
に
掲
げ
る
休
業
と
す
る
。

一

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第

七
十
六
号
。
次
号
に
お
い
て
「
育
児
・
介
護
休
業
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
育
児
休
業
に
後

続
す
る
休
業
で
あ
っ
て
子
の
養
育
を
す
る
た
め
に
す
る
も
の

二

育
児
・
介
護
休
業
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
介
護
休
業
に
後
続
す
る
休
業
で
あ
っ
て
同
条
第
四
号
に
規

定
す
る
対
象
家
族
を
介
護
す
る
た
め
に
す
る
も
の

三

災
害
、
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
る
休
業

（
社
会
福
祉
法
人
会
計
基
準
の
一
部
改
正
）

第
四
条

社
会
福
祉
法
人
会
計
基
準
（
平
成
二
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条

第
二
条
の
三
）

第
二
章

会
計
帳
簿
（
第
三
条

第
六
条
）

第
三
章

計
算
関
係
書
類

第
一
節

総
則
（
第
七
条

第
十
一
条
）

第
二
節

資
金
収
支
計
算
書
（
第
十
二
条

第
十
八
条
）

第
三
節

事
業
活
動
計
算
書
（
第
十
九
条

第
二
十
四
条
）

第
四
節

貸
借
対
照
表
（
第
二
十
五
条

第
二
十
八
条
）

第
五
節

計
算
書
類
の
注
記
（
第
二
十
九
条
）

第
六
節

附
属
明
細
書
（
第
三
十
条
）

第
四
章

財
産
目
録
（
第
三
十
一
条

第
三
十
四
条
）

第
二
条
中
「
、
そ
の
附
属
明
細
書
及
び
財
産
目
録
（
以
下
「
計
算
書
類
等
」
と
い
う
。）」
を
「
及
び
そ
の
附
属
明

細
書
（
以
下
「
計
算
関
係
書
類
」
と
い
う
。）並
び
に
財
産
目
録
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
総
額
表
示
）

第
二
条
の
二

計
算
関
係
書
類
及
び
財
産
目
録
に
記
載
す
る
金
額
は
、
原
則
と
し
て
総
額
を
も
っ
て
表
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
金
額
の
表
示
の
単
位
）

第
二
条
の
三

計
算
関
係
書
類
及
び
財
産
目
録
に
記
載
す
る
金
額
は
、一
円
単
位
を
も
っ
て
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
四
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
章

計
算
関
係
書
類

第
七
条
の
見
出
し
を「（
各
会
計
年
度
に
係
る
計
算
書
類
）」に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
社
会
福
祉
法
人
が
作
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
計
算
書
類
等
は
、」を
「
法
第
四
十
五
条
の
二
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
各
会
計

年
度
に
係
る
計
算
書
類
は
、
当
該
会
計
年
度
に
係
る
会
計
帳
簿
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及

び
第
二
号
中
「
各
会
計
年
度
に
係
る
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中「（
法

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
又
は
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
益
事
業
若
し
く
は
収
益
事

業
の
区
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「（
社
会
福
祉
法
人
が
そ
の
行
う
事
業
の
会
計
管
理

の
実
態
を
勘
案
し
て
設
け
る
区
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
り
、
同
条
を
第
七
条
の
二
と
し
、
同
条
の
前
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

（
成
立
の
日
の
貸
借
対
照
表
）

第
七
条

法
第
四
十
五
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
貸
借
対
照
表
は
、
社
会
福
祉
法
人
の
成
立

の
日
に
お
け
る
会
計
帳
簿
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
る
次
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

２

社
会
福
祉
法
人
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書

類
の
作
成
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

事
業
区
分
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
又
は
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
益

事
業
若
し
く
は
収
益
事
業
の
区
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）が
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の

み
で
あ
る
場
合

次
条
第
一
項
第
一
号
ロ

二

拠
点
区
分
（
社
会
福
祉
法
人
が
そ
の
行
う
事
業
の
会
計
管
理
の
実
態
を
勘
案
し
て
設
け
る
区
分
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）の
数
が
一
で
あ
る
場
合

次
条
第
一
項
第
一
号
ロ
、
ハ
及
び
ニ

三

事
業
区
分
に
お
い
て
拠
点
区
分
の
数
が
一
で
あ
る
場
合

次
条
第
一
項
第
一
号
ハ

第
八
条
及
び
第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
条

削
除

第
九
条

削
除

第
二
十
二
条
第
四
項
中
「
場
合
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
中
「
計
算
書
類
等
」
を
「
計
算
書
類
」
に
改
め
、
同
項
第
十
五
号
中「
純
資
産
増
減
」

を
「
純
資
産
の
増
減
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
常
勤
の
役
員
又
は
評
議
員
と
し
て
報
酬
を
受
け
て
い
る
者

二

前
号
に
掲
げ
る
者
の
近
親
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
が
議
決
権
の
過
半
数
を
有
し
て
い
る
法
人

四

支
配
法
人
（
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
る
他
の
法
人

を
い
う
。
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。）

五

被
支
配
法
人
（
当
該
社
会
福
祉
法
人
が
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
る
他
の
法

人
を
い
う
。）

六

当
該
社
会
福
祉
法
人
と
同
一
の
支
配
法
人
を
も
つ
法
人





別表第一 資金収支計算書勘定科目（第十八条関係）
収入の部

事業活動による収入

大 区 分 中 区 分 小 区 分

介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入

利用者負担金収入（公費）

利用者負担金収入（一般）

居宅介護料収入

（介護報酬収入） 介護報酬収入

介護予防報酬収入

（利用者負担金収入） 介護負担金収入（公費）

介護負担金収入（一般）

介護予防負担金収入（公費）

介護予防負担金収入（一般）

地域密着型介護料収入

（介護報酬収入） 介護報酬収入

介護予防報酬収入

（利用者負担金収入） 介護負担金収入（公費）

介護負担金収入（一般）

介護予防負担金収入（公費）

介護予防負担金収入（一般）

居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入

介護予防支援介護料収入

介護予防・日常生活支援総
合事業収入

事業費収入

事業負担金収入（公費）

事業負担金収入（一般）

利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入

居宅介護サービス利用料収入

地域密着型介護サービス利用料
収入

食費収入（公費）

平
成


年


月


日
金
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報 第 一 号 第 四 様 式 中 「 （第七条関係 ） 」 を 「 （第十七条第四項関係 ） 」 に 改 め 、 同 様 式 勘 定 科 目 の 項 収 入 欄

中 「食費収入（一般） 」 を 「食費収入（一般）食費収入（特定） 」 に 、「居住費収入（一般） 」 を
「居住費収入（一般）

居住費収入（特定） 」 に 、

「補助金事業収入 」 を 「補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般） 」 に 、「市町村特別事業収入 」 を 「市町村特別事業収市町村特別事業収
入（公費）
入（一般） 」 に 、「受託事業収入 」 を 「受託事業収入（公費）受託事業収入（一般） 」 に 、「入院診療収入 」 を 「入院診療収入（公入院診療収入（一
費）
般） 」 に 、「外来診療収入 」 を 「外来診療収入（公費）外来診療収入（一般） 」 に 、「訪問看護療養費収入 」 を 「訪問看護療養費訪問看護療養費
収入（公費）
収入（一般） 」 に 改 め る 。

第 二 号 第 一 様 式 か ら 第 二 号 第 三 様 式 ま で 中 「 （第七条関係 ） 」 を 「 （第二十三条第四項関係 ） 」 に 改 め

る 。
第 二 号 第 四 様 式 中 「 （第七条関係 ） 」 を 「 （第二十三条第四項関係 ） 」 に 改 め 、 同 様 式 勘 定 科 目 の 項 収 益

欄 中 「食費収益（一般） 」 を 「食費収益（一般）食費収益（特定） 」 に 、「居住費収益（一般） 」 を
「居住費収益（一般）

居住費収益（特定） 」 に 、

「補助金事業収益 」 を 「補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般） 」 に 、「市町村特別事業収益 」 を 「市町村特別事業収市町村特別事業収
益（公費）
益（一般） 」 に 、「受託事業収益 」 を 「受託事業収益（公費）受託事業収益（一般） 」 に 、「入院診療収益 」 を 「入院診療収益（公入院診療収益（一
費）
般） 」 に 、「外来診療収益 」 を 「外来診療収益（公費）外来診療収益（一般） 」 に 、「訪問看護療養費収益 」 を 「訪問看護療養費訪問看護療養費
収益（公費）
収益（一般） 」 に 改 め る 。

第 三 号 第 一 様 式 か ら 第 三 号 第 四 様 式 ま で 中 「 （第七条関係 ） 」 を 「 （第二十七条第四項関係 ） 」 に 改 め

る 。
別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 二 十 九 条 第 三 項 を 同 条 第 四 項 と し 、 同 条 第 二 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

３ 前 項 第 四 号 及 び 第 五 号 に 規 定 す る 「 財 務 及 び 営 業 又 は 事 業 の 方 針 の 決 定 を 支 配 し て い る 」 と は 、

評 議 員 の 総 数 に 対 す る 次 に 掲 げ る 者 の 数 の 割 合 が 百 分 の 五 十 を 超 え る こ と を い う 。

一 一 の 法 人 の 役 員 （ 理 事 、 監 事 、 取 締 役 、 会 計 参 与 、 監 査 役 、 執 行 役 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 者

を い う 。 ） 又 は 評 議 員

二 一 の 法 人 の 職 員

第 三 十 条 の 見 出 し 中 「 の 構 成 」 を 削 り 、 同 条 第 一 項 を 削 り 、 同 条 第 二 項 中 「 社 会 福 祉 法 人 が 作 成

し な け れ ば な ら な い 附 属 明 細 書 は 次 に 掲 げ る と お り 」 を 「 法 第 四 十 五 条 の 二 十 七 第 二 項 の 規 定 に よ

り 作 成 す べ き 各 会 計 年 度 に 係 る 計 算 書 類 の 附 属 明 細 書 は 、 当 該 会 計 年 度 に 係 る 会 計 帳 簿 に 基 づ き 作

成 さ れ る 次 に 掲 げ る も の 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 一 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 附 属 明 細 書 は 、 当 該 会 計 年 度 に お け る 計 算 書 類 の 内 容 を 補 足 す る 重 要 な 事 項 を 表 示 し な け れ ば

な ら な い 。

第 三 章 第 七 節 の 節 名 を 削 る 。

第 三 十 一 条 中 「 財 産 目 録 」 を 「 法 第 四 十 五 条 の 三 十 四 第 一 項 第 一 号 の 財 産 目 録 」 に 改 め 、「 当 該 会

計 年 度 末 現 在 」 の 下 に 「 （ 社 会 福 祉 法 人 の 成 立 の 日 に お け る 財 産 目 録 は 、 当 該 社 会 福 祉 法 人 の 成 立 の

日 ） 」 を 加 え 、 同 条 の 前 に 次 の 章 名 を 付 す る 。

第 四 章 財 産 目 録

第 一 号 第 一 様 式 か ら 第 一 号 第 三 様 式 ま で 中 「 （第七条関係 ） 」 を 「 （第十七条第四項関係 ） 」 に 改 め る 。






食費収入（一般）

食費収入（特定）

居住費収入（公費）

居住費収入（一般）

居住費収入（特定）

介護予防・日常生活支援総合事
業利用料収入

その他の利用料収入

その他の事業収入 補助金事業収入（公費）

補助金事業収入（一般）

市町村特別事業収入（公費）

市町村特別事業収入（一般）

受託事業収入（公費）

受託事業収入（一般）

その他の事業収入

（保険等査定減）

老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入

事業費収入

その他の利用料収入

その他の事業収入

運営事業収入 管理費収入

その他の利用料収入

補助金事業収入（公費）

補助金事業収入（一般）

その他の事業収入

その他の事業収入 管理費収入

その他の利用料収入

その他の事業収入

児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入

事業費収入

私的契約利用料収入

その他の事業収入 補助金事業収入（公費）

補助金事業収入（一般）

受託事業収入（公費）

受託事業収入（一般）

その他の事業収入

保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入

利用者負担金収入

特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入

利用者負担金収入

地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入

利用者負担金収入

特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入

利用者負担金収入

委託費収入

利用者等利用料収入 利用者等利用料収入（公費）

利用者等利用料収入（一般）

その他の利用料収入

私的契約利用料収入

その他の事業収入 補助金事業収入（公費）

補助金事業収入（一般）

受託事業収入（公費）

受託事業収入（一般）

その他の事業収入

就労支援事業収入 （何）事業収入

障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入

特例介護給付費収入

訓練等給付費収入
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特例訓練等給付費収入

地域相談支援給付費収入

特例地域相談支援給付費収入

計画相談支援給付費収入

特例計画相談支援給付費収入

障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入

特例障害児通所給付費収入

障害児入所給付費収入

障害児相談支援給付費収入

特例障害児相談支援給付費収入

利用者負担金収入

補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入

特例特定障害者特別給付費収入

特定入所障害児食費等給付費収
入

特定費用収入

その他の事業収入 補助金事業収入（公費）

補助金事業収入（一般）

受託事業収入（公費）

受託事業収入（一般）

その他の事業収入

（保険等査定減）

生活保護事業収入 措置費収入 事務費収入

事業費収入

授産事業収入 （何）事業収入

利用者負担金収入

その他の事業収入 補助金事業収入（公費）

補助金事業収入（一般）

受託事業収入（公費）

受託事業収入（一般）

その他の事業収入

医療事業収入 入院診療収入（公費）

入院診療収入（一般）

室料差額収入

外来診療収入（公費）

外来診療収入（一般）

保健予防活動収入

受託検査・施設利用収入

訪問看護療養費収入（公費）

訪問看護療養費収入（一般）

訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入

訪問看護その他の利用料収入

その他の医療事業収入 補助金事業収入（公費）

補助金事業収入（一般）

受託事業収入（公費）

受託事業収入（一般）

その他の医療事業収入

（保険等査定減）

（何）事業収入 （何）事業収入

その他の事業収入 補助金事業収入（公費）

補助金事業収入（一般）

受託事業収入（公費）

受託事業収入（一般）

その他の事業収入

（何）収入 （何）収入

借入金利息補助金収入

経常経費寄附金収入

受取利息配当金収入
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その他の収入 受入研修費収入

利用者等外給食費収入

雑収入

流動資産評価益等による資金増
加額

有価証券売却益

有価証券評価益

為替差益

施設整備等による収入

施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入

設備資金借入金元金償還補
助金収入

施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入

設備資金借入金元金償還寄
附金収入

設備資金借入金収入

固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入

器具及び備品売却収入

（何）売却収入

その他の施設整備等による収入 （何）収入

その他の活動による収入

大 区 分 中 区 分 小 区 分

長期運営資金借入金元金償還寄
附金収入

長期運営資金借入金収入

長期貸付金回収収入

投資有価証券売却収入

積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入

長期預り金積立資産取崩収
入

（何）積立資産取崩収入

事業区分間長期借入金収入

拠点区分間長期借入金収入

大 区 分 中 区 分 小 区 分

事業区分間長期貸付金回収収入

拠点区分間長期貸付金回収収入

事業区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

その他の活動による収入 （何）収入

支出の部

事業活動による支出

大 区 分 中 区 分 小 区 分

人件費支出 役員報酬支出

職員給料支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

派遣職員費支出

退職給付支出

法定福利費支出

事業費支出 給食費支出

介護用品費支出

医薬品費支出

診療・療養等材料費支出

保健衛生費支出

医療費支出

被服費支出

教養娯楽費支出

日用品費支出

保育材料費支出

本人支給金支出

水道光熱費支出
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燃料費支出

消耗器具備品費支出

保険料支出

賃借料支出

教育指導費支出

就職支度費支出

葬祭費支出

車輌費支出

管理費返還支出

（何）費支出

雑支出

事務費支出 福利厚生費支出

職員被服費支出

旅費交通費支出

研修研究費支出

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

水道光熱費支出

燃料費支出

修繕費支出

通信運搬費支出

会議費支出

広報費支出

業務委託費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

土地・建物賃借料支出

租税公課支出

保守料支出

渉外費支出

諸会費支出

（何）費支出

雑支出

就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出

就労支援事業仕入支出

就労支援事業販管費支出

授産事業支出 （何）事業支出

（何）支出

利用者負担軽減額

支払利息支出

その他の支出 利用者等外給食費支出

雑支出

流動資産評価損等による資金減
少額

有価証券売却損

資産評価損 有価証券評価損

（何）評価損

為替差損

徴収不能額

施設整備等による支出

大 区 分 中 区 分 小 区 分

設備資金借入金元金償還支出

固定資産取得支出 土地取得支出

建物取得支出

車輌運搬具取得支出

器具及び備品取得支出

（何）取得支出

固定資産除却・廃棄支出

ファイナンス・リース債務の返
済支出
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その他の施設整備等による支出 （何）支出

その他の活動による支出

大 区 分 中 区 分 小 区 分

長期運営資金借入金元金償還支
出

長期貸付金支出

投資有価証券取得支出

積立資産支出 退職給付引当資産支出

長期預り金積立資産支出

（何）積立資産支出

事業区分間長期貸付金支出

拠点区分間長期貸付金支出

事業区分間長期借入金返済支出

拠点区分間長期借入金返済支出

事業区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

その他の活動による支出 （何）支出

別表第二 事業活動計算書勘定科目（第二十四条関係）
収益の部

サービス活動増減による収益

大 区 分 中 区 分 小 区 分

介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益

利用者負担金収益（公費）

利用者負担金収益（一般）

居宅介護料収益

（介護報酬収益） 介護報酬収益

介護予防報酬収益

（利用者負担金収益） 介護負担金収益（公費）

介護負担金収益（一般）

介護予防負担金収益（公費）

介護予防負担金収益（一般）

地域密着型介護料収益

（介護報酬収益） 介護報酬収益

介護予防報酬収益

（利用者負担金収益） 介護負担金収益（公費）

介護負担金収益（一般）

介護予防負担金収益（公費）

介護予防負担金収益（一般）

居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益

介護予防支援介護料収益

介護予防・日常生活支援総
合事業収益

事業費収益

事業負担金収益（公費）

事業負担金収益（一般）

利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益

居宅介護サービス利用料収益

地域密着型介護サービス利用料
収益

食費収益（公費）

食費収益（一般）

食費収益（特定）

居住費収益（公費）

居住費収益（一般）

居住費収益（特定）

介護予防・日常生活支援総合事
業利用料収益

その他の利用料収益

その他の事業収益 補助金事業収益（公費）

補助金事業収益（一般）

市町村特別事業収益（公費）
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市町村特別事業収益（一般）

受託事業収益（公費）

受託事業収益（一般）

その他の事業収益

（保険等査定減）

老人福祉事業収益 措置事業収益 事務費収益

事業費収益

その他の利用料収益

その他の事業収益

運営事業収益 管理費収益

その他の利用料収益

補助金事業収益（公費）

補助金事業収益（一般）

その他の事業収益

その他の事業収益 管理費収益

その他の利用料収益

その他の事業収益

児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益

事業費収益

私的契約利用料収益

その他の事業収益 補助金事業収益（公費）

補助金事業収益（一般）

受託事業収益（公費）

受託事業収益（一般）

その他の事業収益

保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益

利用者負担金収益

特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益

利用者負担金収益

地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益

利用者負担金収益

特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益

利用者負担金収益

委託費収益

利用者等利用料収益 利用者等利用料収益（公費）

利用者等利用料収益（一般）

その他の利用料収益

私的契約利用料収益

その他の事業収益 補助金事業収益（公費）

補助金事業収益（一般）

受託事業収益（公費）

受託事業収益（一般）

その他の事業収益

就労支援事業収益 （何）事業収益

障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益

特例介護給付費収益

訓練等給付費収益

特例訓練等給付費収益

地域相談支援給付費収益

特例地域相談支援給付費収益

計画相談支援給付費収益

特例計画相談支援給付費収益

障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益

特例障害児通所給付費収益

障害児入所給付費収益

障害児相談支援給付費収益

特例障害児相談支援給付費収益

利用者負担金収益
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補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益

特例特定障害者特別給付費収益

特定入所障害児食費等給付費収
益

特定費用収益

その他の事業収益 補助金事業収益（公費）

補助金事業収益（一般）

受託事業収益（公費）

受託事業収益（一般）

その他の事業収益

（保険等査定減）

生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益

事業費収益

授産事業収益 （何）事業収益

利用者負担金収益

その他の事業収益 補助金事業収益（公費）

補助金事業収益（一般）

受託事業収益（公費）

受託事業収益（一般）

その他の事業収益

医療事業収益 入院診療収益（公費）

入院診療収益（一般）

室料差額収益

外来診療収益（公費）

外来診療収益（一般）

保健予防活動収益

受託検査・施設利用収益

訪問看護療養費収益（公費）

訪問看護療養費収益（一般）

訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益

訪問看護その他の利用料収益

その他の医療事業収益 補助金事業収益（公費）

補助金事業収益（一般）

受託事業収益（公費）

受託事業収益（一般）

その他の医業収益

（保険等査定減）

（何）事業収益 （何）事業収益

その他の事業収益 補助金事業収益（公費）

補助金事業収益（一般）

受託事業収益（公費）

受託事業収益（一般）

その他の事業収益

（何）収益 （何）収益

経常経費寄附金収益

その他の収益

サービス活動外増減による収益

大 区 分 中 区 分 小 区 分

借入金利息補助金収益

受取利息配当金収益

有価証券評価益

有価証券売却益

投資有価証券評価益

投資有価証券売却益

その他のサービス活動外収益 受入研修費収益

利用者等外給食収益

為替差益

雑収益
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特別増減による収益

大 区 分 中 区 分 小 区 分

施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益

設備資金借入金元金償還補
助金収益

施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益

設備資金借入金元金償還寄
附金収益

長期運営資金借入金元金償還寄
附金収益

固定資産受贈額 （何）受贈額

固定資産売却益 車輌運搬具売却益

器具及び備品売却益

（何）売却益

事業区分間繰入金収益

拠点区分間繰入金収益

事業区分間固定資産移管収益

拠点区分間固定資産移管収益

その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益

費用の部

サービス活動増減による費用

大 区 分 中 区 分 小 区 分

人件費 役員報酬

職員給料

職員賞与

賞与引当金繰入

非常勤職員給与

派遣職員費

退職給付費用

法定福利費

事業費 給食費

介護用品費

医薬品費

診療・療養等材料費

保健衛生費

医療費

被服費

教養娯楽費

日用品費

保育材料費

本人支給金

水道光熱費

燃料費

消耗器具備品費

保険料

賃借料

教育指導費

就職支度費

葬祭費

車輌費

（何）費

雑費

事務費 福利厚生費

職員被服費

旅費交通費

研修研究費

事務消耗品費
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印刷製本費

水道光熱費

燃料費

修繕費

通信運搬費

会議費

広報費

業務委託費

手数料

保険料

賃借料

土地・建物賃借料

租税公課

保守料

渉外費

諸会費

（何）費

雑費

就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品（商品）棚卸高

当期就労支援事業製造原価

当期就労支援事業仕入高

期末製品（商品）棚卸高

就労支援事業販管費

授産事業費用 （何）事業費

（何）費用

利用者負担軽減額

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

徴収不能額

徴収不能引当金繰入

その他の費用

サービス活動外増減による費用

大 区 分 中 区 分 小 区 分

支払利息

有価証券評価損

有価証券売却損

投資有価証券評価損

投資有価証券売却損

その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費

為替差損

雑損失

特別増減による費用

大 区 分 中 区 分 小 区 分

基本金組入額

資産評価損

固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損

車輌運搬具売却損・処分損

器具及び備品売却損・処分
損

その他の固定資産売却損・
処分損

国庫補助金等特別積立金取崩額
（除却等）

国庫補助金等特別積立金積立額

災害損失

事業区分間繰入金費用

拠点区分間繰入金費用

事業区分間固定資産移管費用

拠点区分間固定資産移管費用

その他の特別損失

平
成


年


月


日
金
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

大
区

分
中

区
分

小
区

分

前
期
繰
越
活
動
増
減
差
額

当
期
末
繰
越
活
動
増
減
差
額

基
本
金
取
崩
額

そ
の
他
の
積
立
金
取
崩
額

（
何
）
積
立
金
取
崩
額

そ
の
他
の
積
立
金
積
立
額

（
何
）
積
立
金
積
立
額

次
期
繰
越
活
動
増
減
差
額

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報

第
二
章

経
過
措
置

第
五
条

社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政

令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
収
益
の
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
は
、法
人
全
体
の
事
業
活
動
計
算
書
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
活
動
収
益
の
額
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
社
会
福
祉
法
人
会
計
基
準
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
福
祉
法
人
会
計
基
準
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
以
降
に

開
始
す
る
会
計
年
度
に
係
る
計
算
関
係
書
類
（
同
省
令
第
二
条
に
規
定
す
る
計
算
関
係
書
類
を
い
う
。）及
び
財
産
目

録
（
同
条
に
規
定
す
る
財
産
目
録
を
い
う
。）の
作
成
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十

九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
会
計
年
度
に
係
る
計
算
書
類
等
（
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
社

会
福
祉
法
人
会
計
基
準
第
二
条
に
規
定
す
る
計
算
書
類
等
を
い
う
。）の
作
成
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
社
会
福
祉
法
人
会
計
基
準
の
規
定
を
適
用
す
る
。





社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
八
号
）

新
旧
対
照
条
文

目
次

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

社
会
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）
【
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
施
行
】

1

○

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

四
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）
【
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
施
行
】

73

○

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）
【
公
布
の
日
施
行
】

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
79

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

社
会
福
祉
法
人
会
計
基
準
（
平
成
二
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）
【
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
施
行
】

81

tarhx
タイプライターテキスト

tarhx
タイプライターテキスト
（別添４）
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○

社
会
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）
【
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
施
行
】

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
設
立
認
可
申
請
手
続
）

（
設
立
認
可
申
請
手
続
）

第
二
条

法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
社
会
福
祉
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者

第
二
条

法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
社
会
福
祉
法
人
（
第
二
十
四
条
第
二
項
第

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
及
び
定
款
を
所
轄
庁
に
提
出
し
な
け
れ

一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
三
十
七
条
第
二
項
第
二
号
を
除
き
、
以
下
「
法
人
」
と

ば
な
ら
な
い
。

い
う
。
）
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
及

び
定
款
を
所
轄
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

社
会
福
祉
法
人
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二

法
人
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

（
略
）

三

（
略
）

四

評
議
員
と
な
る
べ
き
者
及
び
役
員
（
法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す

四

役
員
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
各
役
員
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て
、
他
の
役

る
役
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名

員
と
な
る
べ
き
者
の
う
ち
に
、
そ
の
者
と
婚
姻
関
係
又
は
三
親
等
以
内
の
親
族
関

係
に
あ
る
者
が
い
る
と
き
は
、
そ
の
氏
名
及
び
そ
の
者
と
の
続
柄

五

評
議
員
と
な
る
べ
き
者
の
う
ち
に
、
他
の
各
評
議
員
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て

（
新
設
）

、
第
二
条
の
七
第
六
号
に
規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分

の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
、
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧

書
に
規
定
す
る
半
数
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
又
は
同
条
第
八
号
に
規
定
す

る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。

）
が
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の
各
評
議
員
の
氏
名
及
び
当
該
他
の
各
評
議
員
と
の

関
係
を
説
明
す
る
事
項
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六

評
議
員
と
な
る
べ
き
者
の
う
ち
に
、
他
の
各
役
員
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て
、

（
新
設
）

第
二
条
の
八
第
六
号
に
規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の

一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
又
は
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧

書
に
規
定
す
る
半
数
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
が
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の

各
役
員
の
氏
名
及
び
当
該
他
の
各
役
員
と
の
関
係
を
説
明
す
る
事
項

七

理
事
と
な
る
べ
き
者
の
う
ち
に
、
他
の
各
理
事
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て
、
第

（
新
設
）

二
条
の
十
各
号
に
規
定
す
る
者
（
第
六
号
又
は
第
七
号
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
号
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
）

が
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の
各
理
事
の
氏
名
及
び
当
該
他
の
各
理
事
と
の
関
係
を

説
明
す
る
事
項

八

監
事
と
な
る
べ
き
者
の
う
ち
に
、
他
の
各
役
員
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て
、
第

（
新
設
）

二
条
の
十
一
第
六
号
に
規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の

一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
、
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書

に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
、
同
条
第
八
号
に

規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
半
数
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
又

は
同
条
第
九
号
に
規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の
一
を

超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
が
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の
各
役
員
の
氏
名
及
び
当

該
他
の
各
役
員
と
の
関
係
を
説
明
す
る
事
項

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

設
立
当
初
に
お
い
て
当
該
社
会
福
祉
法
人
に
帰
属
す
べ
き
財
産
の
財
産
目
録
及

一

設
立
当
初
に
お
い
て
当
該
法
人
に
帰
属
す
べ
き
財
産
の
財
産
目
録
（
基
本
財
産

び
当
該
財
産
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
に
確
実
に
帰
属
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

、
運
用
財
産
、
公
益
事
業
用
財
産
（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
益
事

こ
と
が
で
き
る
書
類

業
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
及
び
収
益
事
業
用
財
産
（
同
項
に
規
定
す
る
収
益
事

業
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
を
そ
れ
ぞ
れ
区
分
し
て
記
載
し
た
も
の
と
す
る
。
以
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下
同
じ
。
）
及
び
当
該
財
産
が
当
該
法
人
に
確
実
に
帰
属
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二

当
該
社
会
福
祉
法
人
が
そ
の
事
業
を
行
う
た
め
前
号
の
財
産
目
録
に
記
載
さ
れ

二

当
該
法
人
が
そ
の
事
業
を
行
う
た
め
前
号
の
財
産
目
録
に
記
載
さ
れ
た
不
動
産

た
不
動
産
以
外
の
不
動
産
の
使
用
を
予
定
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
使
用
の
権
限

以
外
の
不
動
産
の
使
用
を
予
定
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
使
用
の
権
限
が
当
該
法

が
当
該
社
会
福
祉
法
人
に
確
実
に
帰
属
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

人
に
確
実
に
帰
属
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

る
書
類

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

六

評
議
員
と
な
る
べ
き
者
及
び
役
員
と
な
る
べ
き
者
の
履
歴
書
及
び
就
任
承
諾
書

六

役
員
と
な
る
べ
き
者
の
履
歴
書
及
び
就
任
承
諾
書

３

（
略
）

３

（
略
）

４

社
会
福
祉
法
人
は
、
そ
の
設
立
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
財
産
目
録

４

法
人
は
、
そ
の
設
立
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
財
産
目
録
記
載
の
財

記
載
の
財
産
の
移
転
を
受
け
て
、
そ
の
移
転
を
終
了
し
た
後
一
月
以
内
に
こ
れ
を
証

産
の
移
転
を
受
け
て
、
そ
の
移
転
を
終
了
し
た
後
一
月
以
内
に
こ
れ
を
証
明
す
る
書

明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

（
略
）

５

（
略
）

（
電
磁
的
記
録
）

第
二
条
の
二

法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は

（
新
設
）

、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録

し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も

の
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
）

第
二
条
の
三

次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次

（
新
設
）

に
掲
げ
る
規
定
の
電
磁
的
記
録
（
法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
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を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
映
像
面
に
表
示
す
る
方

法
と
す
る
。

一

法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
三
号

二

法
第
三
十
四
条
の
二
第
三
項
第
二
号

三

法
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財

団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
百
九
十
四
条
第
三

項
第
二
号

四

法
第
四
十
五
条
の
十
一
第
四
項
第
二
号

五

法
第
四
十
五
条
の
十
五
第
二
項
第
二
号

六

法
第
四
十
五
条
の
十
九
第
三
項
第
二
号

七

法
第
四
十
五
条
の
二
十
五
第
二
号

八

法
第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
三
項
第
三
号

九

法
第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
四
項
第
二
号

十

法
第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
三
項
第
二
号

十
一

法
第
四
十
六
条
の
二
十
第
二
項
第
二
号

十
二

法
第
四
十
六
条
の
二
十
六
第
二
項
第
三
号

十
三

法
第
五
十
一
条
第
二
項
第
三
号

十
四

法
第
五
十
四
条
第
二
項
第
三
号

十
五

法
第
五
十
四
条
の
四
第
三
項
第
三
号

十
六

法
第
五
十
四
条
の
七
第
二
項
第
三
号

十
七

法
第
五
十
四
条
の
十
一
第
三
項
第
三
号

（
電
磁
的
方
法
）
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第
二
条
の
四

法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織

（
新
設
）

を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ

た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧

に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記

録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し

た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と

に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
磁
的
記
録
の
備
置
き
に
関
す
る
特
則
）

第
二
条
の
五

次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
社

（
新
設
）

会
福
祉
法
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
社
会
福
祉
法
人
の
従
た

る
事
務
所
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
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報
を
記
録
す
る
も
の
に
よ
る
措
置
と
す
る
。

一

法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項

二

法
第
四
十
五
条
の
十
一
第
三
項

三

法
第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
二
項

四

法
第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
五
項

（
最
終
会
計
年
度
に
お
け
る
事
業
活
動
に
係
る
収
益
の
額
の
算
定
方
法
）

第
二
条
の
六

令
第
十
三
条
の
三
第
一
号
に
規
定
す
る
収
益
の
額
と
し
て
厚
生
労
働
省

（
新
設
）

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
は
、
社
会
福
祉
法
人
会
計
基
準
（
平
成
二

十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
九
号
）
第
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ロ
⑴
に
規
定
す

る
法
人
単
位
事
業
活
動
計
算
書
の
当
年
度
決
算

の
項
サ
ー
ビ
ス
活
動
収
益
計
⑴
欄

(A)

に
計
上
し
た
額
と
す
る
。

（
評
議
員
の
う
ち
の
各
評
議
員
と
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
）

第
二
条
の
七

法
第
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
各
評
議
員
と
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

当
該
評
議
員
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
者

二

当
該
評
議
員
の
使
用
人

三

当
該
評
議
員
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他
の
財
産
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い

る
者

四

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
配
偶
者

五

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
三
親
等
以
内
の
親
族
で
あ
つ
て
、
こ
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れ
ら
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
も
の

六

当
該
評
議
員
が
役
員
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ

る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
で
あ
る
他
の
同
一
の
団
体
（
社

会
福
祉
法
人
を
除
く
。
）
の
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
（
当
該
評

議
員
及
び
当
該
他
の
同
一
の
団
体
の
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
で

あ
る
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
の
合
計
数
の
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員

の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
、
三
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。
）

七

他
の
社
会
福
祉
法
人
の
役
員
又
は
職
員
（
当
該
他
の
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員

と
な
つ
て
い
る
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
及
び
役
員
の
合
計
数
が
、
当
該
他

の
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
の
総
数
の
半
数
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。
）

八

次
に
掲
げ
る
団
体
の
職
員
の
う
ち
国
会
議
員
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議

員
で
な
い
者
（
当
該
団
体
の
職
員
（
国
会
議
員
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議

員
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
の
総
数
の
当
該

社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
、
三
分
の
一
を
超
え

る
場
合
に
限
る
。
）

イ

国
の
機
関

ロ

地
方
公
共
団
体

ハ

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
独
立
行
政
法
人

ニ

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
国
立
大
学
法
人
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法

人
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ホ

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人

ヘ

特
殊
法
人
（
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た

法
人
で
あ
つ
て
、
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条

第
一
項
第
九
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
い
う
。
）
又
は
認
可
法
人
（

特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
設
立
に
関
し
行
政
官
庁
の
認
可

を
要
す
る
法
人
を
い
う
。
）

（
評
議
員
の
う
ち
の
各
役
員
と
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
）

第
二
条
の
八

法
第
四
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
各
役
員
と
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

（
新
設
）

特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

当
該
役
員
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情

に
あ
る
者

二

当
該
役
員
の
使
用
人

三

当
該
役
員
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他
の
財
産
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る

者
四

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
配
偶
者

五

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
三
親
等
以
内
の
親
族
で
あ
つ
て
、
こ

れ
ら
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
も
の

六

当
該
役
員
が
役
員
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る

も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
若
し
く
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
で
あ
る
他
の
同
一
の
団
体
（
社
会
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福
祉
法
人
を
除
く
。
）
の
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
（
当
該
他
の

同
一
の
団
体
の
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
で
あ
る
当
該
社
会
福
祉

法
人
の
評
議
員
の
総
数
の
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
の
総
数
の
う
ち
に
占
め

る
割
合
が
、
三
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。
）

七

他
の
社
会
福
祉
法
人
の
役
員
又
は
職
員
（
当
該
他
の
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員

と
な
つ
て
い
る
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
及
び
役
員
の
合
計
数
が
、
当
該
他

の
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
の
総
数
の
半
数
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。
）

（
補
欠
の
役
員
の
選
任
）

第
二
条
の
九

法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
補
欠
の
役
員
の
選
任
に
つ
い
て

（
新
設
）

は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
補
欠
の
役
員
を
選
任
す
る
場
合
に
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
も
併
せ
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
候
補
者
が
補
欠
の
役
員
で
あ
る
旨

二

当
該
候
補
者
を
一
人
又
は
二
人
以
上
の
特
定
の
役
員
の
補
欠
の
役
員
と
し
て
選

任
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
特
定
の
役
員
の
氏
名

三

同
一
の
役
員
（
二
人
以
上
の
役
員
の
補
欠
と
し
て
選
任
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は

、
当
該
二
人
以
上
の
役
員
）
に
つ
き
二
人
以
上
の
補
欠
の
役
員
を
選
任
す
る
と
き

は
、
当
該
補
欠
の
役
員
相
互
間
の
優
先
順
位

四

補
欠
の
役
員
に
つ
い
て
、
就
任
前
に
そ
の
選
任
の
取
消
し
を
行
う
場
合
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
取
消
し
を
行
う
た
め
の
手
続

３

補
欠
の
役
員
の
選
任
に
係
る
決
議
が
効
力
を
有
す
る
期
間
は
、
定
款
に
別
段
の
定

め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
決
議
後
最
初
に
開
催
す
る
定
時
評
議
員
会
の
開
始
の
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時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
つ
て
そ
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ

と
を
妨
げ
な
い
。

（
理
事
の
う
ち
の
各
理
事
と
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
）

第
二
条
の
十

法
第
四
十
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
各
理
事
と
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

当
該
理
事
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情

に
あ
る
者

二

当
該
理
事
の
使
用
人

三

当
該
理
事
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他
の
財
産
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る

者
四

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
配
偶
者

五

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
三
親
等
以
内
の
親
族
で
あ
つ
て
、
こ

れ
ら
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
も
の

六

当
該
理
事
が
役
員
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る

も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
若
し
く
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
で
あ
る
他
の
同
一
の
団
体
（
社
会
福
祉
法
人

を
除
く
。
）
の
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
（
当
該
他
の
同
一
の
団

体
の
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
で
あ
る
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
理

事
の
総
数
の
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
、
三

分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。
）

七

第
二
条
の
七
第
八
号
に
掲
げ
る
団
体
の
職
員
の
う
ち
国
会
議
員
又
は
地
方
公
共

団
体
の
議
会
の
議
員
で
な
い
者
（
当
該
団
体
の
職
員
（
国
会
議
員
又
は
地
方
公
共
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団
体
の
議
会
の
議
員
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
理
事

の
総
数
の
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
、
三
分

の
一
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。
）

（
監
事
の
う
ち
の
各
役
員
と
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
）

第
二
条
の
十
一

法
第
四
十
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
各
役
員
と
厚
生
労
働
省
令
で
定

（
新
設
）

め
る
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

当
該
役
員
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情

に
あ
る
者

二

当
該
役
員
の
使
用
人

三

当
該
役
員
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他
の
財
産
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る

者
四

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
配
偶
者

五

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
三
親
等
以
内
の
親
族
で
あ
つ
て
、
こ

れ
ら
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
も
の

六

当
該
理
事
が
役
員
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る

も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
若
し
く
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
で
あ
る
他
の
同
一
の
団
体
（
社
会

福
祉
法
人
を
除
く
。
）
の
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
（
当
該
他
の

同
一
の
団
体
の
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
で
あ
る
当
該
社
会
福
祉

法
人
の
監
事
の
総
数
の
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
監
事
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割

合
が
、
三
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。
）

七

当
該
監
事
が
役
員
若
し
く
は
業
務
を
執
行
す
る
社
員
で
あ
る
他
の
同
一
の
団
体
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（
社
会
福
祉
法
人
を
除
く
。
）
の
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員
（
当

該
監
事
及
び
当
該
他
の
同
一
の
団
体
の
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
職
員

で
あ
る
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
監
事
の
合
計
数
の
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
監
事
の

総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
、
三
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。
）

八

他
の
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
又
は
職
員
（
当
該
他
の
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員

と
な
つ
て
い
る
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
及
び
役
員
の
合
計
数
が
、
当
該
他

の
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
の
総
数
の
半
数
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。
）

九

第
二
条
の
七
第
八
号
に
掲
げ
る
団
体
の
職
員
の
う
ち
国
会
議
員
又
は
地
方
公
共

団
体
の
議
会
の
議
員
で
な
い
者
（
当
該
団
体
の
職
員
（
国
会
議
員
又
は
地
方
公
共

団
体
の
議
会
の
議
員
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
監
事

の
総
数
の
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
監
事
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
、
三
分

の
一
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。
）

（
招
集
の
決
定
事
項
）

第
二
条
の
十
二

法
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及

（
新
設
）

び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
八
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
評
議
員
会
の
目
的
で
あ
る
事
項
に
係
る
議
案
（
当
該

目
的
で
あ
る
事
項
が
議
案
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
の
概
要
（
議
案
が
確
定
し
て
い

な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
）
と
す
る
。

（
社
会
福
祉
法
施
行
令
に
係
る
電
磁
的
方
法
）

第
二
条
の
十
三

令
第
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
電
磁
的
方
法
の

（
新
設
）

種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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一

次
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
送
信
者
が
使
用
す
る
も
の

イ

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

⑴

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

⑵

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ

れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の

閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

ロ

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記

録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

（
理
事
等
の
説
明
義
務
）

第
二
条
の
十
四

法
第
四
十
五
条
の
十
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は

（
新
設
）

、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

評
議
員
が
説
明
を
求
め
た
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
た
め
に
調
査
を
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
場
合
（
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

イ

当
該
評
議
員
が
評
議
員
会
の
日
よ
り
相
当
の
期
間
前
に
当
該
事
項
を
社
会
福

祉
法
人
に
対
し
て
通
知
し
た
場
合

ロ

当
該
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
た
め
に
必
要
な
調
査
が
著
し
く
容
易
で
あ

る
場
合
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二

評
議
員
が
説
明
を
求
め
た
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
に
よ
り
社
会
福
祉

法
人
そ
の
他
の
者
（
当
該
評
議
員
を
除
く
。
）
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
と
な
る

場
合

三

評
議
員
が
当
該
評
議
員
会
に
お
い
て
実
質
的
に
同
一
の
事
項
に
つ
い
て
繰
り
返

し
て
説
明
を
求
め
る
場
合

四

前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
評
議
員
が
説
明
を
求
め
た
事
項
に
つ
い
て
説

明
を
し
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合

（
評
議
員
会
の
議
事
録
）

第
二
条
の
十
五

法
第
四
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
議
員
会
の
議
事
録

（
新
設
）

の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

評
議
員
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

評
議
員
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

評
議
員
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
評
議
員
、

理
事
、
監
事
又
は
会
計
監
査
人
が
評
議
員
会
に
出
席
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
出

席
の
方
法
を
含
む
。
）

二

評
議
員
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

三

決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
評
議
員
が
あ
る
と

き
は
、
当
該
評
議
員
の
氏
名

四

次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
評
議
員
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
又
は
発
言
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
又
は
発
言
の
内
容
の
概
要
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イ

法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団

法
人
に
関
す
る
法
律
第
七
十
四
条
第
一
項
（
法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
七
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

ロ

法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団

法
人
に
関
す
る
法
律
第
七
十
四
条
第
二
項
（
法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
七
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

ハ

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
二
条

ニ

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
五
条
第
三
項

ホ

法
第
四
十
五
条
の
十
九
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
第
一
項

ヘ

法
第
四
十
五
条
の
十
九
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
第
二
項

五

評
議
員
会
に
出
席
し
た
評
議
員
、
理
事
、
監
事
又
は
会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は

名
称

六

評
議
員
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

七

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
つ
た
者
の
氏
名

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
評
議
員
会
の
議
事
録
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
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団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
評
議
員
会
の
決
議

が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

評
議
員
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
項
の
内
容

ロ

イ
の
事
項
の
提
案
を
し
た
者
の
氏
名

ハ

評
議
員
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日

ニ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
つ
た
者
の
氏
名

二

法
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財

団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
評
議
員
会
へ
の
報
告
が
あ

つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

評
議
員
会
へ
の
報
告
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
項
の
内
容

ロ

評
議
員
会
へ
の
報
告
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日

ハ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
つ
た
者
の
氏
名

（
社
会
福
祉
法
人
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
）

第
二
条
の
十
六

法
第
四
十
五
条
の
十
三
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令

（
新
設
）

で
定
め
る
体
制
は
、
次
に
掲
げ
る
体
制
と
す
る
。

一

理
事
の
職
務
の
執
行
に
係
る
情
報
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
体
制

二

損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程
そ
の
他
の
体
制

三

理
事
の
職
務
の
執
行
が
効
率
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

四

職
員
の
職
務
の
執
行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の

体
制

五

監
事
が
そ
の
職
務
を
補
助
す
べ
き
職
員
を
置
く
こ
と
を
求
め
た
場
合
に
お
け
る

当
該
職
員
に
関
す
る
事
項



- 17 -

六

前
号
の
職
員
の
理
事
か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
事
項

七

監
事
の
第
五
号
の
職
員
に
対
す
る
指
示
の
実
効
性
の
確
保
に
関
す
る
事
項

八

理
事
及
び
職
員
が
監
事
に
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制
そ
の
他
の
監
事
へ
の
報
告

に
関
す
る
体
制

九

前
号
の
報
告
を
し
た
者
が
当
該
報
告
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
な
取
扱

い
を
受
け
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

十

監
事
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
の
前
払
又
は
償
還
の
手
続
そ
の
他

の
当
該
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
又
は
債
務
の
処
理
に
係
る
方
針
に
関

す
る
事
項

十
一

そ
の
他
監
事
の
監
査
が
実
効
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

（
理
事
会
の
議
事
録
）

第
二
条
の
十
七

法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
理
事
会
の
議
事
録
の

（
新
設
）

作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

理
事
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

理
事
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

理
事
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
理
事
、
監
事

又
は
会
計
監
査
人
が
理
事
会
に
出
席
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
を
含

む
。
）

二

理
事
会
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
も
の
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

イ

法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
理
事
の
請
求
を
受
け
て
招
集
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さ
れ
た
も
の

ロ

法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
理
事
が
招
集
し
た
も
の

ハ

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
監
事
の
請
求
を

受
け
て
招
集
さ
れ
た
も
の

ニ

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
監
事
が
招
集
し

た
も
の

三

理
事
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

四

決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
理
事
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
理
事
の
氏
名

五

次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
理
事
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
又
は
発
言
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
意
見
又
は
発
言
の
内
容
の
概
要

イ

法
第
四
十
五
条
の
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十
二
条
第
二
項

ロ

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
条

ハ

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
一
条
第
一
項

六

法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
六
項
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
理
事
長
以
外

の
理
事
で
あ
つ
て
、
理
事
会
に
出
席
し
た
も
の
の
氏
名

七

理
事
会
に
出
席
し
た
会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称

八

理
事
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名
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４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
理
事
会
の
議
事
録
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事

項
を
内
容
と
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般

財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
理
事
会
の
決
議
が
あ
つ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

理
事
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
項
の
内
容

ロ

イ
の
事
項
の
提
案
を
し
た
理
事
の
氏
名

ハ

理
事
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日

ニ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
つ
た
理
事
の
氏
名

二

法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般

財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
理
事
会
へ
の
報
告

を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

理
事
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
事
項
の
内
容

ロ

理
事
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
日

ハ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
つ
た
理
事
の
氏
名

（
電
子
署
名
）

第
二
条
の
十
八

次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
署
名
又
は

（
新
設
）

記
名
押
印
に
代
わ
る
措
置
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。

一

法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
七
項

二

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般

財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十
五
条
第
四
項

２

前
項
に
規
定
す
る
「
電
子
署
名
」
と
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
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る
情
報
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
措
置
で
あ
つ
て
、
次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

も
の
を
い
う
。

一

当
該
情
報
が
当
該
措
置
を
行
つ
た
者
の
作
成
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す

た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
情
報
に
つ
い
て
改
変
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
監
査
報
告
の
作
成
）

第
二
条
の
十
九

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
作
成
に

（
新
設
）

つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

監
事
は
、
そ
の
職
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
者
と
の
意
思
疎
通

を
図
り
、
情
報
の
収
集
及
び
監
査
の
環
境
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
理
事
又
は
理
事
会
は
、
監
事
の
職
務
の
執
行
の
た
め
の
必
要
な

体
制
の
整
備
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
及
び
職
員

二

そ
の
他
監
事
が
適
切
に
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
意
思
疎
通
を
図
る
べ
き
者

３

前
項
の
規
定
は
、
監
事
が
公
正
不
偏
の
態
度
及
び
独
立
の
立
場
を
保
持
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
関
係
の
創
設
及
び
維
持
を
認
め
る
も
の
と
解
し
て

は
な
ら
な
い
。

４

監
事
は
、
そ
の
職
務
の
遂
行
に
当
た
り
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
社
会
福
祉
法
人
の

他
の
監
事
と
の
意
思
疎
通
及
び
情
報
の
交
換
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
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（
監
事
の
調
査
の
対
象
）

第
二
条
の
二
十

法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人

（
新
設
）

及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
二
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
も
の
は
、
電
磁
的
記
録
そ
の
他
の
資
料
と
す
る
。

（
会
計
監
査
報
告
の
作
成
）

第
二
条
の
二
十
一

法
第
四
十
五
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の

（
新
設
）

作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

会
計
監
査
人
は
、
そ
の
職
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
者
と
の
意

思
疎
通
を
図
り
、
情
報
の
収
集
及
び
監
査
の
環
境
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
会
計
監
査
人
が
公
正
不
偏
の
態
度
及
び
独
立
の
立
場
を
保
持
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
関
係
の
創
設
及
び
維
持
を
認
め
る
も
の
と
解
し

て
は
な
ら
な
い
。

一

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
及
び
職
員

二

そ
の
他
会
計
監
査
人
が
適
切
に
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
意
思
疎
通
を
図
る

べ
き
者

（
会
計
監
査
人
が
監
査
す
る
書
類
）

第
二
条
の
二
十
二

法
第
四
十
五
条
の
十
九
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類

（
新
設
）

は
、
財
産
目
録
（
社
会
福
祉
法
人
会
計
基
準
第
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定

す
る
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
に
対
応
す
る
項
目
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
責
任
の
一
部
免
除
に
係
る
報
酬
等
の
額
の
算
定
方
法
）
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第
二
条
の
二
十
三

法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法

（
新
設
）

人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

と
す
る
。

一

役
員
等
（
法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
一
項
に
規
定
す
る
役
員
等
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
が
そ
の
在
職
中
に
報
酬
、
賞
与
そ
の
他
の
職
務
執
行
の
対
価
（
当
該
役

員
等
の
う
ち
理
事
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
職
員
を
兼
ね
て
い
る
場
合
に
お
け
る

当
該
職
員
の
報
酬
、
賞
与
そ
の
他
の
職
務
執
行
の
対
価
を
含
む
。
）
と
し
て
社
会

福
祉
法
人
か
ら
受
け
、
又
は
受
け
る
べ
き
財
産
上
の
利
益
（
次
号
に
定
め
る
も
の

を
除
く
。
）
の
額
の
会
計
年
度
（
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
日
を
含
む
会
計
年
度
及
び
そ
の
前
の
各
会

計
年
度
に
限
る
。
）
ご
と
の
合
計
額
（
当
該
会
計
年
度
の
期
間
が
一
年
で
な
い
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
合
計
額
を
一
年
当
た
り
の
額
に
換
算
し
た
額
）
の
う
ち
最

も
高
い
額

イ

法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
十
三
条
第
一
項
の
評
議
員
会
の
決
議
を
行
つ

た
場
合

当
該
評
議
員
会
の
決
議
の
日

ロ

法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
定
款
の
定
め

に
基
づ
い
て
責
任
を
免
除
す
る
旨
の
理
事
会
の
決
議
を
行
つ
た
場
合

当
該
決

議
の
あ
つ
た
日

ハ

法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
十
五
条
第
一
項
の
契
約
を
締
結
し
た
場
合
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責
任
の
原
因
と
な
る
事
実
が
生
じ
た
日
（
二
以
上
の
日
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
最
も
遅
い
日
）

二

イ
に
掲
げ
る
額
を
ロ
に
掲
げ
る
数
で
除
し
て
得
た
額

イ

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

⑴

当
該
役
員
等
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
か
ら
受
け
た
退
職
慰
労
金
の
額

⑵

当
該
役
員
等
の
う
ち
理
事
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
職
員
を
兼
ね
て
い
た

場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
と
し
て
の
退
職
手
当
の
う
ち
当
該
役
員
等
の
う
ち

理
事
を
兼
ね
て
い
た
期
間
の
職
務
執
行
の
対
価
で
あ
る
部
分
の
額

⑶

⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
財
産
上
の
利
益
の
額

ロ

当
該
役
員
等
が
そ
の
職
に
就
い
て
い
た
年
数
（
当
該
役
員
等
が
次
に
掲
げ
る

も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
次
に
定
め
る
数
が
当
該
年
数
を
超
え
て
い
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
数
）

⑴

理
事
長

六

⑵

理
事
長
以
外
の
理
事
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
者

四

理
事
会
の
決
議
に
よ
つ
て
社
会
福
祉
法
人
の
業
務
を
執
行
す
る
理
事
と

(i)
し
て
選
定
さ
れ
た
も
の

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
業
務
を
執
行
し
た
理
事
（

に
掲
げ
る
理
事
を

(ii)

(i)

除
く
。
）

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
職
員

(iii)
⑶

理
事
（
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
監
事
又
は
会
計
監
査
人

二

（
責
任
の
免
除
の
決
議
後
に
受
け
る
退
職
慰
労
金
等
）
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第
二
条
の
二
十
四

法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法

（
新
設
）

人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
十
三
条
第
四
項
（
法
第
四
十
五
条
の
二

十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

第
百
十
四
条
第
五
項
及
び
第
百
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
財
産
上
の
利
益
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一

退
職
慰
労
金

二

当
該
役
員
等
の
う
ち
理
事
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
職
員
を
兼
ね
て
い
た
と
き

は
、
当
該
職
員
と
し
て
の
退
職
手
当
の
う
ち
当
該
役
員
等
の
う
ち
理
事
を
兼
ね
て

い
た
期
間
の
職
務
執
行
の
対
価
で
あ
る
部
分

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
財
産
上
の
利
益

（
事
業
報
告
）

第
二
条
の
二
十
五

法
第
四
十
五
条
の
二
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
報
告
及
び

（
新
設
）

そ
の
附
属
明
細
書
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ

し
、
他
の
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

事
業
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
状
況
に
関
す
る
重
要
な
事
項
（
計
算
関
係
書
類
（
計
算

書
類
（
法
第
四
十
五
条
の
二
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
容
と
な
る
事
項

を
除
く
。
）

二

法
第
四
十
五
条
の
十
三
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の

決
定
又
は
決
議
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
決
定
又
は
決
議
の
内
容
の
概
要
及
び
当
該
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体
制
の
運
用
状
況
の
概
要

３

事
業
報
告
の
附
属
明
細
書
は
、
事
業
報
告
の
内
容
を
補
足
す
る
重
要
な
事
項
を
そ

の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
計
算
関
係
書
類
の
監
査
）

第
二
条
の
二
十
六

法
第
四
十
五
条
の
二
十
八
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
監

（
新
設
）

査
（
計
算
関
係
書
類
（
各
会
計
年
度
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二

条
の
三
十
四
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ

い
て
は
、
こ
の
条
か
ら
第
二
条
の
三
十
四
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
監
査
に
は
、
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号

）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
監
査
の
ほ
か
、
計
算
関
係
書
類
に
表
示
さ
れ
た
情
報

と
計
算
関
係
書
類
に
表
示
す
べ
き
情
報
と
の
合
致
の
程
度
を
確
か
め
、
か
つ
、
そ
の

結
果
を
利
害
関
係
者
に
伝
達
す
る
た
め
の
手
続
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
監
査
報
告
の
内
容
）

第
二
条
の
二
十
七

監
事
（
会
計
監
査
人
設
置
社
会
福
祉
法
人
（
法
第
三
十
一
条
第
四

（
新
設
）

項
に
規
定
す
る
会
計
監
査
人
設
置
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
監
事

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
計
算
関
係
書
類
を
受
領

し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

監
事
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容

二

計
算
関
係
書
類
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
財
産
、
収
支
及
び
純
資
産
の
増
減
の

状
況
を
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
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の
意
見

三

監
査
の
た
め
必
要
な
調
査
が
で
き
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

四

追
記
情
報

五

監
査
報
告
を
作
成
し
た
日

２

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
追
記
情
報
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
事

項
の
う
ち
、
監
事
の
判
断
に
関
し
て
説
明
を
付
す
必
要
が
あ
る
事
項
又
は
計
算
関
係

書
類
の
内
容
の
う
ち
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
事
項
と
す
る
。

一

会
計
方
針
の
変
更

二

重
要
な
偶
発
事
象

三

重
要
な
後
発
事
象

（
監
査
報
告
の
通
知
期
限
等
）

第
二
条
の
二
十
八

特
定
監
事
は
、
次
に
掲
げ
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
、
特

（
新
設
）

定
理
事
に
対
し
、
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
の
監
査
報
告
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
計
算
関
係
書
類
の
う
ち
計
算
書
類
の
全
部
を
受
領
し
た
日
か
ら
四
週
間
を

経
過
し
た
日

二

当
該
計
算
関
係
書
類
の
う
ち
計
算
書
類
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
日
か
ら
一

週
間
を
経
過
し
た
日

三

特
定
理
事
及
び
特
定
監
事
が
合
意
に
よ
り
定
め
た
日
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日

２

計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
特
定
理
事
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内

容
の
通
知
を
受
け
た
日
に
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
監
事
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
べ
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き
日
ま
で
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
し
な
い
場
合
に
は
、

当
該
通
知
を
す
べ
き
日
に
、
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た

も
の
と
み
な
す
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
特
定
理
事
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
。

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
理
事
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を
受

け
る
理
事
と
し
て
定
め
ら
れ
た
理
事

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

監
査
を
受
け
る
べ
き
計
算
関
係
書
類
の
作

成
に
関
す
る
職
務
を
行
つ
た
理
事

５

第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
「
特
定
監
事
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
。

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
す
べ
き
監
事
を
定
め
た
と

き

当
該
通
知
を
す
べ
き
監
事
と
し
て
定
め
ら
れ
た
監
事

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

全
て
の
監
事

（
計
算
関
係
書
類
の
提
供
）

第
二
条
の
二
十
九

計
算
関
係
書
類
を
作
成
し
た
理
事
は
、
会
計
監
査
人
に
対
し
て
計

（
新
設
）

算
関
係
書
類
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
監
事
に
対
し
て
も
計
算
関
係
書
類
を

提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
会
計
監
査
報
告
の
内
容
）

第
二
条
の
三
十

会
計
監
査
人
は
、
計
算
関
係
書
類
を
受
領
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ

（
新
設
）

る
事
項
を
内
容
と
す
る
会
計
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

会
計
監
査
人
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容

二

計
算
関
係
書
類
（
社
会
福
祉
法
人
会
計
基
準
第
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に

規
定
す
る
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
法
人
単
位
資

金
収
支
計
算
書
及
び
同
号
ロ
⑴
に
規
定
す
る
法
人
単
位
事
業
活
動
計
算
書
並
び
に

そ
れ
ら
に
対
応
す
る
附
属
明
細
書
（
同
省
令
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
及
び
第
六
号
並
び
に
第
七
号
に
規
定
す
る
書
類
に
限
る
。
）
の
項
目
に
限

る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
条
の
三
十
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
社
会
福
祉

法
人
の
財
産
、
収
支
及
び
純
資
産
の
増
減
の
状
況
を
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て

適
正
に
表
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見
が
あ
る
と
き
は
、
次
の
イ
か

ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
意
見
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ

無
限
定
適
正
意
見

監
査
の
対
象
と
な
つ
た
計
算
関
係
書
類
が
一
般
に
公
正

妥
当
と
認
め
ら
れ
る
社
会
福
祉
法
人
会
計
の
慣
行
に
準
拠
し
て
、
当
該
計
算
関

係
書
類
に
係
る
期
間
の
財
産
、
収
支
及
び
純
資
産
の
増
減
の
状
況
を
全
て
の
重

要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
旨

ロ

除
外
事
項
を
付
し
た
限
定
付
適
正
意
見

監
査
の
対
象
と
な
つ
た
計
算
関
係

書
類
が
除
外
事
項
を
除
き
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
社
会
福
祉
法
人
会

計
の
慣
行
に
準
拠
し
て
、
当
該
計
算
関
係
書
類
に
係
る
期
間
の
財
産
、
収
支
及

び
純
資
産
の
増
減
の
状
況
を
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い

る
と
認
め
ら
れ
る
旨
並
び
に
除
外
事
項

ハ

不
適
正
意
見

監
査
の
対
象
と
な
つ
た
計
算
関
係
書
類
が
不
適
正
で
あ
る
旨

及
び
そ
の
理
由

三

前
号
の
意
見
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

四

追
記
情
報
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五

会
計
監
査
報
告
を
作
成
し
た
日

２

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
追
記
情
報
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
事

項
の
う
ち
、
会
計
監
査
人
の
判
断
に
関
し
て
説
明
を
付
す
必
要
が
あ
る
事
項
又
は
計

算
関
係
書
類
の
内
容
の
う
ち
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
事
項
と
す
る
。

一

継
続
事
業
の
前
提
に
関
す
る
事
項
の
注
記
に
係
る
事
項

二

会
計
方
針
の
変
更

三

重
要
な
偶
発
事
象

四

重
要
な
後
発
事
象

（
会
計
監
査
人
設
置
社
会
福
祉
法
人
の
監
事
の
監
査
報
告
の
内
容
）

第
二
条
の
三
十
一

会
計
監
査
人
設
置
社
会
福
祉
法
人
の
監
事
は
、
計
算
関
係
書
類
及

（
新
設
）

び
会
計
監
査
報
告
（
次
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
計
算
関
係
書
類

）
を
受
領
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
監
査
報
告
を
作
成
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

監
事
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容

二

会
計
監
査
人
の
監
査
の
方
法
又
は
結
果
を
相
当
で
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
そ

の
旨
及
び
そ
の
理
由
（
次
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
会
計
監
査

報
告
を
受
領
し
て
い
な
い
旨
）

三

重
要
な
後
発
事
象
（
会
計
監
査
報
告
の
内
容
と
な
つ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

四

会
計
監
査
人
の
職
務
の
遂
行
が
適
正
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の

体
制
に
関
す
る
事
項

五

監
査
の
た
め
必
要
な
調
査
が
で
き
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

六

監
査
報
告
を
作
成
し
た
日
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（
会
計
監
査
報
告
の
通
知
期
限
等
）

第
二
条
の
三
十
二

会
計
監
査
人
は
、
次
に
掲
げ
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
、

（
新
設
）

特
定
監
事
及
び
特
定
理
事
に
対
し
、
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
の
会
計
監
査
報
告
の

内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
計
算
関
係
書
類
の
う
ち
計
算
書
類
の
全
部
を
受
領
し
た
日
か
ら
四
週
間
を

経
過
し
た
日

二

当
該
計
算
関
係
書
類
の
う
ち
計
算
書
類
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
日
か
ら
一

週
間
を
経
過
し
た
日

三

特
定
理
事
、
特
定
監
事
及
び
会
計
監
査
人
の
間
で
合
意
に
よ
り
定
め
た
日
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
日

２

計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
特
定
監
事
及
び
特
定
理
事
が
前
項
の
規
定
に
よ
る

会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
た
日
に
、
会
計
監
査
人
の
監
査
を
受
け
た
も

の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
計
監
査
人
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す

べ
き
日
ま
で
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
し
な
い
場
合

に
は
、
当
該
通
知
を
す
べ
き
日
に
、
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
会
計
監
査
人
の

監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
特
定
理
事
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
（
第
二
条
の
三
十
四
に
お
い
て

同
じ
。
）
。

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
理
事
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を
受

け
る
理
事
と
し
て
定
め
ら
れ
た
理
事
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二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

監
査
を
受
け
る
べ
き
計
算
関
係
書
類
の
作

成
に
関
す
る
職
務
を
行
つ
た
理
事

５

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
特
定
監
事
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
（
次
条
及
び
第
二
条
の
三
十
四

に
お
い
て
同
じ
。
）
。

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
る
監
事
を
定
め

た
と
き

当
該
通
知
を
受
け
る
監
事
と
し
て
定
め
ら
れ
た
監
事

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

全
て
の
監
事

（
会
計
監
査
人
の
職
務
の
遂
行
に
関
す
る
事
項
）

第
二
条
の
三
十
三

会
計
監
査
人
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
監
事
に
対
す

（
新
設
）

る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
に
際
し
て
、
当
該
会
計
監
査
人
に
つ
い
て
の
次
に

掲
げ
る
事
項
（
当
該
事
項
に
係
る
定
め
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
項
を
定

め
て
い
な
い
旨
）
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
全
て
の
監
事
が
既
に

当
該
事
項
を
知
つ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

独
立
性
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
監
査
に
関
す
る
法
令
及
び
規
程
の
遵
守
に
関
す

る
事
項

二

監
査
、
監
査
に
準
ず
る
業
務
及
び
こ
れ
ら
に
関
す
る
業
務
の
契
約
の
受
任
及
び

継
続
の
方
針
に
関
す
る
事
項

三

会
計
監
査
人
の
職
務
の
遂
行
が
適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体

制
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項

（
会
計
監
査
人
設
置
社
会
福
祉
法
人
の
監
事
の
監
査
報
告
の
通
知
期
限
）
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第
二
条
の
三
十
四

会
計
監
査
人
設
置
社
会
福
祉
法
人
の
特
定
監
事
は
、
次
に
掲
げ
る

（
新
設
）

日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
、
特
定
理
事
及
び
会
計
監
査
人
に
対
し
、
計
算
関
係

書
類
に
係
る
監
査
報
告
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

会
計
監
査
報
告
を
受
領
し
た
日
（
第
二
条
の
三
十
二
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
）
か

ら
一
週
間
を
経
過
し
た
日

二

特
定
理
事
及
び
特
定
監
事
の
間
で
合
意
に
よ
り
定
め
た
日
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
日

２

計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
特
定
理
事
及
び
会
計
監
査
人
が
前
項
の
規
定
に
よ

る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
た
日
に
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
す
る

。
３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
監
事
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
べ

き
日
ま
で
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
し
な
い
場
合
に
は
、

当
該
通
知
を
す
べ
き
日
に
、
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た

も
の
と
み
な
す
。

（
事
業
報
告
等
の
監
査
）

第
二
条
の
三
十
五

法
第
四
十
五
条
の
二
十
八
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
監

（
新
設
）

査
（
事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
条
及
び
第
二
条
の

三
十
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
条
及
び
第
二
条
の
三
十
七
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
監
査
報
告
の
内
容
）
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第
二
条
の
三
十
六

監
事
は
、
事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
と
き
は

（
新
設
）

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

監
事
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容

二

事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
が
法
令
又
は
定
款
に
従
い
当
該
社
会
福
祉
法

人
の
状
況
を
正
し
く
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見

三

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
の
職
務
の
遂
行
に
関
し
、
不
正
の
行
為
又
は
法
令

若
し
く
は
定
款
に
違
反
す
る
重
大
な
事
実
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実

四

監
査
の
た
め
必
要
な
調
査
が
で
き
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

五

第
二
条
の
二
十
五
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
（
監
査
の
範
囲
に
属
さ
な
い

も
の
を
除
く
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
の
内
容
が
相
当
で
な
い
と

認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

六

監
査
報
告
を
作
成
し
た
日

（
監
査
報
告
の
通
知
期
限
等
）

第
二
条
の
三
十
七

特
定
監
事
は
、
次
に
掲
げ
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
、
特

（
新
設
）

定
理
事
に
対
し
、
事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
の
監
査
報
告
の
内
容

を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
事
業
報
告
を
受
領
し
た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日

二

当
該
事
業
報
告
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
日
か
ら
一
週
間
を
経
過
し
た
日

三

特
定
理
事
及
び
特
定
監
事
の
間
で
合
意
に
よ
り
定
め
た
日
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
日

２

事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
特
定
理
事
が
前
項
の
規
定
に
よ

る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
た
日
に
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
す
る



- 34 -

。
３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
監
事
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
べ

き
日
ま
で
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
し
な
い
場
合
に
は
、

当
該
通
知
を
す
べ
き
日
に
、
事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
監
事

の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
特
定
理
事
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
。

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
理
事
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を
受

け
る
理
事
と
し
て
定
め
ら
れ
た
理
事

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
の
作
成

に
関
す
る
職
務
を
行
つ
た
理
事

５

第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
「
特
定
監
事
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
。

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
す
べ
き
監
事
を
定
め
た
と

き

当
該
通
知
を
す
べ
き
監
事
と
し
て
定
め
ら
れ
た
監
事

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

全
て
の
監
事

（
計
算
書
類
等
の
評
議
員
へ
の
提
供
）

第
二
条
の
三
十
八

法
第
四
十
五
条
の
二
十
九
の
規
定
に
よ
る
計
算
書
類
及
び
事
業
報

（
新
設
）

告
並
び
に
監
査
報
告
（
会
計
監
査
人
設
置
社
会
福
祉
法
人
に
あ
つ
て
は
、
会
計
監
査

報
告
を
含
む
。
以
下
「
提
供
計
算
書
類
等
」
と
い
う
。
）
の
提
供
に
関
し
て
は
、
こ

の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

定
時
評
議
員
会
の
招
集
通
知
（
法
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
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一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
八
十
二
条
第
一
項
又
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
次
の
各
号
に
掲
げ

る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
提
供
計
算
書
類
等
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
方
法
に
よ
り
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

書
面
の
提
供

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は

ロ
に
定
め
る
方
法

イ

提
供
計
算
書
類
等
が
書
面
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
書
面
に

記
載
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
供

ロ

提
供
計
算
書
類
等
が
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
供

二

電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
方
法

イ

提
供
計
算
書
類
等
が
書
面
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
書
面
に

記
載
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

ロ

提
供
計
算
書
類
等
が
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

３

理
事
は
、
計
算
書
類
又
は
事
業
報
告
の
内
容
と
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
定
時
評

議
員
会
の
招
集
通
知
を
発
出
し
た
日
か
ら
定
時
評
議
員
会
の
前
日
ま
で
の
間
に
修
正

を
す
べ
き
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
修
正
後
の
事
項
を
評
議
員
に
周
知
さ
せ
る

方
法
を
当
該
招
集
通
知
と
併
せ
て
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
計
算
書
類
の
承
認
の
特
則
に
関
す
る
要
件
）

第
二
条
の
三
十
九

法
第
四
十
五
条
の
三
十
一
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

（
新
設
）
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要
件
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

法
第
四
十
五
条
の
三
十
一
に
規
定
す
る
計
算
書
類
に
つ
い
て
の
会
計
監
査
報
告

の
内
容
に
第
二
条
の
三
十
第
一
項
第
二
号
イ
に
定
め
る
事
項
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
。

二

前
号
の
会
計
監
査
報
告
に
係
る
監
査
報
告
の
内
容
と
し
て
会
計
監
査
人
の
監
査

の
方
法
又
は
結
果
を
相
当
で
な
い
と
認
め
る
意
見
が
な
い
こ
と
。

三

法
第
四
十
五
条
の
三
十
一
に
規
定
す
る
計
算
書
類
が
第
二
条
の
三
十
四
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。

（
財
産
目
録
）

第
二
条
の
四
十

法
第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
財
産
目
録
は
、

（
新
設
）

定
時
評
議
員
会
（
法
第
四
十
五
条
の
三
十
一
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
理
事
会
）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
四
十
五
条
の
二
十
八
か
ら
第
四
十
五
条
の
三
十
一
ま
で
及
び
第
二
条
の
二
十

六
か
ら
第
二
条
の
三
十
九
ま
で
の
規
定
は
、
社
会
福
祉
法
人
が
前
項
の
財
産
目
録
に

係
る
同
項
の
承
認
を
受
け
る
た
め
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
事
業
の
概
要
等
）

第
二
条
の
四
十
一

法
第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

（
新
設
）

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
当
該

社
会
福
祉
法
人
に
関
す
る
基
本
情
報

二

当
該
終
了
し
た
会
計
年
度
の
翌
会
計
年
度
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
当
会
計
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年
度
」
と
い
う
。
）
の
初
日
に
お
け
る
評
議
員
の
状
況

三

当
会
計
年
度
の
初
日
に
お
け
る
理
事
の
状
況

四

当
会
計
年
度
の
初
日
に
お
け
る
監
事
の
状
況

五

当
該
終
了
し
た
会
計
年
度
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
前
会
計
年
度
」
と
い
う

。
）
及
び
当
会
計
年
度
に
お
け
る
会
計
監
査
人
の
状
況

六

当
会
計
年
度
の
初
日
に
お
け
る
職
員
の
状
況

七

前
会
計
年
度
に
お
け
る
評
議
員
会
の
状
況

八

前
会
計
年
度
に
お
け
る
理
事
会
の
状
況

九

前
会
計
年
度
に
お
け
る
監
事
の
監
査
の
状
況

十

前
会
計
年
度
に
お
け
る
会
計
監
査
の
状
況

十
一

前
会
計
年
度
に
お
け
る
事
業
等
の
概
要

十
二

前
会
計
年
度
末
に
お
け
る
社
会
福
祉
充
実
残
額
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
三

項
第
四
号
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
充
実
残
額
を
い
う
。
）
並
び
に
社
会
福
祉
充
実

計
画
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
充
実
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
策
定
の
状
況
及
び
そ
の
進
捗
の
状
況

十
三

当
該
社
会
福
祉
法
人
に
関
す
る
情
報
の
公
表
等
の
状
況

十
四

第
十
二
号
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
充
実
残
額
の
算
定
の
根
拠

十
五

事
業
計
画
を
作
成
す
る
旨
を
定
款
で
定
め
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
事
業

計
画

十
六

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
報
酬
等
の
支
給
の
基
準
に
定
め
る
事
項
）

第
二
条
の
四
十
二

法
第
四
十
五
条
の
三
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
理
事
、
監
事
及
び

（
新
設
）
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評
議
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
理
事
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
報
酬
等
（
法

第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
報
酬
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
給
の
基
準
に
お
い
て
は
、
理
事
等
の
勤
務
形
態
に
応
じ
た

報
酬
等
の
区
分
及
び
そ
の
額
の
算
定
方
法
並
び
に
支
給
の
方
法
及
び
形
態
に
関
す
る

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
款
変
更
認
可
申
請
手
続
）

（
定
款
変
更
認
可
申
請
手
続
）

第
三
条

社
会
福
祉
法
人
は
、
法
第
四
十
五
条
の
三
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
款

第
三
条

法
人
は
、
法
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
定
款
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う

の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
定
款
変
更
の
条
項
及
び
理
由
を
記
載

と
す
る
と
き
は
、
定
款
変
更
の
条
項
及
び
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る

し
た
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

前
項
の
定
款
の
変
更
が
、
当
該
社
会
福
祉
法
人
が
新
た
に
事
業
を
経
営
す
る
場
合

２

前
項
の
定
款
の
変
更
が
、
当
該
法
人
が
新
た
に
事
業
を
経
営
す
る
場
合
に
係
る
も

に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
各
号
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て

の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
各
号
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に

所
轄
庁
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

３

第
一
項
の
定
款
の
変
更
が
、
当
該
社
会
福
祉
法
人
が
従
来
経
営
し
て
い
た
事
業
を

３

第
一
項
の
定
款
の
変
更
が
、
当
該
法
人
が
従
来
経
営
し
て
い
た
事
業
を
廃
止
す
る

廃
止
す
る
場
合
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
各
号
の
ほ
か
、
廃
止
す
る
事
業

場
合
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
各
号
の
ほ
か
、
廃
止
す
る
事
業
の
用
に
供

の
用
に
供
し
て
い
る
財
産
の
処
分
方
法
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
申

し
て
い
る
財
産
の
処
分
方
法
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
申
請
し
な
け

請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
二
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

４

前
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
定
款
変
更
の
届
出
）

（
定
款
変
更
の
届
出
）
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第
四
条

法
第
四
十
五
条
の
三
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

第
四
条

法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

一

法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

二

法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
（
基
本
財
産
の
増
加
に
限
る
。

二

法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
基
本
財
産
の
増
加
に
限
る
。

）

）

三

法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
項

三

法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
項

２

前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
の
三
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定
款

２

前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
款
の
変
更
の

の
変
更
の
届
出
を
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
中

届
出
を
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
中
「
申
請
書

「
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
届
出
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

」
と
あ
る
の
は
、
「
届
出
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
解
散
の
認
可
又
は
認
定
申
請
手
続
）

（
解
散
の
認
可
又
は
認
定
申
請
手
続
）

第
五
条

社
会
福
祉
法
人
は
、
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
解
散
の
認
可

第
五
条

法
人
は
、
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
解
散
の
認
可
又
は
認
定

又
は
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
解
散
の
理
由
及
び
残
余
財
産
の
処
分
方
法

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
解
散
の
理
由
及
び
残
余
財
産
の
処
分
方
法
を
記
載
し

を
記
載
し
た
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば

た
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
ら
な
い
。

。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
清
算
人
会
設
置
法
人
以
外
の
清
算
法
人
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

）
第
五
条
の
二

法
第
四
十
六
条
の
十
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定

（
新
設
）

め
る
体
制
は
、
次
に
掲
げ
る
体
制
と
す
る
。

一

清
算
人
の
職
務
の
執
行
に
係
る
情
報
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
体
制
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二

損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程
そ
の
他
の
体
制

三

職
員
の
職
務
の
執
行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の

体
制

２

清
算
人
が
二
人
以
上
あ
る
清
算
法
人
（
法
第
四
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
清
算
法

人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
体
制
に
は
、
業

務
の
決
定
が
適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
を
含
む
も
の
と
す
る

。
３

監
事
設
置
清
算
法
人
（
法
第
四
十
六
条
の
十
一
第
六
項
に
規
定
す
る
監
事
設
置
清

算
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
清
算
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
に

規
定
す
る
体
制
に
は
、
清
算
人
が
評
議
員
に
報
告
す
べ
き
事
項
の
報
告
を
す
る
た
め

の
体
制
を
含
む
も
の
と
す
る
。

４

監
事
設
置
清
算
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
体
制
に
は
、
次
に

掲
げ
る
体
制
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一

監
事
が
そ
の
職
務
を
補
助
す
べ
き
職
員
を
置
く
こ
と
を
求
め
た
場
合
に
お
け
る

当
該
職
員
に
関
す
る
体
制

二

前
号
の
職
員
の
清
算
人
か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
事
項

三

監
事
の
第
一
号
の
職
員
に
対
す
る
指
示
の
実
効
性
の
確
保
に
関
す
る
事
項

四

清
算
人
及
び
職
員
が
監
事
に
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制
そ
の
他
の
監
事
へ
の
報

告
に
関
す
る
体
制

五

前
号
の
報
告
を
し
た
者
が
当
該
報
告
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
な
取
扱

い
を
受
け
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

六

監
事
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
の
前
払
又
は
償
還
の
手
続
そ
の
他

の
当
該
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
又
は
債
務
の
処
理
に
係
る
方
針
に
関
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す
る
事
項

七

そ
の
他
監
事
の
監
査
が
実
効
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

（
清
算
人
会
設
置
法
人
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
）

第
五
条
の
三

法
第
四
十
六
条
の
十
七
第
六
項
第
五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で

（
新
設
）

定
め
る
体
制
は
、
次
に
掲
げ
る
体
制
と
す
る
。

一

清
算
人
の
職
務
の
執
行
に
係
る
情
報
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
体
制

二

損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程
そ
の
他
の
体
制

三

職
員
の
職
務
の
執
行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の

体
制

２

清
算
人
会
設
置
法
人
（
法
第
四
十
六
条
の
六
第
七
項
に
規
定
す
る
清
算
人
会
設
置

法
人
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
監
事
設
置
清
算
法
人
以
外
の
も
の
で

あ
る
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
体
制
に
は
、
清
算
人
が
評
議
員
に
報
告
す
べ
き

事
項
の
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３

清
算
人
会
設
置
法
人
が
、
監
事
設
置
清
算
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
に
規

定
す
る
体
制
に
は
、
次
に
掲
げ
る
体
制
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一

監
事
が
そ
の
職
務
を
補
助
す
べ
き
職
員
を
置
く
こ
と
を
求
め
た
場
合
に
お
け
る

当
該
職
員
に
関
す
る
体
制

二

前
号
の
職
員
の
清
算
人
か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
事
項

三

監
事
の
第
一
号
の
職
員
に
対
す
る
指
示
の
実
効
性
の
確
保
に
関
す
る
事
項

四

清
算
人
及
び
職
員
が
監
事
に
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制
そ
の
他
の
監
事
へ
の
報

告
に
関
す
る
体
制

五

前
号
の
報
告
を
し
た
者
が
当
該
報
告
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
な
取
扱
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い
を
受
け
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

六

監
事
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
の
前
払
又
は
償
還
の
手
続
そ
の
他

の
当
該
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
又
は
債
務
の
処
理
に
係
る
方
針
に
関

す
る
事
項

七

そ
の
他
監
事
の
監
査
が
実
効
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

（
清
算
人
会
の
議
事
録
）

第
五
条
の
四

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及

（
新
設
）

び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
清
算
人
会
の

議
事
録
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

清
算
人
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

清
算
人
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

清
算
人
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
清
算
人
、

監
事
又
は
評
議
員
が
清
算
人
会
に
出
席
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
を

含
む
。
）

二

清
算
人
会
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
も
の
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

イ

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
清
算
人
の
請
求
を
受
け
て
招

集
さ
れ
た
も
の

ロ

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
が
招
集
し
た
も
の

ハ

法
第
四
十
六
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
議
員
の
請
求
を
受
け
て
招

集
さ
れ
た
も
の
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ニ

法
第
四
十
六
条
の
十
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
の
十
八

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
評
議
員
が
招
集
し
た
も
の

ホ

法
第
四
十
六
条
の
二
十
一
及
び
令
第
十
三
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団

法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
監

事
の
請
求
を
受
け
て
招
集
さ
れ
た
も
の

ヘ

法
第
四
十
六
条
の
二
十
一
及
び
令
第
十
三
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団

法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
監

事
が
招
集
し
た
も
の

三

清
算
人
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

四

決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
清
算
人
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
氏
名

五

次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
清
算
人
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
又
は
発
言
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
又
は
発
言
の
内
容
の
概
要

イ

法
第
四
十
六
条
の
二
十
一
及
び
令
第
十
三
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団

法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
条

ロ

法
第
四
十
六
条
の
二
十
一
及
び
令
第
十
三
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
法
第
四
十
五
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団

法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
一
条
第
一
項

ハ

法
第
四
十
六
条
の
十
七
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十
二
条
第
二
項
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ニ

法
第
四
十
六
条
の
十
九
第
四
項

六

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般

財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十
五
条
第
三
項
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、

代
表
清
算
人
（
法
第
四
十
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
代
表
清
算
人
を
い
う

。
）
以
外
の
清
算
人
で
あ
つ
て
、
清
算
人
会
に
出
席
し
た
も
の
の
氏
名

七

清
算
人
会
に
出
席
し
た
評
議
員
の
氏
名
又
は
名
称

八

清
算
人
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
清
算
人
会
の
議
事
録
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般

財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
会
の
決
議
が
あ
つ

た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

清
算
人
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
項
の
内
容

ロ

イ
の
事
項
の
提
案
を
し
た
清
算
人
の
氏
名

ハ

清
算
人
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日

ニ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
つ
た
清
算
人
の
氏
名

二

法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般

財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
会
へ
の
報

告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

清
算
人
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
事
項
の
内
容

ロ

清
算
人
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
日

ハ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
つ
た
清
算
人
の
氏
名
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（
清
算
開
始
時
の
財
産
目
録
）

第
五
条
の
五

法
第
四
十
六
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
財
産
目
録
の
作
成
に

（
新
設
）

つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

前
項
の
財
産
目
録
に
計
上
す
べ
き
財
産
に
つ
い
て
は
、
そ
の
処
分
価
格
を
付
す
こ

と
が
困
難
な
場
合
を
除
き
、
法
第
四
十
六
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
つ
た
日
に
お
け
る
処
分
価
格
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
清
算
法
人
の
会
計
帳
簿
に
つ
い
て
は
、
財
産
目
録
に
付
さ
れ
た
価
格
を
取

得
価
額
と
み
な
す
。

３

第
一
項
の
財
産
目
録
は
、
次
に
掲
げ
る
部
に
区
分
し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
部
は
、
そ
の
内
容
を
示

す
適
当
な
名
称
を
付
し
た
項
目
に
細
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

資
産

二

負
債

三

正
味
資
産

（
清
算
開
始
時
の
貸
借
対
照
表
）

第
五
条
の
六

法
第
四
十
六
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
借
対
照
表
の
作
成

（
新
設
）

に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

前
項
の
貸
借
対
照
表
は
、
法
第
四
十
六
条
の
二
十
二
第
一
項
の
財
産
目
録
に
基
づ

き
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
貸
借
対
照
表
は
、
次
に
掲
げ
る
部
に
区
分
し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
号
に
掲
げ
る
部
に
つ
い
て
は
、
純
資
産
を
示
す

適
当
な
名
称
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。
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一

資
産

二

負
債

三

純
資
産

４

前
項
各
号
に
掲
げ
る
部
は
、
適
当
な
項
目
に
細
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
各
項
目
に
つ
い
て
は
、
資
産
、
負
債
又
は
純
資
産
を
示
す
適
当

な
名
称
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

処
分
価
格
を
付
す
こ
と
が
困
難
な
資
産
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の
貸
借
対
照

表
に
は
、
当
該
資
産
に
係
る
財
産
評
価
の
方
針
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
各
清
算
事
務
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
）

第
五
条
の
七

法
第
四
十
六
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
は
、
各
清

（
新
設
）

算
事
務
年
度
（
同
項
に
規
定
す
る
各
清
算
事
務
年
度
を
い
う
。
第
五
条
の
九
第
二
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
会
計
帳
簿
に
基
づ
き
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
貸
借
対
照
表
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
３

法
第
四
十
六
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
の
附
属
明
細
書
は
、

貸
借
対
照
表
の
内
容
を
補
足
す
る
重
要
な
事
項
を
そ
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
各
清
算
事
務
年
度
に
係
る
事
務
報
告
）

第
五
条
の
八

法
第
四
十
六
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
報
告
は
、
清
算
に

（
新
設
）

関
す
る
事
務
の
執
行
の
状
況
に
係
る
重
要
な
事
項
を
そ
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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２

法
第
四
十
六
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
報
告
の
附
属
明
細
書
は
、
事

務
報
告
の
内
容
を
補
足
す
る
重
要
な
事
項
を
そ
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
法
人
の
監
査
報
告
）

第
五
条
の
九

法
第
四
十
六
条
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
に
つ
い
て
は
、

（
新
設
）

こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

清
算
法
人
の
監
事
は
、
各
清
算
事
務
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及
び
事
務
報
告
並

び
に
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す

る
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

監
事
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容

二

各
清
算
事
務
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
が
当
該
清
算
法

人
の
財
産
の
状
況
を
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
の
意
見

三

各
清
算
事
務
年
度
に
係
る
事
務
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
が
法
令
又
は
定
款

に
従
い
当
該
清
算
法
人
の
状
況
を
正
し
く
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意

見
四

清
算
人
の
職
務
の
遂
行
に
関
し
、
不
正
の
行
為
又
は
法
令
若
し
く
は
定
款
に
違

反
す
る
重
大
な
事
実
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実

五

監
査
の
た
め
必
要
な
調
査
が
で
き
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

六

監
査
報
告
を
作
成
し
た
日

３

特
定
監
事
は
、
第
五
条
の
七
第
一
項
の
貸
借
対
照
表
及
び
前
条
第
一
項
の
事
務
報

告
の
全
部
を
受
領
し
た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日
（
特
定
清
算
人
（
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
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お
い
て
同
じ
。
）
及
び
特
定
監
事
の
間
で
合
意
し
た
日
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
日
）
ま
で
に
、
特
定
清
算
人
に
対
し
て
、
監
査
報
告
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
清
算
人
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を

受
け
る
清
算
人
と
し
て
定
め
ら
れ
た
清
算
人

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

第
五
条
の
七
第
一
項
の
貸
借
対
照
表
及
び

前
条
第
一
項
の
事
務
報
告
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
の
作
成
に
関
す
る
職
務

を
行
つ
た
清
算
人

４

第
五
条
の
七
第
一
項
の
貸
借
対
照
表
及
び
前
条
第
一
項
の
事
務
報
告
並
び
に
こ
れ

ら
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
特
定
清
算
人
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の

内
容
の
通
知
を
受
け
た
日
に
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

５

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
監
事
が
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
べ

き
日
ま
で
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
し
な
い
場
合
に
は
、

当
該
通
知
を
す
べ
き
日
に
、
第
五
条
の
七
第
一
項
の
貸
借
対
照
表
及
び
前
条
第
一
項

の
事
務
報
告
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た

も
の
と
み
な
す
。

６

第
三
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
「
特
定
監
事
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

二
人
以
上
の
監
事
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報

告
の
内
容
の
通
知
を
す
べ
き
監
事
を
定
め
た
と
き

当
該
通
知
を
す
べ
き
監
事
と

し
て
定
め
ら
れ
た
監
事

二

二
人
以
上
の
監
事
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報

告
の
内
容
の
通
知
を
す
べ
き
監
事
を
定
め
て
い
な
い
と
き

全
て
の
監
事
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三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

監
事

（
決
算
報
告
）

第
五
条
の
十

法
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
決
算
報
告
は

（
新
設
）

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
項
目
に
細
分
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

債
権
の
取
立
て
、
資
産
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
に
よ
つ
て
得
た
収
入
の
額

二

債
務
の
弁
済
、
清
算
に
係
る
費
用
の
支
払
そ
の
他
の
行
為
に
よ
る
費
用
の
額

三

残
余
財
産
の
額
（
支
払
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
税
額
及
び
当
該
税
額
を

控
除
し
た
後
の
財
産
の
額
）

２

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
残
余
財
産
の
引
渡
し
を
完
了
し
た
日

を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
吸
収
合
併
契
約
）

第
五
条
の
十
一

法
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

（
新
設
）

の
と
お
り
と
す
る
。

一

吸
収
合
併
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
日

二

吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（
法
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
消
滅

社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
職
員
の
処
遇

（
合
併
認
可
申
請
手
続
）

（
合
併
認
可
申
請
手
続
）

第
六
条

社
会
福
祉
法
人
は
、
法
第
五
十
条
第
三
項
又
は
法
第
五
十
四
条
の
六
第
二
項

第
六
条

法
人
は
、
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
合
併
の
認
可
を
受
け
よ
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の
規
定
に
よ
り
、
吸
収
合
併
（
法
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
を
い
う
。
以

う
と
す
る
と
き
は
、
合
併
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

下
同
じ
。
）
又
は
新
設
合
併
（
法
第
五
十
四
条
の
五
に
規
定
す
る
新
設
合
併
を
い
う

し
て
所
轄
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
以
下
同
じ
。
）
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
吸
収
合
併
又
は
新
設
合
併

の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
五
十
二
条
及
び
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
又
は
法
第
五
十
四
条
の
八
の

一

法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
手
続
又
は
定
款
に
定
め
る
手
続
を
経
た
こ
と
を
証
明

手
続
又
は
定
款
に
定
め
る
手
続
を
経
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

す
る
書
類

二

吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
（
法
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
存
続

二

合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
法
人
の
定
款

社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人
（

法
第
五
十
四
条
の
五
第
二
号
に
規
定
す
る
新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
の
定
款

三

吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（
法
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
消
滅

三

合
併
す
る
各
法
人
に
係
る
次
の
書
類

社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（

法
第
五
十
四
条
の
五
第
一
号
に
規
定
す
る
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
次
の
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

四

吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
又
は
新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人
に
係
る
次

四

合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
法
人
に
係
る
次
の
書
類

の
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

評
議
員
と
な
る
べ
き
者
及
び
役
員
と
な
る
べ
き
者
の
履
歴
書
及
び
就
任
承
諾

ハ

役
員
と
な
る
べ
き
者
の
履
歴
書
及
び
就
任
承
諾
書
（
合
併
後
存
続
す
る
法
人

書
（
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
評
議
員
と
な
る

に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
役
員
と
な
る
者
の
就
任
承
諾
書
を
除
く
。
）

べ
き
者
又
は
引
き
続
き
役
員
と
な
る
べ
き
者
の
就
任
承
諾
書
を
除
く
。
）

ニ

評
議
員
と
な
る
べ
き
者
の
う
ち
に
、
他
の
各
評
議
員
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い

ニ

各
役
員
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て
、
他
の
役
員
と
な
る
べ
き
者
の
う
ち
に
、
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て
、
第
二
条
の
七
第
六
号
に
規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が

そ
の
者
と
婚
姻
関
係
又
は
三
親
等
以
内
の
親
族
関
係
に
あ
る
者
が
い
る
と
き
は

三
分
の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
、
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
者
（
同

、
そ
の
氏
名
及
び
そ
の
者
と
の
続
柄
を
記
載
し
た
書
類

号
括
弧
書
に
規
定
す
る
半
数
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
又
は
同
条
第
八
号

に
規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え
な
い
場

合
に
限
る
。
）
が
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の
各
評
議
員
の
氏
名
及
び
当
該
他
の

各
評
議
員
と
の
関
係
を
説
明
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

ホ

評
議
員
と
な
る
べ
き
者
の
う
ち
に
、
他
の
各
役
員
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て

（
新
設
）

、
第
二
条
の
八
第
六
号
に
規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三

分
の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
又
は
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
者
（
同

号
括
弧
書
に
規
定
す
る
半
数
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
が
い
る
と
き
は
、

当
該
他
の
各
役
員
の
氏
名
及
び
当
該
他
の
各
役
員
と
の
関
係
を
説
明
す
る
事
項

を
記
載
し
た
書
類

ヘ

理
事
と
な
る
べ
き
者
の
う
ち
に
、
他
の
各
理
事
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て
、

（
新
設
）

第
二
条
の
十
各
号
に
規
定
す
る
者
（
第
六
号
又
は
第
七
号
に
規
定
す
る
者
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
号
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
限

る
。
）
が
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の
各
理
事
の
氏
名
及
び
当
該
他
の
各
理
事
と

の
関
係
を
説
明
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

ト

監
事
と
な
る
べ
き
者
の
う
ち
に
、
他
の
各
役
員
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て
、

（
新
設
）

第
二
条
の
十
一
第
六
号
に
規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三

分
の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
、
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
者
（
同
号

括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
、
同
条

第
八
号
に
規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
半
数
を
超
え
な
い
場
合
に

限
る
。
）
又
は
同
条
第
九
号
に
規
定
す
る
者
（
同
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
割
合
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が
三
分
の
一
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
が
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の
各
役

員
の
氏
名
及
び
当
該
他
の
各
役
員
と
の
関
係
を
説
明
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書

類

（
削
る
）

五

法
第
五
十
二
条
の
場
合
に
お
い
て
は
、
設
立
の
事
務
を
行
う
者
が
同
条
の
規
定

に
よ
り
選
任
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

２

（
略
）

２

（
略
）

（
吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
事
前
開
示
事
項
）

第
六
条
の
二

法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は

（
新
設
）

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
（
法
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
存
続

社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
定
款
の
定
め

二

吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

最
終
会
計
年
度
（
各
会
計
年
度
に
係
る
法
第
四
十
五
条
の
二
十
七
第
二
項
に

規
定
す
る
計
算
書
類
に
つ
き
法
第
四
十
五
条
の
三
十
第
二
項
の
承
認
（
法
第
四

十
五
条
の
三
十
一
前
段
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
四
十
五
条
の
二

十
八
第
三
項
の
承
認
）
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
各
会
計
年
度
の
う
ち
最

も
遅
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
監
査
報
告
等
（
各
会
計
年
度
に

係
る
計
算
書
類
、
事
業
報
告
及
び
監
査
報
告
（
法
第
四
十
五
条
の
二
十
八
第
二

項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
会
計
監
査
報
告
を
含
む
。
）
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
容
（
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、

吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
の
内
容
）

ロ

最
終
会
計
年
度
の
末
日
（
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
吸
収
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合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な

債
務
の
負
担
そ
の
他
の
法
人
財
産
（
社
会
福
祉
法
人
の
財
産
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

（
法
第
五
十
二
条
の
評
議
員
会
の
日
の
二
週
間
前
の
日
（
法
第
四
十
五
条
の
九

第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法

律
第
百
九
十
四
条
第
一
項
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
提
案
が
あ
つ
た
日
。

以
下
同
じ
。
）
後
吸
収
合
併
の
登
記
の
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
会
計
年
度

が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
会
計
年
度
の
末

日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る
。
）

三

吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（
清
算
法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
最
終
会
計
年
度
の
末
日
（
最
終
会

計
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の

日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な
債
務
の
負
担
そ
の
他
の
法
人
財
産
の

状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
法
第
五

十
二
条
の
評
議
員
会
の
日
の
二
週
間
前
の
日
後
吸
収
合
併
の
登
記
の
日
ま
で
の

間
に
新
た
な
最
終
会
計
年
度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

新
た
な
最
終
会
計
年
度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る
。
）

ロ

吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
最
終
会
計
年
度
が
な
い
と
き
は
、

吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表

四

吸
収
合
併
の
登
記
の
日
以
後
に
お
け
る
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
債
務

（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
吸
収
合
併
に
つ
い
て
異
議
を
述
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べ
る
こ
と
が
で
き
る
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
に
限
る
。
）
の
履
行
の
見

込
み
に
関
す
る
事
項

五

法
第
五
十
二
条
の
評
議
員
会
の
日
の
二
週
間
前
の
日
後
、
前
各
号
に
掲
げ
る
事

項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
当
該
事
項

（
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
）

第
六
条
の
三

法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

（
新
設
）

も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
催
告
の
日
の
い

ず
れ
か
早
い
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

公
告
対
象
法
人
（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉

法
人
及
び
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

つ
き
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

二

公
告
対
象
法
人
が
清
算
法
人
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
会
計
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

要
旨
の
内
容

２

前
項
第
三
号
の
貸
借
対
照
表
の
要
旨
に
係
る
事
項
の
金
額
は
、
百
万
円
単
位
又
は

十
億
円
単
位
を
も
つ
て
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
福
祉
法
人
の
財
産
の
状
態
を
的
確
に
判
断
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
第
三
号
の
貸
借
対
照

表
の
要
旨
に
係
る
事
項
の
金
額
は
、
適
切
な
単
位
を
も
つ
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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（
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
事
前
開
示
事
項
）

第
六
条
の
四

法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は

（
新
設
）

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（
清
算
法
人
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
次
に
掲

げ
る
事
項

イ

最
終
会
計
年
度
に
係
る
監
査
報
告
等
の
内
容
（
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合

に
あ
つ
て
は
、
吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対

照
表
の
内
容
）

ロ

最
終
会
計
年
度
の
末
日
（
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
吸
収

合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な

債
務
の
負
担
そ
の
他
の
法
人
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生

じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
評
議
員
会
の
日
の

二
週
間
前
の
日
（
法
第
四
十
五
条
の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団

法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
九
十
四
条
第
一
項
の
場
合
に
あ

つ
て
は
、
同
項
の
提
案
が
あ
つ
た
日
。
以
下
同
じ
。
）
後
吸
収
合
併
の
登
記
の

日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
会
計
年
度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
新
た
な
最
終
会
計
年
度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る
。

）

二

吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（
清
算
法
人
に
限
る
。
）
が
法
第
四
十
六
条
の

二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
貸
借
対
照
表

三

吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
最
終
会
計
年
度
の
末
日
（
最
終
会

計
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
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日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な
債
務
の
負
担
そ
の
他
の
法
人
財
産
の

状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
法
第
五

十
四
条
の
二
第
一
項
の
評
議
員
会
の
日
の
二
週
間
前
の
日
後
吸
収
合
併
の
登
記

の
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
会
計
年
度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
会
計
年
度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る

。
）

ロ

吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
最
終
会
計
年
度
が
な
い
と
き
は
、

吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表

四

吸
収
合
併
の
登
記
の
日
以
後
に
お
け
る
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
債
務

（
法
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
吸
収
合
併
に
つ
い
て
異
議

を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
に
限
る
。
）
の
履
行

の
見
込
み
に
関
す
る
事
項

五

法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
評
議
員
会
の
日
の
二
週
間
前
の
日
後
吸
収
合
併

の
登
記
の
日
ま
で
の
間
に
、
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、

変
更
後
の
当
該
事
項

（
資
産
の
額
等
）

第
六
条
の
五

法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
債
務
の
額
と
し
て
厚
生
労
働

（
新
設
）

省
令
で
定
め
る
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得

た
額
と
す
る
。

一

吸
収
合
併
の
直
後
に
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
貸
借
対
照
表
の
作
成
が

あ
つ
た
も
の
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
す
べ

き
額
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二

吸
収
合
併
の
直
前
に
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
貸
借
対
照
表
の
作
成
が

あ
つ
た
も
の
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
す
べ

き
額

２

法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
資
産
の
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
と
す

る
。

一

吸
収
合
併
の
直
後
に
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
貸
借
対
照
表
の
作
成
が

あ
つ
た
も
の
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
す
べ

き
額

二

吸
収
合
併
の
直
前
に
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
貸
借
対
照
表
の
作
成
が

あ
つ
た
も
の
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
す
べ

き
額

（
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
）

第
六
条
の
六

法
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定

（
新
設
）

め
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
催
告
の
日

の
い
ず
れ
か
早
い
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

公
告
対
象
法
人
（
法
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
第
三
号
の
吸
収
合
併
存
続
社
会

福
祉
法
人
及
び
吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
つ
き
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

二

公
告
対
象
法
人
が
清
算
法
人
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
会
計
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の
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要
旨
の
内
容

２

第
六
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号
の
貸
借
対
照
表
の
要

旨
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
の
事
後
開
示
事
項
）

第
六
条
の
七

法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

（
新
設
）

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

吸
収
合
併
の
登
記
の
日

二

吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
に
お
け
る
法
第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
手
続

の
経
過

三

吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
に
お
け
る
法
第
五
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る

手
続
の
経
過

四

吸
収
合
併
に
よ
り
吸
収
合
併
存
続
社
会
福
祉
法
人
が
吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉

法
人
か
ら
承
継
し
た
重
要
な
権
利
義
務
に
関
す
る
事
項

五

法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
吸
収
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
が
備
え

置
い
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
事
項
（
吸
収
合
併
契

約
の
内
容
を
除
く
。
）

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
吸
収
合
併
に
関
す
る
重
要
な
事
項

（
新
設
合
併
契
約
）

第
六
条
の
八

法
第
五
十
四
条
の
五
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

（
新
設
）

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

新
設
合
併
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
日
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二

新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
職
員
の
処
遇

（
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
事
前
開
示
事
項
）

第
六
条
の
九

法
第
五
十
四
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

（
新
設
）

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

他
の
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（
清
算
法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

最
終
会
計
年
度
に
係
る
監
査
報
告
等
の
内
容
（
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場
合

に
あ
つ
て
は
、
他
の
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸

借
対
照
表
の
内
容
）

ロ

他
の
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
最
終
会
計
年
度
の
末
日
（
最

終
会
計
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
他
の
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人

の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な
債
務
の
負
担
そ
の
他
の
法

人
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

（
法
第
五
十
四
条
の
八
の
評
議
員
会
の
日
の
二
週
間
前
の
日
（
法
第
四
十
五
条

の
九
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す

る
法
律
第
百
九
十
四
条
第
一
項
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
提
案
が
あ
つ
た

日
。
以
下
同
じ
。
）
後
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
ま
で
の
間

に
新
た
な
最
終
会
計
年
度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
新

た
な
最
終
会
計
年
度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る
。
）

二

他
の
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（
清
算
法
人
に
限
る
。
）
が
法
第
四
十
六

条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
貸
借
対
照
表

三

当
該
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
（
清
算
法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
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い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
最
終
会
計
年
度
の
末
日
（
最

終
会
計
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人

の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な
債
務
の
負
担
そ
の
他
の
法

人
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

（
法
第
五
十
四
条
の
八
の
評
議
員
会
の
日
の
二
週
間
前
の
日
後
新
設
合
併
設
立

社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
会
計
年
度
が
存
す
る
こ

と
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
会
計
年
度
の
末
日
後
に
生
じ

た
事
象
の
内
容
に
限
る
。
）

ロ

当
該
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
最
終
会
計
年
度
が
な
い
と
き

は
、
当
該
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表

四

新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
以
後
に
お
け
る
新
設
合
併
設
立
社

会
福
祉
法
人
の
債
務
（
他
の
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉
法
人
か
ら
承
継
す
る
債
務

を
除
き
、
法
第
五
十
四
条
の
九
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
新
設
合
併
に
つ
い

て
異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
に
限
る
。
）

の
履
行
の
見
込
み
に
関
す
る
事
項

五

法
第
五
十
四
条
の
八
の
評
議
員
会
の
日
の
二
週
間
前
の
日
後
、
前
各
号
に
掲
げ

る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
当
該
事
項

（
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
）

第
六
条
の
十

法
第
五
十
四
条
の
九
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定

（
新
設
）

め
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
催
告
の
日

の
い
ず
れ
か
早
い
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
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号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

公
告
対
象
法
人
（
法
第
五
十
四
条
の
九
第
一
項
第
三
号
の
新
設
合
併
消
滅
社
会

福
祉
法
人
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
最
終
会
計
年
度
が
な
い
場

合

そ
の
旨

二

公
告
対
象
法
人
が
清
算
法
人
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
会
計
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

要
旨
の
内
容

２

第
六
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号
の
貸
借
対
照
表
の
要

旨
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人
の
事
後
開
示
事
項
）

第
六
条
の
十
一

法
第
五
十
四
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日

二

法
第
五
十
四
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

三

新
設
合
併
に
よ
り
新
設
合
併
設
立
社
会
福
祉
法
人
が
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉

法
人
か
ら
承
継
し
た
重
要
な
権
利
義
務
に
関
す
る
事
項

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
新
設
合
併
に
関
す
る
重
要
な
事
項

第
六
条
の
十
二

法
第
五
十
四
条
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
事
項
は
、
法
第
五
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
設
合
併
消
滅
社
会
福
祉

法
人
が
備
え
置
い
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
事
項
（
新

設
合
併
契
約
の
内
容
を
除
く
。
）
と
す
る
。
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（
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
承
認
の
申
請
）

第
六
条
の
十
三

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
承

（
新
設
）

認
の
申
請
は
、
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
提
出

す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

社
会
福
祉
充
実
計
画
を
記
載
し
た
書
類

二

法
第
五
十
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
者
の
意
見
を
聴
取
し
た
こ
と
を
証
す

る
書
類

三

法
第
五
十
五
条
の
二
第
七
項
の
評
議
員
会
の
議
事
録

四

そ
の
他
必
要
な
書
類

（
控
除
対
象
財
産
額
等
）

第
六
条
の
十
四

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で

（
新
設
）

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
社
会
福
祉
法
人
が
当
該
会
計
年
度
の
前
会

計
年
度
の
末
日
に
お
い
て
有
す
る
財
産
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
財
産
の
合
計
額
を
い
う

。一

社
会
福
祉
事
業
、
公
益
事
業
及
び
収
益
事
業
の
実
施
に
必
要
な
財
産

二

前
号
に
掲
げ
る
財
産
の
う
ち
固
定
資
産
の
再
取
得
等
に
必
要
な
額
に
相
当
す
る

財
産

三

当
該
会
計
年
度
に
お
い
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
の
実
施
の
た
め
最
低
限
必

要
と
な
る
運
転
資
金

２

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
産
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
法
第
五
十
五
条
の
二
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
し
た
額
の
う
ち
前
項
第
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一
号
に
規
定
す
る
財
産
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る

。（
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
記
載
事
項
）

第
六
条
の
十
五

法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

（
新
設
）

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
電
話
番
号

そ
の
他
の
連
絡
先

二

社
会
福
祉
充
実
事
業
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
社
会

福
祉
充
実
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
資
金
計
画

三

法
第
五
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
検
討
の
結
果

四

法
第
五
十
五
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
意
見
の
聴
取
の
結
果

五

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
実
施
す
る
事
業
の
検
討
の
結
果
）

（
新
設
）

第
六
条
の
十
六

法
第
五
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
三
項
第
一
号
に

掲
げ
る
事
項
の
記
載
は
、
社
会
福
祉
法
人
の
設
立
の
目
的
を
踏
ま
え
、
同
条
第
四
項

各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
順
に
そ
の
実
施
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
検
討
の
結
果
を
記

載
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
財
務
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
）

（
新
設
）

第
六
条
の
十
七

法
第
五
十
五
条
の
二
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
監

査
法
人
又
は
税
理
士
法
人
と
す
る
。
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（
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
変
更
の
承
認
の
申
請
）

第
六
条
の
十
八

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画

（
新
設
）

の
変
更
の
承
認
の
申
請
は
、
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
所

轄
庁
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

変
更
後
の
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
を
記
載
し
た
書
類

二

第
六
条
の
十
三
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

（
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
に
お
け
る
軽
微
な
変
更
）

第
六
条
の
十
九

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変

（
新
設
）

更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一

社
会
福
祉
充
実
事
業
の
種
類
の
変
更

二

社
会
福
祉
充
実
事
業
の
事
業
区
域
の
変
更
（
変
更
前
の
事
業
区
域
と
変
更
後
の

事
業
区
域
と
が
同
一
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
区
域
内
で
あ
る
場
合
を

除
く
。
）

三

社
会
福
祉
充
実
事
業
の
実
施
期
間
の
変
更
（
変
更
前
の
各
社
会
福
祉
充
実
事
業

を
実
施
す
る
年
度
（
以
下
「
実
施
年
度
」
と
い
う
。
）
と
変
更
後
の
実
施
年
度
と

が
同
一
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
変
更
の
ほ
か
、
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
重
要
な
変
更

（
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
に
お
け
る
軽
微
な
変
更
に
関
す
る
届
出
）

第
六
条
の
二
十

法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
に
関
す
る
届

（
新
設
）

出
は
、
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
提
出
す
る
こ
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と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

変
更
後
の
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
を
記
載
し
た
書
類

二

そ
の
他
必
要
な
書
類

（
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
終
了
の
承
認
の
申
請
）

第
六
条
の
二
十
一

法
第
五
十
五
条
の
四
に
規
定
す
る
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
終

（
新
設
）

了
の
承
認
の
申
請
は
、
申
請
書
に
、
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業

を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
所
轄
庁
に
提
出
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
様
式
）

第
六
条
の
二
十
二

第
六
条
の
十
三
、
第
六
条
の
十
八
、
第
六
条
の
二
十
及
び
前
条
に

（
新
設
）

規
定
す
る
書
類
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
２

前
項
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
長
が
定
め
る
。

（
助
成
申
請
手
続
）

（
助
成
申
請
手
続
）

第
八
条

法
第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
社
会
福
祉
法
人
が
国
の
助
成
を
申
請
し
よ
う

第
八
条

法
第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
法
人
が
国
の
助
成
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と

と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
社
会
福
祉
法
人
の
主
た

き
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
区
域
と
す
る
地
方
厚
生
局
長
（
二
以
上
の
地
方
厚
生
局

を
管
轄
区
域
と
す
る
地
方
厚
生
局
長
（
二
以
上
の
地
方
厚
生
局
の
管
轄
区
域
に
わ
た

の
管
轄
区
域
に
わ
た
り
事
業
（
第
一
条
の
四
各
号
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を

り
事
業
（
第
十
三
条
各
号
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
法
人
に
あ
つ
て
は

行
う
社
会
福
祉
法
人
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、
厚
生
労
働
大
臣
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。
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一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
届
出
）

（
現
況
の
報
告
）

第
九
条

法
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
計
算
書
類
等
及
び
財
産
目
録
等
（
以
下
「
届

第
九
条

法
第
五
十
九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

出
計
算
書
類
等
」
と
い
う
。
）
の
届
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か

の
と
お
り
と
す
る
。

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

書
面
の
提
供
（
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は

一

当
該
会
計
年
度
の
初
日
に
お
け
る
役
員
の
氏
名
及
び
職
業
並
び
に
代
表
権
を
有

ロ
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）

す
る
者
の
住
所
及
び
年
齢

イ

届
出
計
算
書
類
等
が
書
面
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
書
面
に

記
載
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
二
通
の
提
供

ロ

届
出
計
算
書
類
等
が
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
二
通
の
提
供

二

電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
（
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

二

前
会
計
年
度
に
お
け
る
事
業
の
概
要

当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）

イ

届
出
計
算
書
類
等
が
書
面
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
書
面
に

記
載
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

ロ

届
出
計
算
書
類
等
が
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

三

届
出
計
算
書
類
等
の
内
容
を
当
該
届
出
に
係
る
行
政
機
関
（
厚
生
労
働
大
臣
、

三

前
会
計
年
度
末
に
お
け
る
主
要
な
財
産
の
所
有
状
況

都
道
府
県
知
事
及
び
市
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
独
立
行
政
法
人
福
祉
医

療
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
福

祉
医
療
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
接
続
さ
れ
た
届
出
計
算
書
類
等
の
管
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理
等
に
関
す
る
統
一
的
な
支
援
の
た
め
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
す
る
方
法

（
削
る
）

２

法
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
前
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
現
況
報
告
書
を
そ
れ
ぞ
れ
二
通
を
提
出
す
る
こ
と

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
公
表
）

（
公
表
）

第
十
条

法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り

第
十
条

法
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
の
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

２

法
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類

は
、
貸
借
対
照
表
、
収
支
計
算
書
及
び
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
現
況
報
告
書
と

す
る
。
た
だ
し
、
現
況
報
告
書
を
公
表
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
個
人
の
権
利
利
益

が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
は
除
く
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
福
祉
法
人
が
前
条
第
三
号
に
規
定
す
る
方
法

（
新
設
）

に
よ
る
届
出
を
行
い
、
行
政
機
関
等
が
当
該
届
出
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
届
出
計
算
書

類
等
の
内
容
の
公
表
を
行
う
と
き
は
、
当
該
社
会
福
祉
法
人
が
前
項
に
規
定
す
る
方

法
に
よ
る
公
表
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類

（
新
設
）

は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
法
人
の
運
営
に
係
る
重
要
な
部
分
に
限
り
、
個
人
の
権
利

利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

法
第
四
十
五
条
の
二
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類

二

法
第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
役
員
等
名
簿
及
び
同
項

第
四
号
に
規
定
す
る
書
類
（
第
二
条
の
四
十
一
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
規
定

す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
部
分
を
除
く
。
）
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（
調
査
事
項
）

第
十
条
の
二

法
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生

（
新
設
）

労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
個
人
の
権
利
利
益
が
害
さ
れ
る

お
そ
れ
が
あ
る
部
分
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

法
第
四
十
五
条
の
二
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
の
内
容

二

法
第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
附
属
明
細
書
の
う
ち
社
会
福
祉

法
人
会
計
基
準
第
三
十
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
拠
点
区
分
資
金
収
支
明
細

書
及
び
同
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
拠
点
区
分
事
業
活
動
明
細
書
の
内
容

三

法
第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
産
目
録
の
内
容

四

法
第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
書
類
（
第
二
条
の
四
十

一
第
十
五
号
に
規
定
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
部
分
を
除
く
。
）
の
内
容

五

承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
内
容

六

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
報
告
方
法
）

第
十
条
の
三

法
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令

（
新
設
）

で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

電
磁
的
方
法

二

第
九
条
第
三
号
に
規
定
す
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
す
る
方
法

（
社
会
福
祉
法
人
台
帳
）

（
社
会
福
祉
法
人
台
帳
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）
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２

前
項
の
社
会
福
祉
法
人
台
帳
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お

２

前
項
の
社
会
福
祉
法
人
台
帳
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

理
事
長
の
氏
名

三

代
表
者
の
氏
名

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

六

評
議
員
又
は
役
員
に
関
す
る
事
項

六

役
員
に
関
す
る
事
項

七

（
略
）

七

（
略
）

（
削
る
）

八

評
議
員
会
を
置
く
場
合
に
は
、
こ
れ
に
関
す
る
事
項

八

（
略
）

九

（
略
）

（
所
轄
庁
）

（
所
轄
庁
）

第
十
三
条

第
二
条
、
第
三
条
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
六
条
の
十
三

第
十
三
条

第
二
条
、
第
三
条
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第

、
第
六
条
の
二
十
、
第
六
条
の
二
十
一
及
び
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
所
轄
庁
と

一
項
に
お
い
て
所
轄
庁
と
あ
る
の
は
、
法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
所
轄
庁
と
す
る
。

あ
る
の
は
、
法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
所
轄
庁
と
す
る
。

（
削
る
）

一

全
国
を
単
位
と
し
て
行
わ
れ
る
事
業

二

地
域
を
限
定
し
な
い
で
行
わ
れ
る
事
業

三

法
令
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
を
受
け
て
行
わ
れ
る
事
業

四

前
各
号
に
類
す
る
事
業

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
七
条

削
除

第
十
七
条

法
第
七
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、

次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
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イ

社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
当
該
利
用
者
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受

信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当

該
利
用
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
利
用
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
法
第
七
十
七
条
第
二
項
前

段
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申

出
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ

り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る

フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
に
掲
げ
る
方
法
は
、
当
該
利
用
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と

に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
当
該
利
用
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気

通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

第
十
八
条

令
第
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容

第
十
八
条

令
第
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

第
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
が
使

一

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
が
使
用
す
る

用
す
る
も
の

も
の
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二

（
略
）

二

（
略
）

（
指
定
の
申
請
）

（
指
定
の
申
請
）

第
二
十
八
条

法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
社
会

第
二
十
八
条

法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人

福
祉
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

理
事
長
の
氏
名

二

代
表
者
の
氏
名

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

評
議
員
及
び
役
員
の
氏
名
、
住
所
並
び
に
略
歴
を
記
載
し
た
書
面

三

役
員
の
氏
名
、
住
所
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
面

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

（
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

（
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
九
条

法
第
九
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
都
道
府

第
二
十
九
条

法
第
九
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
都
道
府

県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
事

県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
事

項
を
記
載
し
た
書
面
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
を
記
載
し
た
書
面
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
法
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
十
九
条
の
二

法
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は

（
新
設
）

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

社
会
福
祉
事
業
等
に
従
事
し
な
く
な
つ
た
場
合
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二

介
護
福
祉
士
の
登
録
を
受
け
た
後
、
社
会
福
祉
事
業
等
に
直
ち
に
従
事
す
る
見

込
み
が
な
い
場
合

（
法
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
二
十
九
条
の
三

法
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は

（
新
設
）

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二

電
話
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
そ
の
他
の
連
絡
先
に
係
る
情
報

三

介
護
福
祉
士
登
録
簿
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

四

就
業
に
関
す
る
状
況

（
届
出
の
方
法
）

第
二
十
九
条
の
四

法
第
九
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は

（
新
設
）

、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
届
出

を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
も
の
を
い

う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

法
第
九
十
九
条
に
規
定
す
る
中
央
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
中
央
セ
ン
タ
ー
」

と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
二
十
九
条
の
五

法
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、

（
新
設
）

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
条
第

二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
及
び
厚
生
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労
働
大
臣
の
指
定
し
た
学
校
及
び
都
道
府
県
知
事
の
指
定
し
た
養
成
施
設
並
び
に
同

条
第
四
号
に
規
定
す
る
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ

く
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
で
あ
つ
て
文
部
科
学
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の

指
定
し
た
も
の
の
設
置
者
と
す
る
。

（
法
第
九
十
五
条
の
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
二
十
九
条
の
六

法
第
九
十
五
条
の
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、

（
新
設
）

法
第
九
十
四
条
各
号
（
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
適
切
、
公
正
か
つ
中

立
に
実
施
で
き
る
者
と
し
て
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
が
認
め
る
者
と
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
三
十
一
条

第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
及
び
前
条
の
規
定
は
、
中
央
セ
ン
タ
ー
に

第
三
十
一
条

前
三
条
の
規
定
は
、
中
央
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
都
道
府
県
知
事
」

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生

と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
、
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
法
第
九
十
三
条
第

労
働
大
臣
」
と
、
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
法
第
九
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
九
十
九
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
九
十
四
条
」

「
法
第
九
十
九
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
九
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

と
あ
る
の
は
「
法
第
百
条
」
と
、
第
二
十
九
条
中
「
法
第
九
十
三
条
第
四
項
」
と
あ

百
条
」
と
、
第
二
十
九
条
中
「
法
第
九
十
三
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
一

る
の
は
「
法
第
百
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
三
条
第
四
項
」
と
、
前
条
第

条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
三
条
第
三
項
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
法
第
九
十

一
項
中
「
法
第
九
十
六
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
一
条
に
お
い
て
準

六
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六

用
す
る
法
第
九
十
六
条
第
一
項
前
段
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
九
十
六
条
第
一

条
第
一
項
前
段
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
九
十
六
条
第
一
項
後
段
」
と
あ
る
の

項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
第
一
項

は
「
法
第
百
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
第
一
項
後
段
」
と
、
同
条
第

後
段
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
法
第
九
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
一

三
項
中
「
法
第
九
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
一
条
に
お
い
て
準
用
す

条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
法
第
九
十
六
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
準
用
）

（
準
用
）

第
三
十
四
条

第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
条
の
規
定
は
、
福
利
厚
生
セ

第
三
十
四
条

第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
福
利
厚
生
セ
ン
タ
ー
に

ン
タ
ー
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
都
道
府

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
都
道
府
県
知
事
」

県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
、
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
法
第
九

と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
、
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
法
第
九
十
三
条
第

十
三
条
第
一
項

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
二
条

」
と
、
同
条
第
二
項

中
「
法
第

一
項

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
二
条

」
と
、
同
条
第
二
項

中
「
法
第
九
十
四
条

九
十
四
条

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
三
条

」
と
、
第
二
十
九
条
中
「
法
第
九
十
三

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
三
条

」
と
、
第
二
十
九
条
中
「
法
第
九
十
三
条
第
三
項

条
第
四
項

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
条

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
三
条
第

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
条

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
三
条
第
三
項

」
と

四
項

」
と
、
第
三
十
条
第
一
項
中
「
法
第
九
十
六
条
第
一
項

前
段
」
と
あ
る
の
は

、
第
三
十
条
第
一
項
中
「
法
第
九
十
六
条
第
一
項

前
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百

「
法
第
百
六
条

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
第
一
項

前
段
」
と
、
同
条
第

六
条

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
第
一
項

前
段
」
と
、
同
条
第
二
項

中

二
項

中
「
法
第
九
十
六
条
第
一
項

後
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
条

に
お
い

「
法
第
九
十
六
条
第
一
項

後
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
条

に
お
い
て
準
用
す

て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
第
一
項

後
段
」
と
、
同
条
第
三
項

中
「
法
第
九
十
六

る
法
第
九
十
六
条
第
一
項

後
段
」
と
、
同
条
第
三
項

中
「
法
第
九
十
六
条
第
二
項

条
第
二
項

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
条

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
第

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
条

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
第
二
項

」

二
項

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
配
分
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
）

（
配
分
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
）

第
三
十
六
条

法
第
百
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
配
分
委
員
会
（
以
下
こ
の
条
に

第
三
十
六
条

法
第
百
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
配
分
委
員
会
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
配
分
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
理
事
長
が
招
集
す
る
。

お
い
て
「
配
分
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
理
事
（
定
款
を
も
つ
て
理
事
の
代
表
権

を
制
限
し
て
い
る
と
き
は
、
代
表
権
を
有
す
る
理
事
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
招
集
す
る
。

２

理
事
長
は
、
配
分
委
員
会
の
委
員
の
総
数
の
三
分
の
一
以
上
の
委
員
が
審
議
す
べ

２

理
事
は
、
配
分
委
員
会
の
委
員
の
総
数
の
三
分
の
一
以
上
の
委
員
が
審
議
す
べ
き

き
事
項
を
示
し
て
配
分
委
員
会
の
招
集
を
請
求
し
た
と
き
は
、
そ
の
請
求
の
あ
つ
た

事
項
を
示
し
て
配
分
委
員
会
の
招
集
を
請
求
し
た
と
き
は
、
そ
の
請
求
の
あ
つ
た
日

日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
配
分
委
員
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
ら
三
十
日
以
内
に
、
配
分
委
員
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
７

（
略
）

３
～
７

（
略
）
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（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
四
十
一
条

次
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ

第
四
十
一
条

次
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ

き
事
項
を
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
申
請
者
又
は
届
出
者
の
名
称

き
事
項
を
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
申
請
者
又
は
届
出
者
の
名
称

及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
申
請
又
は
届
出
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を

及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
申
請
又
は
届
出
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を

記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
四

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

十
五

第
六
条
第
一
項
第
四
号
ニ
か
ら
ト
ま
で

十
五

第
六
条
第
一
項
第
四
号
ニ

十
六
～
二
十

（
略
）

十
六
～
二
十

（
略
）

（
削
る
）

二
十
一

第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
及
び
現
況
報
告
書

附

則

附

則

７

社
会
福
祉
法
人
が
そ
の
設
置
す
る
幼
保
連
携
施
設
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る

７

法
人
が
そ
の
設
置
す
る
幼
保
連
携
施
設
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保

教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携

十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
施
設
に
限

施
設
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
に
よ
る
改
正
後
の
就
学
前
の

る
。
）
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
に
よ
る
改
正
後
の
就
学
前
の
子
ど
も
に

子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
七

関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
一
項

条
第
一
項
の
設
置
の
認
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
第
四
条
第

の
設
置
の
認
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
第
四
条
第
一
項
の
規

一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
次
の
と
お
り
」
と
あ
る
の
は
、
「
法

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
次
の
と
お
り
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
三
十
一

第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ

条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
の
と

か
、
次
の
と
お
り
」
と
す
る
。

お
り
」
と
す
る
。

別
記
様
式

（第
七
条
関
係

）

別
記
様
式

（第
七
条
関
係

）
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○

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第

四
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一

（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一

（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

表
一

表
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

社
会
福
祉
法
（
昭

第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
定
款
の
備
置
き

社
会
福
祉
法
（
昭

第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
備
置
き

和
二
十
六
年
法
律

第
四
十
五
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
議
事
録
の
備
置
き

和
二
十
六
年
法
律

第
四
十
五
号
）

第
四
十
五
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
議
事
録
の
写
し
の

第
四
十
五
号
）

備
置
き

第
四
十
五
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
帳
簿
及
び

資
料
の
保
存

第
四
十
五
条
の
二
十
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
計
算
書
類
（
同

条
第
二
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
を
い
う
。
）
及
び
そ
の
附
属

明
細
書
の
保
存

第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
計
算
書
類
等
（

同
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
等
を
い
う
。
）
の
備
置
き

第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
計
算
書
類
等
の
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写
し
の
備
置
き

第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
財
産
目
録
等
（

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
財
産
目
録
等
を
い
う
。
）
及
び
そ
の

写
し
の
備
置
き

第
四
十
六
条
の
二
十
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
財
産
目
録
等
（

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産
目
録
等
を
い
う
。
）
の
保
存

第
四
十
六
条
の
二
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
貸
借
対
照
表
及

び
そ
の
附
属
明
細
書
の
保
存

第
四
十
六
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
借
対
照
表
等

（
同
項
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
等
を
い
う
。
）
の
備
置
き

第
四
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
資

料
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
帳
簿
資
料
を
い
う
。
）
の
保
存

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二

（
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
）

別
表
第
二

（
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

社
会
福
祉
法

第
四
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
報
告
書
、
財
産
目
録

、
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
計
算
書
の
作
成
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
三

（
第
八
条
及
び
第
九
条
関
係
）

別
表
第
三

（
第
八
条
及
び
第
九
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

社
会
福
祉
法

第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
閲
覧

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
四

（
第
十
条
及
び
第
十
一
条
関
係
）

別
表
第
四

（
第
十
条
及
び
第
十
一
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

社
会
福
祉
法

第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
定
款
の
謄
本

社
会
福
祉
法

第
四
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出

又
は
抄
本
の
交
付

第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
計
算
書

類
等
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
等
を
い
う
。
）
の

謄
本
又
は
抄
本
の
交
付

第
四
十
六
条
の
二
十
六
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
貸
借
対

照
表
等
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
を
い
う
。
）
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の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付

第
五
十
一
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
書

面
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付

第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
書

面
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付

第
五
十
四
条
の
四
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項

の
書
面
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付

第
五
十
四
条
の
七
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項

の
書
面
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付

第
五
十
四
条
の
十
一
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
二

項
の
書
面
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）
【
公
布
の
日
施
行
】

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
令
第

第
一
条

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
令
第

四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
略
）

（
略
）

第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
基
本
研
修
又
は
医
療
的
ケ
ア
を
修
了
し

（
新
設
）

て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
」
を
削
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
十
九
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
若
し
く

第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
十
九
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
若
し
く

は
第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
若

は
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
」
を
「
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
か

し
く
は
第
五
号
」
に
、
「
同
項
第
一
号
」
を
「
同
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
略
）

（
略
）

（
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

（
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を

第
五
条

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
略
）

（
略
）

第
七
百
十
二
条
第
二
十
二
号
の
三
中
「
第
三
十
九
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」

第
七
百
十
二
条
第
二
十
二
号
の
三
中
「
第
三
十
九
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」

を
「
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第

を
「
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第

二
十
二
号
の
四
中
「
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
四
十
条
第
二
項
第
四
号
」

二
十
二
条
の
四
中
「
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
四
十
条
第
二
項
第
四
号
」
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に
改
め
る
。

に
改
め
る
。

（
略
）

（
略
）

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
法
附
則
第
六
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
休
業
）

第
二
条

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九

（
新
設
）

年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
附
則
第
六
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
休
業
は
、

次
に
掲
げ
る
休
業
と
す
る
。

一

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す

る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
。
次
号
に
お
い
て
「
育
児
・
介
護
休
業
法

」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
育
児
休
業
に
後
続
す
る
休
業
で
あ
っ

て
子
の
養
育
を
す
る
た
め
に
す
る
も
の

二

育
児
・
介
護
休
業
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
介
護
休
業
に
後
続
す
る
休
業

で
あ
っ
て
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
対
象
家
族
を
介
護
す
る
た
め
に
す
る
も
の

三

災
害
、
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
る
休
業
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○

社
会
福
祉
法
人
会
計
基
準
（
平
成
二
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）
【
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
施
行
】

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
二
条
の
三
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

会
計
帳
簿
（
第
三
条
―
第
六
条
）

第
二
章

会
計
帳
簿
（
第
三
条
―
第
六
条
）

第
三
章

計
算
関
係
書
類

第
三
章

計
算
書
類
等

第
一
節

総
則
（
第
七
条
―
第
十
一
条
）

第
一
節

総
則
（
第
七
条
―
第
十
一
条
）

第
二
節

資
金
収
支
計
算
書
（
第
十
二
条
―
第
十
八
条
）

第
二
節

資
金
収
支
計
算
書
（
第
十
二
条
―
第
十
八
条
）

第
三
節

事
業
活
動
計
算
書
（
第
十
九
条
―
第
二
十
四
条
）

第
三
節

事
業
活
動
計
算
書
（
第
十
九
条
―
第
二
十
四
条
）

第
四
節

貸
借
対
照
表
（
第
二
十
五
条
―
第
二
十
八
条
）

第
四
節

貸
借
対
照
表
（
第
二
十
五
条
―
第
二
十
八
条
）

第
五
節

計
算
書
類
の
注
記
（
第
二
十
九
条
）

第
五
節

計
算
書
類
の
注
記
（
第
二
十
九
条
）

第
六
節

附
属
明
細
書
（
第
三
十
条
）

第
六
節

附
属
明
細
書
（
第
三
十
条
）

第
四
章

財
産
目
録
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
四
条
）

第
七
節

財
産
目
録
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
四
条
）

（
会
計
原
則
）

（
会
計
原
則
）

第
二
条

社
会
福
祉
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
原
則
に
従
っ
て
、
会
計
処
理
を
行
い
、
計

第
二
条

社
会
福
祉
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
原
則
に
従
っ
て
、
会
計
処
理
を
行
い
、
計

算
書
類
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
（
以
下
「
計
算
関
係
書
類
」
と
い
う
。
）
並
び
に
財

算
書
類
、
そ
の
附
属
明
細
書
及
び
財
産
目
録
（
以
下
「
計
算
書
類
等
」
と
い
う
。
）

産
目
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
総
額
表
示
）
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第
二
条
の
二

計
算
関
係
書
類
及
び
財
産
目
録
に
記
載
す
る
金
額
は
、
原
則
と
し
て
総

（
新
設
）

額
を
も
っ
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
金
額
の
表
示
の
単
位
）

第
二
条
の
三

計
算
関
係
書
類
及
び
財
産
目
録
に
記
載
す
る
金
額
は
、
一
円
単
位
を
も

（
新
設
）

っ
て
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

会
計
帳
簿

第
二
章

会
計
帳
簿

（
会
計
帳
簿
の
作
成
）

（
会
計
帳
簿
の
作
成
）

第
三
条

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

第
三
条

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
第
四
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
社
会
福
祉
法
人
が
作
成
す
べ
き
会

）
第
四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
社
会
福
祉
法
人
が
作
成
す
べ
き
会
計
帳
簿
に

計
帳
簿
に
付
す
べ
き
資
産
、
負
債
及
び
純
資
産
の
価
額
そ
の
他
会
計
帳
簿
の
作
成
に

付
す
べ
き
資
産
、
負
債
及
び
純
資
産
の
価
額
そ
の
他
会
計
帳
簿
の
作
成
に
関
す
る
事

関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
三
章

計
算
関
係
書
類

第
三
章

計
算
書
類
等

第
一
節

総
則

第
一
節

総
則

（
成
立
の
日
の
貸
借
対
照
表
）

第
七
条

法
第
四
十
五
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
貸
借
対
照
表

（
新
設
）

は
、
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
に
お
け
る
会
計
帳
簿
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
る
次
条

第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

２

社
会
福
祉
法
人
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら



- 85 -

ず
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
の
作
成
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

事
業
区
分
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
又
は
法
第
二
十
六

条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
益
事
業
若
し
く
は
収
益
事
業
の
区
分
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
が
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
み
で
あ
る
場
合

次

条
第
一
項
第
一
号
ロ

二

拠
点
区
分
（
社
会
福
祉
法
人
が
そ
の
行
う
事
業
の
会
計
管
理
の
実
態
を
勘
案
し

て
設
け
る
区
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
数
が
一
で
あ
る
場
合

次
条
第
一
項

第
一
号
ロ
、
ハ
及
び
ニ

三

事
業
区
分
に
お
い
て
拠
点
区
分
の
数
が
一
で
あ
る
場
合

次
条
第
一
項
第
一
号

ハ
（
各
会
計
年
度
に
係
る
計
算
書
類
）

（
計
算
書
類
等
）

第
七
条
の
二

法
第
四
十
五
条
の
二
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
各
会
計

第
七
条

社
会
福
祉
法
人
が
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
計
算
書
類
等
は
、
次
に
掲
げ

年
度
に
係
る
計
算
書
類
は
、
当
該
会
計
年
度
に
係
る
会
計
帳
簿
に
基
づ
き
作
成
さ
れ

る
も
の
と
す
る
。

る
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
貸
借
対
照
表

一

各
会
計
年
度
に
係
る
次
に
掲
げ
る
貸
借
対
照
表

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

二

次
に
掲
げ
る
収
支
計
算
書

二

各
会
計
年
度
に
係
る
次
に
掲
げ
る
収
支
計
算
書

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

（
削
る
）

三

（
略
）

（
削
る
）

四

（
略
）

２

社
会
福
祉
法
人
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

２

社
会
福
祉
法
人
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
各
号
に
定
め
る
計
算
書
類
の
作
成
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ず
、
当
該
各
号
に
定
め
る
計
算
書
類
の
作
成
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一

事
業
区
分
が
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
み
で
あ
る
場
合

一

事
業
区
分
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
又
は
法
第
二
十
六

前
項
第
一
号
ロ
並
び
に
第
二
号
イ
（
２
）
及
び
ロ
（
２
）

条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
益
事
業
若
し
く
は
収
益
事
業
の
区
分
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
が
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
み
で
あ
る
場
合

前

項
第
一
号
ロ
並
び
に
第
二
号
イ
（
２
）
及
び
ロ
（
２
）

二

拠
点
区
分
の
数
が
一
で
あ
る
場
合

前
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
並
び
に
第
二
号
イ

二

拠
点
区
分
（
社
会
福
祉
法
人
が
そ
の
行
う
事
業
の
会
計
管
理
の
実
態
を
勘
案
し

（
２
）
及
び
（
３
）
並
び
に
ロ
（
２
）
及
び
（
３
）

て
設
け
る
区
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
数
が
一
で
あ
る
場
合

前
項
第
一
号

ロ
及
び
ハ
並
び
に
第
二
号
イ
（
２
）
及
び
（
３
）
並
び
に
ロ
（
２
）
及
び
（
３
）

三

（
略
）

三

（
略
）

（
総
額
表
示
）

第
八
条

削
除

第
八
条

計
算
書
類
等
に
記
載
す
る
金
額
は
、
原
則
と
し
て
総
額
を
も
っ
て
表
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
金
額
の
表
示
の
単
位
）

第
九
条

削
除

第
九
条

計
算
書
類
等
に
記
載
す
る
金
額
は
、
一
円
単
位
を
も
っ
て
表
示
す
る
も
の
と

す
る
。

（
事
業
活
動
計
算
書
の
構
成
）

（
事
業
活
動
計
算
書
の
構
成
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
～
３

（
略
）

４

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
部
に
は
、
第
六
条
第
一
項
の
寄
附
金
及
び
国
庫
補
助
金
等

４

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
部
に
は
、
第
六
条
第
一
項
の
寄
附
金
及
び
国
庫
補
助
金
等

の
収
益
、
基
本
金
の
組
入
額
、
国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立
金
の
積
立
額
、
固
定
資
産

の
収
益
、
基
本
金
の
組
入
額
、
国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立
金
の
積
立
額
、
固
定
資
産

売
却
等
に
係
る
損
益
そ
の
他
の
臨
時
的
な
損
益
（
金
額
が
僅
少
な
も
の
を
除
く
。
）

売
却
等
に
係
る
損
益
そ
の
他
の
臨
時
的
な
損
益
（
金
額
が
僅
少
な
も
の
を
除
く
。
）
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を
記
載
し
、
同
号
に
掲
げ
る
部
の
収
益
か
ら
費
用
を
控
除
し
た
額
を
特
別
増
減
差
額

を
記
載
し
、
同
号
に
掲
げ
る
部
の
収
益
か
ら
費
用
を
控
除
し
た
額
を
特
別
増
減
差
額

と
し
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立

と
し
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立

金
を
含
む
固
定
資
産
の
売
却
損
又
は
処
分
損
を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
特
別
費
用
の

金
を
含
む
固
定
資
産
の
売
却
損
又
は
処
分
損
を
記
載
す
る
場
合
は
、
特
別
費
用
の
控

控
除
項
目
と
し
て
国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立
金
取
崩
額
を
含
め
る
も
の
と
す
る
。

除
項
目
と
し
て
国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立
金
取
崩
額
を
含
め
る
も
の
と
す
る
。

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

第
五
節

計
算
書
類
の
注
記

第
五
節

計
算
書
類
の
注
記

第
二
十
九
条

計
算
書
類
に
は
、
法
人
全
体
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な

第
二
十
九
条

計
算
書
類
に
は
、
法
人
全
体
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

法
人
が
作
成
す
る
計
算
書
類
並
び
に
拠
点
区
分
及
び
サ
ー
ビ
ス
区
分

五

法
人
が
作
成
す
る
計
算
書
類
等
並
び
に
拠
点
区
分
及
び
サ
ー
ビ
ス
区
分

六
～
十
四

（
略
）

六
～
十
四

（
略
）

十
五

そ
の
他
社
会
福
祉
法
人
の
資
金
収
支
及
び
純
資
産
の
増
減
の
状
況
並
び
に
資

十
五

そ
の
他
社
会
福
祉
法
人
の
資
金
収
支
及
び
純
資
産
増
減
の
状
況
並
び
に
資
産

産
、
負
債
及
び
純
資
産
の
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

、
負
債
及
び
純
資
産
の
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

２

前
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
「
関
連
当
事
者
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

２

前
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
「
関
連
当
事
者
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
常
勤
の
役
員
又
は
評
議
員
と
し
て
報
酬
を
受
け
て
い
る

一

当
該
社
会
福
祉
法
人
の
役
員
及
び
そ
の
近
親
者

者
二

前
号
に
掲
げ
る
者
の
近
親
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
が
議
決
権
の
過
半
数
を
有
し
て
い
る
法
人

二

前
号
に
掲
げ
る
者
が
議
決
権
の
過
半
数
を
有
し
て
い
る
法
人

四

支
配
法
人
（
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定

を
支
配
し
て
い
る
他
の
法
人
を
い
う
。
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

五

被
支
配
法
人
（
当
該
社
会
福
祉
法
人
が
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決

定
を
支
配
し
て
い
る
他
の
法
人
を
い
う
。
）
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六

当
該
社
会
福
祉
法
人
と
同
一
の
支
配
法
人
を
も
つ
法
人

３

前
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
「
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決

（
新
設
）

定
を
支
配
し
て
い
る
」
と
は
、
評
議
員
の
総
数
に
対
す
る
次
に
掲
げ
る
者
の
数
の
割

合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
る
こ
と
を
い
う
。

一

一
の
法
人
の
役
員
（
理
事
、
監
事
、
取
締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
執
行
役

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
）
又
は
評
議
員

二

一
の
法
人
の
職
員

４

（
略
）

３

（
略
）

（
附
属
明
細
書
）

（
附
属
明
細
書
の
構
成
）

第
三
十
条

（
削
る
）

第
三
十
条

附
属
明
細
書
は
、
当
該
会
計
年
度
に
お
け
る
計
算
書
類
の
内
容
を
補
足
す

る
重
要
な
事
項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
第
四
十
五
条
の
二
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
各
会
計
年
度
に
係

２

社
会
福
祉
法
人
が
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
附
属
明
細
書
は
次
に
掲
げ
る
と
お

る
計
算
書
類
の
附
属
明
細
書
は
、
当
該
会
計
年
度
に
係
る
会
計
帳
簿
に
基
づ
き
作
成

り
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
附
属
明
細

さ
れ
る
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま

書
に
あ
っ
て
は
法
人
全
体
に
つ
い
て
、
第
八
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
附
属

で
に
掲
げ
る
附
属
明
細
書
に
あ
っ
て
は
法
人
全
体
に
つ
い
て
、
第
八
号
か
ら
第
十
九

明
細
書
に
あ
っ
て
は
拠
点
区
分
ご
と
に
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

号
ま
で
に
掲
げ
る
附
属
明
細
書
に
あ
っ
て
は
拠
点
区
分
ご
と
に
作
成
す
る
も
の
と
す

る
。

一
～
十
九

（
略
）

一
～
十
九

（
略
）

２

附
属
明
細
書
は
、
当
該
会
計
年
度
に
お
け
る
計
算
書
類
の
内
容
を
補
足
す
る
重
要

（
新
設
）

な
事
項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）
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第
四
章

財
産
目
録

第
七
節

財
産
目
録

（
財
産
目
録
の
内
容
）

（
財
産
目
録
の
内
容
）

第
三
十
一
条

法
第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
一
項
第
一
号
の
財
産
目
録
は
、
当
該
会
計

第
三
十
一
条

財
産
目
録
は
、
当
該
会
計
年
度
末
現
在
に
お
け
る
全
て
の
資
産
及
び
負

年
度
末
現
在
（
社
会
福
祉
法
人
の
成
立
の
日
に
お
け
る
財
産
目
録
は
、
当
該
社
会
福

債
に
つ
き
、
そ
の
名
称
、
数
量
、
金
額
等
を
詳
細
に
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

祉
法
人
の
成
立
の
日
）
に
お
け
る
全
て
の
資
産
及
び
負
債
に
つ
き
、
そ
の
名
称
、
数

量
、
金
額
等
を
詳
細
に
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
号
第
一
様
式

（第
十
七
条
第
四
項
関
係

）

第
一
号
第
一
様
式

（第
七
条
関
係

）

（略

）

（略

）

第
一
号
第
二
様
式

（第
十
七
条
第
四
項
関
係

）

第
一
号
第
二
様
式

（第
七
条
関
係

）

（略

）

（略

）

第
一
号
第
三
様
式

（第
十
七
条
第
四
項
関
係

）

第
一
号
第
三
様
式

（第
七
条
関
係

）

（略

）

（略

）

第
一
号
第
四
様
式

（第
十
七
条
第
四
項
関
係

）

第
一
号
第
四
様
式

（第
七
条
関
係

）

勘
定
科
目

（略

）

勘
定
科
目

（略

）

（
介
護
保
険
事
業
収
入

（略

）

（
介
護
保
険
事
業
収
入

（略

）

略
収

（略

）

略
収

（略
）
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）
入

利
用
者
等
利
用
料
収
入

）
入

利
用
者
等
利
用
料
収
入

（略

）

（略

）

食
費
収
入

（公
費

）

食
費
収
入

（公
費

）

食
費
収
入

（一
般

）

食
費
収
入

（一
般

）

食
費
収
入

（特
定

）

居
住
費
収
入

（公
費

）

居
住
費
収
入

（公
費

）

居
住
費
収
入

（一
般

）

居
住
費
収
入

（一
般

）

居
住
費
収
入

（特
定

）

（略

）

（略

）

そ
の
他
の
事
業
収
入

そ
の
他
の
事
業
収
入

補
助
金
事
業
収
入

（公
費

）

補
助
金
事
業
収
入

補
助
金
事
業
収
入

（一
般

）

市
町
村
特
別
事
業
収
入

（公
費

）

市
町
村
特
別
事
業
収
入

市
町
村
特
別
事
業
収
入

（一
般

）

受
託
事
業
収
入

（公
費

）

受
託
事
業
収
入

受
託
事
業
収
入

（一
般

）

そ
の
他
の
事
業
収
入

そ
の
他
の
事
業
収
入

（略

）

（略

）

老
人
福
祉
事
業
収
入

老
人
福
祉
事
業
収
入

（略

）

（略

）

運
営
事
業
収
入

運
営
事
業
収
入

管
理
費
収
入

管
理
費
収
入

そ
の
他
の
利
用
料
収
入

そ
の
他
の
利
用
料
収
入
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補
助
金
事
業
収
入

（公
費

）

補
助
金
事
業
収
入

補
助
金
事
業
収
入

（一
般

）

そ
の
他
の
事
業
収
入

そ
の
他
の
事
業
収
入

（略

）

（略

）

児
童
福
祉
事
業
収
入

児
童
福
祉
事
業
収
入

（略

）

（略

）

そ
の
他
の
事
業
収
入

そ
の
他
の
事
業
収
入

補
助
金
事
業
収
入

（公
費

）

補
助
金
事
業
収
入

補
助
金
事
業
収
入

（一
般

）
受
託
事
業
収
入

（公
費

）

受
託
事
業
収
入

受
託
事
業
収
入

（一
般

）

そ
の
他
の
事
業
収
入

そ
の
他
の
事
業
収
入

保
育
事
業
収
入

保
育
事
業
収
入

（略

）

（略

）

そ
の
他
の
事
業
収
入

そ
の
他
の
事
業
収
入

補
助
金
事
業
収
入

（公
費

）

補
助
金
事
業
収
入

補
助
金
事
業
収
入

（一
般

）

受
託
事
業
収
入

（公
費

）

受
託
事
業
収
入

受
託
事
業
収
入

（一
般

）

そ
の
他
の
事
業
収
入

そ
の
他
の
事
業
収
入

就
労
支
援
事
業
収
入

就
労
支
援
事
業
収
入

（略

）

（略
）

障
害
福
祉
サ

ー

ビ
ス
等
事
業
収
入

障
害
福
祉
サ

ー

ビ
ス
等
事
業
収
入
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（略

）

（略

）

そ
の
他
の
事
業
収
入

そ
の
他
の
事
業
収
入

補
助
金
事
業
収
入

（公
費

）

補
助
金
事
業
収
入

補
助
金
事
業
収
入

（一
般

）

受
託
事
業
収
入

（公
費

）

受
託
事
業
収
入

受
託
事
業
収
入

（一
般

）

そ
の
他
の
事
業
収
入

そ
の
他
の
事
業
収
入

（略

）

（略

）

生
活
保
護
事
業
収
入

生
活
保
護
事
業
収
入

（略

）

（略

）

そ
の
他
の
事
業
収
入

そ
の
他
の
事
業
収
入

補
助
金
事
業
収
入

（公
費

）

補
助
金
事
業
収
入

補
助
金
事
業
収
入

（一
般

）

受
託
事
業
収
入

（公
費

）

受
託
事
業
収
入

受
託
事
業
収
入

（一
般

）

そ
の
他
の
事
業
収
入

そ
の
他
の
事
業
収
入

医
療
事
業
収
入

医
療
事
業
収
入

入
院
診
療
収
入

（公
費

）

入
院
診
療
収
入

入
院
診
療
収
入

（一
般

）

室
料
差
額
収
入

室
料
差
額
収
入

外
来
診
療
収
入

（公
費

）

外
来
診
療
収
入

外
来
診
療
収
入

（一
般

）

保
健
予
防
活
動
収
入

保
健
予
防
活
動
収
入
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受
託
検
査
・
施
設
利
用
収
入

受
託
検
査
・
施
設
利
用
収
入

訪
問
看
護
療
養
費
収
入

（公
費

）

訪
問
看
護
療
養
費
収
入

訪
問
看
護
療
養
費
収
入

（一
般

）

訪
問
看
護
利
用
料
収
入

訪
問
看
護
利
用
料
収
入

（略

）

（略

）

そ
の
他
の
医
療
事
業
収
入

そ
の
他
の
医
療
事
業
収
入

補
助
金
事
業
収
入

（公
費

）

補
助
金
事
業
収
入

補
助
金
事
業
収
入

（一
般

）

受
託
事
業
収
入

（公
費

）
受
託
事
業
収
入

受
託
事
業
収
入

（一
般

）

そ
の
他
の
医
療
事
業
収
入

そ
の
他
の
医
療
事
業
収
入

（略

）

（略

）

（何

）事
業
収
入

（何

）事
業
収
入

（略

）

（略

）

そ
の
他
の
事
業
収
入

そ
の
他
の
事
業
収
入

補
助
金
事
業
収
入

（公
費

）

補
助
金
事
業
収
入

補
助
金
事
業
収
入

（一
般

）

受
託
事
業
収
入

（公
費

）

受
託
事
業
収
入

受
託
事
業
収
入

（一
般

）

そ
の
他
の
事
業
収
入

そ
の
他
の
事
業
収
入

（何

）収
入

（何

）収
入

（略

）

（略
）

（略

）

（略

）
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（
（

（
（

（略

）

略
略

（略

）

（略

）

略
略

（略

）

）
）

）
）

第
二
号
第
一
様
式

（第
二
十
三
条
第
四
項
関
係

）

第
二
号
第
一
様
式

（第
七
条
関
係

）

（略

）

（略

）

第
二
号
第
二
様
式

（第
二
十
三
条
第
四
項
関
係

）

第
二
号
第
二
様
式

（第
七
条
関
係

）

（略

）

（略

）

第
二
号
第
三
様
式

（第
二
十
三
条
第
四
項
関
係

）

第
二
号
第
三
様
式

（第
七
条
関
係

）

（略

）

（略

）

第
二
号
第
四
様
式

（第
二
十
三
条
第
四
項
関
係

）

第
二
号
第
四
様
式

（第
七
条
関
係

）

勘
定
科
目

（略

）

勘
定
科
目

（略

）

（
介
護
保
険
事
業
収
益

（略

）

（
介
護
保
険
事
業
収
益

（略

）

略
収

（略

）

略
収

（略

）
）

益
利
用
者
等
利
用
料
収
益

）
益

利
用
者
等
利
用
料
収
益

（略

）

（略
）
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食
費
収
益

（公
費

）

食
費
収
益

（公
費

）

食
費
収
益

（一
般

）

食
費
収
益

（一
般

）

食
費
収
益

（特
定

）

居
住
費
収
益

（公
費

）

居
住
費
収
益

（公
費

）

居
住
費
収
益

（一
般

）

居
住
費
収
益

（一
般

）

居
住
費
収
益

（特
定

）

（略

）

（略

）

そ
の
他
の
事
業
収
益

そ
の
他
の
事
業
収
益

補
助
金
事
業
収
益

（公
費

）

補
助
金
事
業
収
益

補
助
金
事
業
収
益

（一
般

）

市
町
村
特
別
事
業
収
益

（公
費

）
市
町
村
特
別
事
業
収
益

市
町
村
特
別
事
業
収
益

（一
般

）

受
託
事
業
収
益

（公
費

）

受
託
事
業
収
益

受
託
事
業
収
益

（一
般

）

そ
の
他
の
事
業
収
益

そ
の
他
の
事
業
収
益

（略

）

（略

）

老
人
福
祉
事
業
収
益

老
人
福
祉
事
業
収
益

（略

）

（略

）

運
営
事
業
収
益

運
営
事
業
収
益

管
理
費
収
益

管
理
費
収
益

そ
の
他
の
利
用
料
収
益

そ
の
他
の
利
用
料
収
益

補
助
金
事
業
収
益

（公
費

）

補
助
金
事
業
収
益

補
助
金
事
業
収
益

（一
般

）
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そ
の
他
の
事
業
収
益

そ
の
他
の
事
業
収
益

（略

）

（略

）

児
童
福
祉
事
業
収
益

児
童
福
祉
事
業
収
益

（略

）

（略

）

そ
の
他
の
事
業
収
益

そ
の
他
の
事
業
収
益

補
助
金
事
業
収
益

（公
費

）

補
助
金
事
業
収
益

補
助
金
事
業
収
益

（一
般

）

受
託
事
業
収
益

（公
費

）

受
託
事
業
収
益

受
託
事
業
収
益

（一
般

）

そ
の
他
の
事
業
収
益

そ
の
他
の
事
業
収
益

保
育
事
業
収
益

保
育
事
業
収
益

（略

）

（略

）

そ
の
他
の
事
業
収
益

そ
の
他
の
事
業
収
益

補
助
金
事
業
収
益

（公
費

）

補
助
金
事
業
収
益

補
助
金
事
業
収
益

（一
般

）

受
託
事
業
収
益

（公
費

）

受
託
事
業
収
益

受
託
事
業
収
益

（一
般

）

そ
の
他
の
事
業
収
益

そ
の
他
の
事
業
収
益

就
労
支
援
事
業
収
益

就
労
支
援
事
業
収
益

（略

）

（略

）

障
害
福
祉
サ

ー

ビ
ス
等
事
業
収
益

障
害
福
祉
サ

ー

ビ
ス
等
事
業
収
益

（略

）

（略
）

そ
の
他
の
事
業
収
益

そ
の
他
の
事
業
収
益
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補
助
金
事
業
収
益

（公
費

）

補
助
金
事
業
収
益

補
助
金
事
業
収
益

（一
般

）

受
託
事
業
収
益

（公
費

）

受
託
事
業
収
益

受
託
事
業
収
益

（一
般

）

そ
の
他
の
事
業
収
益

そ
の
他
の
事
業
収
益

（略

）

（略

）

生
活
保
護
事
業
収
益

生
活
保
護
事
業
収
益

（略

）

（略

）

そ
の
他
の
事
業
収
益

そ
の
他
の
事
業
収
益

補
助
金
事
業
収
益

（公
費

）
補
助
金
事
業
収
益

補
助
金
事
業
収
益

（一
般

）

受
託
事
業
収
益

（公
費

）

受
託
事
業
収
益

受
託
事
業
収
益

（一
般

）

そ
の
他
の
事
業
収
益

そ
の
他
の
事
業
収
益

医
療
事
業
収
益

医
療
事
業
収
益

入
院
診
療
収
益

（公
費

）

入
院
診
療
収
益

入
院
診
療
収
益

（一
般

）

室
料
差
額
収
益

室
料
差
額
収
益

外
来
診
療
収
益

（公
費

）

外
来
診
療
収
益

外
来
診
療
収
益

（一
般

）

保
健
予
防
活
動
収
益

保
健
予
防
活
動
収
益

受
託
検
査
・
施
設
利
用
収
益

受
託
検
査
・
施
設
利
用
収
益

訪
問
看
護
療
養
費
収
益

（公
費

）

訪
問
看
護
療
養
費
収
益
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訪
問
看
護
療
養
費
収
益

（一
般

）

訪
問
看
護
利
用
料
収
益

訪
問
看
護
利
用
料
収
益

（略

）

（略

）

そ
の
他
の
医
療
事
業
収
益

そ
の
他
の
医
療
事
業
収
益

補
助
金
事
業
収
益

（公
費

）

補
助
金
事
業
収
益

補
助
金
事
業
収
益

（一
般

）

受
託
事
業
収
益

（公
費

）

受
託
事
業
収
益

受
託
事
業
収
益

（一
般

）
そ
の
他
の
医
療
事
業
収
益

そ
の
他
の
医
療
事
業
収
益

（略

）

（略

）

（何

）事
業
収
益

（何

）事
業
収
益

（略

）

（略

）

そ
の
他
の
事
業
収
益

そ
の
他
の
事
業
収
益

補
助
金
事
業
収
益

（公
費

）

補
助
金
事
業
収
益

補
助
金
事
業
収
益

（一
般

）

受
託
事
業
収
益

（公
費

）

受
託
事
業
収
益

受
託
事
業
収
益

（一
般

）

そ
の
他
の
事
業
収
益

そ
の
他
の
事
業
収
益

（何

）収
益

（何

）収
益

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）
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第
三
号
第
一
様
式

（第
二
十
七
条
第
四
項
関
係

）

第
三
号
第
一
様
式

（第
七
条
関
係

）

（略
）

（略

）

第
三
号
第
二
様
式

（第
二
十
七
条
第
四
項
関
係

）

第
三
号
第
二
様
式

（第
七
条
関
係

）

（略

）

（略

）

第
三
号
第
三
様
式

（第
二
十
七
条
第
四
項
関
係

）

第
三
号
第
三
様
式

（第
七
条
関
係

）

（略

）

（略

）

第
三
号
第
四
様
式

（第
二
十
七
条
第
四
項
関
係

）

第
三
号
第
四
様
式

（第
七
条
関
係

）

（略

）

（略

）

別
表
第
一

別
表
第
一

別
表
第
二

別
表
第
二
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